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１ 大学の概要（令和元年５月１日現在：（４）を除く） 

（１）大学名 

公立大学法人 公立鳥取環境大学 

（２）所在地 

      鳥取県鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

（３）資本金の状況 

83億3,683万円（鳥取県50％ 鳥取市50％） 

（４）役員の状況（任期含む）（令和２年５月１日現在） 

     理事長(学長)江﨑 信芳（平成30年４月１日～令和４年３月31日) 

     副理事長  西山 信一（令和 ２年４月１日～令和４年３月31日) 

     理事    今井 正和（令和 ２年４月１日～令和４年３月31日) 

     理事    田中 洋介（令和 ２年４月１日～令和４年３月31日) 

 

      理事    若原 道昭（令和 ２年４月１日～令和４年３月31日) 

      監事    北野 彬子（平成30年４月１日～任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終の財務諸表の承認の日まで ） 

     監事    小谷 昇  （平成30年４月１日～任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終の財務諸表の承認の日まで） 

 

（５）教職員数（常勤教職員 ※設置者からの派遣職員を含む） 

教員        60人 

職員        38人 

教職員計    98人 

（６）中期目標の期間 

平成30年度から令和５年度まで（６年） 

（７）学部等の構成 

      ＜学部学科、収容定員、在籍者数＞ 

環境学部環境学科      556人  593人 

経営学部経営学科      556人  625人 

環境経営研究科       30人   11人 

 

      ＜附属研究機関・附属施設＞ 

      情報メディアセンター 

      サステイナビリティ研究所 

      地域イノベーション研究センター 

   国際交流センター 
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２ 年度に係る業務の実績に関する自己評価結果 

（１） 総合評定及び評価概要 

公立鳥取環境大学は、令和元年度に公立大学法人として８年目となる事業年度を迎えるとともに、第２期中

期目標（平成 30年度～令和５年度）の２ヵ年目となり、中期目標を達成するための中期計画に沿い「大学教

育の質の向上」や「安定的な経営確保・財務内容の改善」等に積極的な取り組みを行いました。 

  教育面では、従来からの学部教育および公立鳥取環境大学版リベラルアーツを継承しつつ、将来に向けた

新たな取り組みを進めました。令和３年度入学生から適用するディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ

シー、アドミッション・ポリシーを定めたほか、同年度のカリキュラム改訂、副専攻の導入を決定し、制度設

計に着手しました。また、鳥取県内向けの推薦入試を新たに設ける等、入試制度の改革にも取り組みました。 

SDGs（国連の持続可能な開発目標）において「教育」、「研究」、「地域貢献」の各分野における具体的な

活動計画を策定し、本格的に取り組みを開始しました。授業等において SDGsに関する教育を行ったほか、社

会的な関心の高いテーマで特別シンポジウムを開催するなど、ステークホルダーと連携を図りながら、SDGsの

取り組みを推進しました。 

COC事業および地域人材の育成の面では、地域連携型の課題（麒麟プロジェクト研究）を実施したほか、各

学部で地域志向科目を充実させました。さらに、地域人材を認定する資格制度「TUES麒麟マイスター」及び、

TUES 麒麟マイスターが行う一定の研究課題に助成する「麒麟特別研究」制度を新たに設け、16 カリキュラム

の完成年度に地域人材の学習成果を示す一つの指標となりました。 

また、研究面では、学長裁量による研究費助成により、若手教員の資質向上及び競争的外部資金獲得促進、

地域研究の推進への積極的な支援を行い、科研費等の採択実績が向上しました。また、学部単位で大規模な講

演会の開催や両学部の教員が連携して SDGsの啓発的専門書を出版するなど、研究成果や教育活動を学外へ広

く発信しました。 

産官学連携・地域連携においては、「産官学連携コーディネーター」が、研究シーズと企業等ニーズのマッ

チング活動を推進しました。県内の多数の行政・団体等と連携して形成したプラットフォームである「食のみ

やこ鳥取づくり連携支援計画」が経済産業省の承認を受けるなど、外部機関との連携協力体制の構築および交

流が着実に進んでいます。 

サステイナビリティ研究所、地域イノベーション研究センターにおいても、それぞれの特徴を生かした研究

を行い、シンポジウムや成果発表会で先進的な取組を報告し、また地域に研究成果を還元しました。 

地域連携については、「とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム  地域連携推進会議」で各自治体等との

連携を深めるとともに、地域活動を行う学生に対する「地域連携活動推進助成金」制度を引き続き運用し助成

を行いました。 

国際交流では、本学では初となる欧州圏の大学との提携プログラムとしてカッセル大学（ドイツ・ヘッセン

州）のプログラムを開始して交流プログラムのメニューを一層充実させるとともに、英語村等を活用して学生

の留学を後押ししました。さらに、新たな協定校として、セントラルクリスチャンカレッジ・カンザスと語学

研修プログラムの実施に向け概ね合意に至っており、具体化に向けた交渉を進めています。 

令和２年度入試では、志願倍率は4.9倍、入学定員充足率は110.9％となり、安定した入学生確保となって

います。また、「県内入学者促進コーディネーター」を中心に、県内高校の定期訪問、高校内ガイダンス及び

進学相談会への参加等、多様な機会や手段を用いて、県内入学生の確保に取り組みました。 

就職支援については、体系的なキャリア教育と、３年次の学生全員に対し面談を実施するなどのきめ細かな

対応を心がけ、手厚く就職指導を行った結果、令和元年度卒業生の就職内定率は98.7%となり、全国国公立大



 

学平均値以上を達成しました。県内就職率の向上のため、県内企業や各種団体、行政機関等と連携して多様な

施策を実施しました。 

質保証の点では、新たに公立鳥取環境大学内部質保証に関する基本方針を制定し、内部質保証を推進する「内

部質保証推進会議」、教育の質保証に関する専門的な事項に関する調査、研究を行う「教育質保証推進ユニッ

ト」が組織的に内部質保証の取組を推進しました。 

業務運営や財務内容の改善については、引き続き効率的な経費配分や競争的外部資金の獲得などに努め、年

度計画を順調に履行しました。 

 

（２）大項目ごとの状況及び評価 

・大学の教育等の質の向上に関する事項 

前年度から引き続き、環境学部、経営学部、人間形成教育センターの目的に沿って教育を行うとともに、公

立鳥取環境大学版リベラルアーツを推進しました。各学部の専門科目を他学部の人間形成科目として履修（10

科目）できる仕組みに加え、教育的効果に配慮して英語（Intensive English 1～8）の授業時間を45分×２

コマとするほか、１・２年次配当科目「プロジェクト研究1～4」やインターンシップ関連科目を開講する等、

特徴的な教育を行いました。 

令和元年度には、令和３年度に予定しているカリキュラム改訂にあわせて副専攻制度を導入することを決

定し、制度設計を進めました。また、カリキュラム改訂、副専攻の導入を見据え、ディプロマ・ポリシー、カ

リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの見直しを行いました。 

本学の建学の理念である「人と社会と自然との共生」に合致するSDGsの達成に貢献するため、令和元年度

から本格的に活動を開始し「教育」、「研究」、「地域貢献」のそれぞれの分野で具体的な活動計画に沿って

取り組みを推進しました。特に、教育面においては、すべての授業科目が SDGs のどのゴールに関連するかを

シラバスに掲載し、履修科目選択の時点から学習内容及び成果を意識させることで、学生自らが主体となって

捉えるべき社会的課題への意識付けを促しました。このほか、SDGs特別シンポジウムやSDGsカフェなどを実

施し、学生への教育機会を充実させました。 

COC事業および地域人材の育成の面では、「プロジェクト研究1～4」において、両学部の全学生が２年次終

了までに地域連携型の課題（麒麟プロジェクト研究）を履修するシステムを継続し、９課題を実施しました。

また、「鳥取学」「自然環境保全実習・演習Ａ」などを地域志向科目として引き続き開講するとともに、16カ

リキュラムにおいて、地域志向科目数をさらに増加・充実させました。 

これら一定の地域志向科目の修了等の要件を満たし、地域への理解を深め、かつ地域活動への貢献意欲を有

すると認められる学生に対する資格認定制度として「TUES 麒麟マイスター」を設けました。認定要件を満た

し、申請があった学生に対して審査を行い12名を認定しました。 

さらに、マイスターが行う卒論研究のうち、学術的かつ地域への成果の還元が期待できる研究課題に対して、

審査により４件の研究を「麒麟特別研究」として採択し、研究費の一部助成を行いました。 

入試については、アドミッション・ポリシーに基づき、適切に実施しました。令和２年度からの新入試につ

いて、志願者動向、高校教員・保護者・地域等の要望等を参考にしながら専門部会で検討しました。地域枠に

ついては、県内限定の共通テストを利用する推薦入試を令和３年度入試から実施することとし、概要をまとめ

公表しました。また、環境学部において、高等学校からの意見も参考にし、県内限定の新たな推薦入試を実施

することとしました。 

就職支援については、体系的なキャリア教育と、３年次の学生全員に対し面談を実施するなどのきめ細かな



 

対応を心がけ、手厚く就職指導を行った結果、令和元年度卒業生の就職内定率は98.7%となり、目標である全

国国公立大学の平均値（93.5％※２月１日時点）以上を達成しました。また、県内就職率30%を達成するため、

県内の企業や各種団体、行政機関等と連携して多様な施策を実施し、就職支援を充実させ、2020年３月卒業生

の県内就職率は23.4％となりました。 

   学生支援については、引き続き、資格取得、クラブ活動、また留学など様々な場面できめ細かなサポートを

行いました。また、「鳥取県内出身学生生活支援制度」を引き続き運用して県内出身学生に対し生活費等の経

済的支援を行うとともに、令和２年度から実施される高等教育段階の教育費負担軽減制度の導入にかかる手

続きを適切に行い、54人から在学予約採用への申請がありました。 

研究面では、令和元年度の科学研究費の新規申請数は21件、新規採択件数は６件で採択率は26.1%となり、

中国地方の公立大学の新規申請数平均(18.4件)、採択率平均(19.4%)を上回る状況となりました。 

サステイナビリティ研究所では、各分野の第一戦で活躍する専門家や研究者を招いたシンポジウムを開催

し、循環型社会形成に向けた先進的な取組や研究成果の報告・発表を行いました。 

地域イノベーション研究センターでは、令和元年度の地域イノベーション研究として、さまざまな分野で地

域課題に基づく５つのテーマの研究活動に取り組みました。 

地域連携については、「とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム 地域連携推進会議」に参画し、地域課

題を共有するとともに各自治体等と大学との連携事例、今後の連携のあるべき姿について議論しました。 

地域活動を行う学生に対しては、「地域連携活動推進助成金」制度を引き続き運用し、地域での調査研究活

動や地域連携活動の促進を図るため、８団体に助成を行いました。 

平成 30年度に地域と連携した教育研究活動等の拠点として開設した「岩美むらなかキャンパス」では、海

辺の立地を活かした研究活動や地域連携・交流イベント、ゼミ合宿のほか、子ども向けの公開講座や出張英語

村など、本学の教育研究活動の拠点としてさらに活用の幅が広がりました。 

「産官学連携コーディネーター」が、異業種交流会等に積極的に参加するなどにより、企業ニーズと研究

シーズのマッチング活動等を行い、受託研究・共同研究を推進しました。更に、鳥取県、鳥取大学、鳥取県産

業技術センター、鳥取県産業振興機構、鳥取商工会議所、鳥取県商工会連合会、とっとりキャピタル株式会社

等の外部団体と連携体制の構築を推進し、経済産業省に申請した「食のみやこ鳥取づくり連携支援計画」が、

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく大臣承認を受けました。  

国際交流については、令和元年度の新規プログラムとしてカッセル大学（ドイツ）へ10人の学生を派遣し、

本学では初となる欧州圏の大学との交流が実現しました。渡航前にCEFRにおけるB1レベルの英語力を身につ

けていることを条件とし、学生の留学意欲のインセンティブとなるよう助成金制度の見直しを行いました。 

令和元年度に海外大学等に留学した学生は34名で、在籍学生のうち留学（交換留学、語学研修）を経験し

た学生の数は、92人となりました。さらに、新たな協定校として、セントラルクリスチャンカレッジ・カンザ

スとの交流に向けて交渉を進め、協定の締結に向けて概ね合意を得ました。 

 

・業務運営の改善及び効率化に関する事項 

     大学運営の体制では、運営上の重要事項をはじめ、教学、組織・人事、国際交流など様々な案件に迅速に対

応できるよう定期的に「幹部会議」を開催し、理事長のリーダーシップの下、機動的な意思決定を図りました。 

 また、経営に関する重要事項を審議する「経営審議会」、教育研究に関する重要事項を審議する「教育研究

審議会」をともに４回開催し、両審議会で学外委員からいただいた意見を大学運営に反映させました。 

このような体制の下、理事長のリーダーシップの発揮により、全教職員が団結・協働してスピード感をもっ



 

て大学運営に取り組みました。 

地域に開かれた大学となるために、適切な情報提供と公開を心がけ、マスメディアに対しても教員や学生の

教育研究活動の情報を提供しました。令和元年度は、ホームページ管理システムの更新にあわせて、ホーム

ページデザインの変更を実施しました。また、「TUESレポート」97件（前年比138%）、「お知らせ」120件

（前年比152%）等、情報発信の頻度と回数を高め、広報を充実させました。さらに、マスコミへの39件の資

料提供を行いました。 

TUES青年懇話会（平成30年設置）や公立鳥取環境大学を支援する会との産学官連携に関する懇談会等の機

会を利用して、外部の様々な意見を聴き、大学運営の参考にしました。 

また、保護者懇談会を実施し、79世帯の参加がありました（個別懇談会 59世帯、学部別説明会 68世帯、

施設見学会50世帯）。参加者からのアンケートで「授業の仕組みやゼミ活動、就職活動に理解が進んだ」、

「サポート体制等が充実していて安心した」等の意見を頂きました。 

事務局全体における業務の効率化に資するため、事務職員が鳥取県職員人材開発センター及び公立大学協

会主催の業務分野別協議会等、各種研修機会を積極的に活用し、事務局における職位や経験年数に応じた階層

別研修を計画的に実施することで、職員個々の能力開発を図りました。 

 

・安定的な経営確保・財務内容の改善に関する事項 

安定的な経営を確保するために、教職員一丸となって志願者確保に取り組むとともに、これまで蓄積した地

域の情報や志願者データを分析し、ターゲットエリア毎にメリハリをつけ高校教員説明会、高校訪問、進学相

談会を設定するなど戦略的な広報を展開しました。また、志願者の利便性に配慮して、前年から引き続きイン

ターネット出願を実施しました。 

県内入学者促進コーディネーターを中心に、県教育委員会と連携した県内高校への働きかけと、定期的な

高校訪問や教員説明会、校長との意見交換会等を実施しました。また県内の高校生に対しては、高校内ガイダ

ンスや進学相談会を通じて、本学の魅力を伝えるとともに、県内高校に対して、「鳥取県内出身学生生活支援

制度」を周知するなど、県内高校生の志願者確保に努めました。 

これらの結果、令和２年度入試は、志願倍率は4.9倍、入学定員充足率は110.9％となり、志願者の確保の

点から安定的な経営に寄与しました。 

また、年度計画の戦略的かつ重点的に取り組むべき事項を定め実施するとともに、教職員の適切な配置や

施設保全計画に基づく計画的な修繕の実施等により、効率的な業務運営を行いました。 

 

・点検・評価・情報公開に関する事項 

令和元年度も新生公立鳥取環境大学運営協議会をはじめ、設置者との連絡調整を図り、大学経営や運営の

改善に取り組みました。 

新たに公立鳥取環境大学内部質保証に関する基本方針を制定し、内部質保証を推進する「内部質保証推進

会議」、教育の質保証に関する専門的な事項に関する調査、研究を行う「教育質保証推進ユニット」が組織

的に内部質保証の取組を推進しました。 

教育質保証推進ユニットが、教育の質保証に係る調査、研究、提案を行い、授業評価アンケートやラーニ

ングポートフォリオ等をベースとしたＰＤＣＡサイクルによる教育内容の改善・充実に取り組むとともに、

令和２年度に受審する大学機関別認証評価（第三者評価）の準備を進めました。 

資料請求者データや志願者データの分析や新入生アンケートの結果を分析し、ターゲットエリア毎にメリ



 

ハリをつけた戦略的な広報計画を策定しました。オープンキャンパスの広報にテレビＣＭなどを活用すると

ともに、マスコミへの資料提供数を増加させ、更なる広報活動の推進に取り組みました。 

・その他業務運営に関する事項 

コンプライアンスの推進に関する基本方針や職員倫理規程の周知を図るとともに、教職員、学生等にコン

プライアンスに関わる啓発、研修等を実施し、引き続きコンプライアンスの維持・向上に取り組みました。 

そのほかハラスメント防止とメンタルヘルス向上を目的としたコミュニケーション研修を開催するなど、

組織運営の改善を継続しました。また、ハラスメント等相談窓口を設け、適切に運用しました。 

公的研究費の管理・監査についてガイドラインを遵守し、コンプライアンス教育の充実や内部監査等を引

き続き行いました。不正行為防止対策委員会と不正使用防止計画推進委員会が連携して、適切な研究活動を

支援するほか、教職員・大学院生等を対象とする啓発用リーフレットの作成を進めました。 

また、引き続きキャンパス各所に「学生・教職員提案箱」を設置し、学生サービスの向上や、事務の改善

等につながる提案や意見を募り、風通しの良い大学風土作りを行っています。 

施設設備について、施設保全計画に基づき、キャンパスのユニバーサルデザイン化及び魅力ある施設づく

りに寄与する改修工事を行いました。また、施設保全計画については、制定時との不整合や乖離を整理し、

見直ししたうえで一部改訂を行いました。 

夜間の通学の安全確保のため、市道歩道沿いの大学の敷地にLED照明41灯を設置し、学生の通学環境の

向上を図りました。 

その他、法令に基づく消防訓練を適切に実施するとともに、令和元年度は初めて学生も含めた形式で消防

訓練を実施し、学生209名、職員76名の参加がありました。 

 

（３）顕著な成果があった事項 

当初予算策定時に定めた「予算編成方針」に従い、戦略的かつ重点的に取り組む事項を定め、適正な予算執

行に努めたことから、令和元年度決算において、当期総利益を23,204千円計上できました。 

志願者確保に向け教職員一丸となった戦略的な志願者広報の展開やインターネット出願の実施などによ

り、令和2年度入試では、志願倍率は4.9倍（募集人員276人 志願者数1,360人)、入学定員充足率は110.9％

となり、中期計画の数値目標である国公立大学平均以上（4.3倍、100%）以上を達成しました。 

特にオープンキャンパスについては、TVCMやJRの戸袋広告、高校訪問、高等学校教員説明会、資料請求者

へのＤＭ、受験情報誌等で積極的に案内するとともに、無料の送迎バスを運行し、遠隔地の高校生が参加しや

すい環境を整えました。これらの取り組みにより、公立化後最多の来場者数1,418名を記録しました。 

学生支援の面では、学生の進路選択を有利にさせるとともに、目標を立てて自主的に学ぶことで「意欲」や

「積極性」のある学生を養成するため、公務員講座や各種資格取得支援施策を実施し、目標値である75人を

大きく超える延べ127人が資格や検定に合格しました。 

令和2年3月卒業生の就職内定率は98.7%（3月31日時点）となり、中期計画の数値目標である全国国公立

大学の平均値93.5%（2月1日時点）を上回りました。 

地域貢献の面では、大学が保有する知識・情報・教育資源及び研究成果を積極的に地域社会に還元するため、

公開講座等を実施しました。一般向け講座のほか、社会人対象の「TOEIC講座」、小・中学生対象の「夏休み

科学教室」などあらゆる受講者層を対象に計18回開催し375名の参加がありました。 

そのほかにもSDGｓ特別シンポジウム、サステイナビリティ研究所特別シンポジウム、地域イノベーション

研究センター研究成果報告会、夏休みエネルギー教室など、多種多様な形で延べ2,963人に学びの機会を提供



 

し、目標値を大きく上回りました。 

 

（４）今後更なる取り組みが必要な事項 

令和元年度は、外部からの要望に応じて小中学校、高校等への出前授業等23件（出前授業12件、出張英語

村11件）、大学への受入 15回（高校、小中学校の大学見学 12回、英語村の来村3回）を行いましたが、計

画による目標値を下回りました。今後は、新型コロナウイルスの状況等を注視しながら、現実的に可能な範囲

で地域の教育機関との連携に取り組みます。 

  また、適正な施設整備とその活用の観点から、職員住宅を海外からの留学生の生活支援及び在学生との交

流促進に用いることとし改修設計に着手しましたが、法令の規定により寄宿舎への用途変更が不可能である

ことが判明したため計画を中止しました。今後の職員住宅の活用については、外部有識者を交えた検討会議

を設置し検討していきます。 

 

（５）昨年度の指摘事項等に対する対応状況 

①（将来を見通した大学運営への取組み） 

地域活性化への貢献、地域を担う人材の養成など、本学が将来にわたり地域からの期待に応え続けるた

め、大学運営を見直しし、改善を図っています。令和元年度には、入試制度改革及び副専攻プログラムの導

入を検討し、共通テストが始まる令和３（2021）年度入試に向け、次の取組みを行うこととしました。 

・県内高校を対象とする共通テストを課す推薦入試（各学部10名、計20名）の創設を踏まえ、各学部と

も入学定員を12名（合計24名）増やします。 

・本学の魅力向上のため、本学が提供している学びの特徴を整理、一部拡張し、令和3年度から次の5つ

の副専攻を設置します。 

■分野別副専攻（３プログラム） 

①環境学副専攻（経営学部生向け） ②経営学副専攻（環境学部生向け） 

③AI・数理・データサイエンス副専攻（両学部生向け） 

■課題別副専攻（２プログラム、両学部生向け） 

④英語実践副専攻（英語実践力を伸ばす） ⑤地域実践（麒麟）副専攻（地域実践科目を中心とする） 

 

②（県内入学者の確保への取組み） 

県内入学者促進コーディネーターが県内全高校を定期的に訪問し、情報提供と情報収集を行いました。県

内高校で開催される高校内ガイダンス及び県内で開催される進学相談会には全て参加し、高校生に本学の

魅力を直接説明しました。（実績：高校内ガイダンス18校、進学相談会12回） 

また、県内の高校生に本学環境学部への関心・興味を深めてもらうことを目的として、環境学部の教員が

共同執筆した書籍を県内普通科進学校(６校)の各学級に配布し、県内の高校生に対してPRを行いました。 

県内の高校教員を対象とした進学相談会を６月に鳥取と米子で開催し、大学・学部の概要説明、学生支援

及び入試情報等の説明を行うとともに、「鳥取県内出身学生 生活支援制度」の生徒・保護者への再周知を

お願いしました。（鳥取会場 17校・25名 米子会場 ９校・９名） 

鳥取県高等学校長協会との意見交換会において、出前授業等本学が高校へ提供できる内容を紹介し、高等

学校からの意見、希望等を寄せていただきました。 

鳥取県教育委員会との意見交換会において、本学の入試制度改革、高等学校との連携等について意見をい



 

ただき、学内での検討の材料としました。 

 

③（県内入学者の増加に向けた入試制度改革） 

令和３年度からの県内志願者のみを対象とした新入試制度（共通テストを課す推薦入試）の概要につい

て、県内高校訪問時に周知を図りました。また、それに加え、県内高校生の入学機会拡大を目的とし、環境

学部において県内志願者のみを対象とした新たな入試制度（共通テストを課さない推薦入試）を令和３年度

入試より実施することとしました。 

これらの入試制度を県内高等学校を訪問して説明し、各校から好感をもって認識いただきました。 

 

④（県内就職率30％の達成に向けた就職支援） 

 第2期中期計画中に県内就職率30%を達成するため、県内の企業や各種団体、行政機関等と連携して取り

組んでいます。 

COC+事業における「とっとり地域志向人材育成・定着イニシアチブ会議」の枠組みを活用しているほか、

令和元年度には鳥取県が中心となって立ち上げた「学生等県内就職強化本部」に本学も参画し、教育機関、

商工団体、行政機関等の連携協力を一層推進するとともに、インターンシップや情報交換会、マッチング機

会となる交流会や説明会など各種イベント等を実施し、活動の充実を図りました。 

2020年３月卒業生の県内就職率は23.4％（県内企業内々定者52名／内々定者222名）となりました。 

(主なイベント等） 

・就職対策集中講座 

県内企業による学内１デイ インターンシップ（営業体験・業界研究）、県内企業内々定者就活報告会 

・意見交換会、県内企業見学バスツアー及び県内企業で活躍する若手社員との交流会など 

・学内業界研究会「鳥取県産業・企業紹介フェア」 

鳥取県内企業60社が参加。学内で開催し、多数の学生（179名）が参加。 

・とっとりインターンシップ及び合同説明会（鳥取県インターンシップ推進協議会） 

・鳥取県内企業見学バスツアー（鳥取県ふるさと定住機構主催） 

・とっとり就活対策女子交流会及び男子交流会（同機構主催） 

鳥取県で活躍する若手社員と交流を図り鳥取での働き方や鳥取の企業について理解を深める。 

・県内企業による学内個別会社説明会 

 

⑤（学生等との意見交換、県民の意見把握） 

学友会との意見交換会（12月16日）を実施しました。次年度以降は、学友会が新体制となる６月を目途

に学友会役員と学長との顔合わせを行い、意見交換会は学友会の要望に応じて適宜実施する予定としてい

ます。学友会や学生からの相談に随時応じるとともに、学生・職員提案制度を通じて、学生からの意見、要

望、提案も受付しています。 

また、全学年の学生を対象として保護者懇談会（11月16日）を実施し、79世帯の参加がありました。個

別懇談会、アンケート等により教職員と保護者の意見交換等が促進されました。次年度以降も引き続き実施

する予定です。 

さらに、平成30年度に設けたTUES青年懇話会（12月13日）や公立鳥取環境大学を支援する会との産学

官連携に関する懇談会（2月 17日）等の機会を利用して、外部の様々な意見を聴き、業務改善に活かして



 

います。 

 

⑥（志願者の安定確保・増大、黒字化の維持） 

令和２年度入試は志願倍率 4.9 倍、入学定員充足率 110.9％となり、安定的な経営の確保に貢献しまし

た。令和元年度の自己財源は882百万円（目標7億円以上）、経常的支出に占める人件費の割合63.8％（目

標67.8％以内）、自己財源比率54.0％（目標47.2％以上）となり、いずれも中期目標の数値目標を達成し

ました。 

志願者・入学者の安定的確保のため県内外での積極的な広報活動を行っています。県外での中心的な活動

として、高校教員向け説明会を全国38か所で実施し431校に参加いただきました。また、西日本を中心と

して、高校内ガイダンス（121校）、進学相談会（60回）へも参加しました。 

今後も志願者の安定確保と増大に努めるなど収入の拡大策を常に検討するとともに、経費の縮減を図り

財務的健全性の確保に取り組んでいきます。 

 

  ⑦（広報活動の充実・推進） 

学外ホームページのシステム変更に併せて、利用者の視認性向上のためデザインの変更を行い、見やす

く、魅力的な情報発信に努めました。また、教職員へ定期的（毎月）に呼びかけ、公式ホームページへの情

報掲載や報道機関への情報提供など学外への情報公開の充実を図りました。（ホームページ:217 件 報道

提供：39件）このほか、能動的な情報発信の手法として、動画コンテンツの効果的活用の可能性についても

検討を行い、令和２年度より実施する計画としています。 

 

  ⑧（長期的利用やユニバーサルデザイン化を考慮した施設整備） 

平成29年度に策定した施設保全計画に基づき、施設の適切な保全、環境維持による長寿命化と運用経費

の縮減を目的として年次改修計画を立て、設備・機器更新及び修繕に取り組んでいます。 

令和元年度は、教育研究棟と情報処理棟間の渡り廊下の扉を自動ドアに改修するなど、キャンパスのユニ

バーサルデザイン化及び魅力ある施設づくりに寄与する改修工事を行いました。 

施設保全計画については、現状の計画との不整合や乖離を整理し、見直ししたうえで令和２年１月に一部

改訂を行いました。 

 

  ⑨（学生の英語能力向上） 

   中期計画期間内に CEFRにおける B1レベル以上のスコアを持つ学生を年間 30人以上育成することを目指

し、英語能力に関する資格の受験料補助や表彰により動機づけを行いました。 

・TOEICテスト500点以上の得点者に対し受験料全額、 

英検２級以上の合格者に対し受験料半額を助成（実績21名） 

・TOEICテスト600点以上の得点者、英検準1級以上の合格者を表彰し 

副賞（図書カード）を贈呈（実績10名） 

また、令和元年度に初めて GTECの試験を希望者に対して実施し、学生の英語力の向上及び修得状況の把

握に努めました。各試験において CEFR における B1 レベル以上に相当する成績を修めた学生の数は次のと

おりとなりました。（令和元年度実績 38名（重複除く実人数）） 

・TOEIC 550点以上 18名 ・GTEC  210点以上 26名 ※L&R 2技能合計点 



 

さらに、令和３年度からは、新たなカリキュラムの実施にあわせて副専攻を設けることとしており、実践

的な英語運用能力を育む「英語実践副専攻」において英語能力の向上を目指します。 



 

（６）令和元年度事業に係る項目別自己点検評価結果表総括 

  

 

総数 1 2 3 4 5 合計 項目平均 項目評価
Ⅰ　大学の教育等の質の向上 96 0 1 56 37 2 328 3.4 B

１　教育
（１）　教育内容等 26 15 11 89 3.4
（２）　教育の実施体制 2 2 6 3.0
（３）　教育の質の改善及び向上 6 1 5 23 3.8
（４）　教育環境の整備 5 2 3 18 3.6
（５）　就職支援 6 3 2 1 22 3.7
（６）　学生支援 16 12 4 52 3.3

２　研究に関する目標
（１）　研究水準及び研究の成果等 3 1 2 11 3.7
（２）　研究実施体制等の整備 3 1 2 11 3.7

３　社会貢献・地域貢献

（１）　地域社会との連携 16 9 6 1 56 3.5
（２）　地域の学校との連携 4 1 3 11 2.8
（３）　国際交流 9 7 2 29 3.2

Ⅱ　業務運営の改善及び効率 20 0 0 17 3 0 63 3.2 B
１　経営体制 2 1 1 7 3.5
２　地域に開かれた大学づくり 7 5 2 23 3.3
３　事務局の組織・人事制度と人材育成 5 5 15 3.0
４　大学運営の効率化・合理化 6 6 18 3.0

Ⅲ　安定的な経営確保・財務内容の改善 26 0 1 13 11 1 90 3.5 Ａ
１　安定的な経営確保 5 2 3 18 3.6
２　志願者確保 9 4 4 1 33 3.7
３　自己財源の増加 3 1 2 11 3.7
４　経費の抑制 6 5 1 19 3.2
５　資産の運用管理の改善 3 1 1 1 9 3.0

Ⅳ　点検・評価・情報公開 7 0 0 4 3 0 24 3.4 B
１　チェック体制・設置者による評価 1 1 3 3.0
２　自己点検 1 1 4 0.0
４　情報公開と広報活動 5 3 2 17 3.4

Ⅴ　その他業務運営 10 0 0 8 2 0 32 3.2 B
１　コンプライアンス（法令遵守） 3 3 9 3.0
２　人権 1 1 3 3.0
３　施設設備の整備活用等 3 2 1 10 3.3
４　安全管理 3 2 1 10 3.3

  全体評価  =  3 .4*0.5+3.2*0.15+3.5*0.25+3.4*0.05+3.2*0.05  =  3 .39

項　　目

【大項目別評価及び全体評価】 

 

評点 

 

評 価 基 準 

 

S 

 

年度計画を十二分に達成 

 

４．３以上 

 

A 

 

年度計画を十分に達成 

 

３．６以上４．２以下 

 

B 

 

年度計画を概ね達成 

 

３．０以上３．５以下 

 

C 

 

年度計画はやや未達成 

 

２．０以上２．９以下 

 

D 

 

年度計画は未達成 

 

１．９以下 

 



３ 小項目毎の実施状況 

大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上 
 

小項目 １ 教育 

人間形成教育・環境学部・経営学部・大学院環境経営研究科の目的 

  

中期目標 公立鳥取環境大学では、自然環境保全と人間の経済活動とのバランスを考えた持続可能な社会の構築を目指し、環境と経

営をともに理解し地域の核となるとともに、世界を舞台に活躍できる、実践的な能力を有した人材を育成する。そのためにカ

リキュラムの改善等を含めた教育内容の充実をたゆまず行うと同時に卒業生の質の一層の向上を図る。特に学部教育では、

幅広い知識と基礎学力を身につけさせる「公立鳥取環境大学版リベラルアーツ」の理念に基づいた教育を実践する。 

また、日本初の環境系大学として積み上げてきた蓄積を活かした環境学部、また、山陰初の経営学部を今後もさらに発展さ

せ、山陰の知の拠点としてその存在がより広く周知されるよう努力を続ける。 

 

【人間形成教育の目的】 

  「公立鳥取環境大学版リベラルアーツ」の理念の下、環境学及び経営学それぞれの基礎を含む幅広い教養、自ら学び行動

する力、コミュニケーション能力を高度に育成する。 

 

【環境学部の目的】 

「持続可能な地域社会づくりのための具体的な提案･実践ができる人材の育成」を目指し、以下の観点から総合的に環境

問題に取り組むことによって、環境問題の全体像の理解と同時に、専門的な知識と思考力･行動力や高い教養、応用力を身

につけた人材を育成する。 

①「自然環境保全」：大気、水、土壌、地質及び生物からなる自然生態系を調べ、健全な状態を維持創出する方法を探る。 

②「循環型社会形成」：大量のエネルギーや物質を消費する人間活動が自然生態系に及ぼす影響を調べ、活動が生態系に

ダメージを与えない方法を探る。 

③「人間環境」：人間が、より快適な生活ができるように作り出してきた、居住地をはじめとした人工的環境を調べ、生

態系と共存するあり方を探る。 

 

教職課程（中学・高校理科教諭）では、環境問題に関する基本的理解を持った理科教員を養成する。 

また、人材育成にあたっては、座学での理論的学修と同時に、鳥取の豊かな自然を活かし、地域に存在する環境問題を

題材とするフィールドワークを重視した教育によって、環境問題の理解やその改善のための実践力及び汎用的な問題解

決能力を育成する。 

さらに、理系分野からの環境問題の改善に繋がる能力、あるいは科学的な物の見方の向上には、様々な高度な機器を使

用した測定や分析の体験が重要であり、新設した実験研究棟や設備を活用し、実習活動を充実することで、対象の構造や

変化の仕組み等を探求できる人材の育成に努める。 



【経営学部の目的】 

「環境と共生する社会の構築に貢献できる人材の育成」を目指し、持続可能な経営のあり方を考え、様々な課題や業務等

について具体的に企画・実行できる幅広い知見と実践力を持つ人材の育成を目指す。 

この目的を達成するため、学問的基礎を発展させ、以下の面で能力を高める専門教育を行う。 

① 高度な経営学の知見を持ち、企業や組織のマネジメントに活用できる能力 

② 会計やファイナンスに関する専門的な知識を持ち、運用できる能力 

③ 地域産業の発展や地域社会の課題解決に経営学の知見を応用できる能力 

④ 情報技術を理解し、企業や組織の問題解決に活用できる能力 

また、持続可能性や多様性への理解や、アジア諸国を含めたグローバルな視点の獲得、データや統計の活用手法など、

現代の企業・組織に共通するスキルの習得を図り、対応力を深める教育を行う。 

さらに、企業や社会を取り巻く状況の変化や経営学の発展に対応し続けるため、上記の内容を含め教育課程及び教育

内容の改善に向けた不断の取組を行う。 

 

【大学院環境経営研究科の目的】 

「人と社会と自然との共生」に基づく持続可能な社会の実現のため、経営の視点を持った環境学、環境を意識した経営が

求められているところである。 

このため、学士課程での環境、経営に関する基礎的知識をもとに、より専門性の高い知識、思考力、実践力の獲得を可能

とするような教育・研究環境を提供する。この研究科に設けられた「環境学専攻」と「経営学専攻」は、相互に他専攻の研

究内容にもより深く触れ、「人と社会と自然との共生」、「持続可能な社会」の構築に向けた、実現可能な提案や、その提案

に基づいた実践的研究ができる人材を育成する。 

まず、本研究科の特色である環境経営科目群において、環境問題に経営的視点からアプローチできるような理論的、実践

的知識を学ぶ。その上で環境学専攻では、持続可能な社会の構築に向けて貢献でき、高度な専門性を持った職業人の育成に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

自然環境保全と人間の経済

活動とのバランスを考えた持

続可能な社会の構築を目指

し、環境と経営をともに理解

し地域の核となるとともに、

世界を舞台に活躍できる実践

的な能力を有した人材を育成

し、世に送り出すことを最重

要な目標とします。そのため

にカリキュラムの改善等を含

めた教育内容の充実をたゆま

ず行うと同時に一層質の高い

卒業生の輩出に努めます。 

特に学部教育では、幅広い

知識と基礎学力を身に付けさ

せる「公立鳥取環境大学版リ

ベラルアーツ」の理念に基づ

いた教育を実践し、公立鳥取

環境大学発の特色ある教育を

確立していきます。   

また、日本初の環境系大学

として積み上げてきた蓄積を

活かした環境学部、山陰初の

経営学部を今後もさらに発展

させることによって、山陰の

知の拠点としてその存在がよ

り広く周知されるよう努力し

ていきます。 

 

 

 

  

○ 第２期中期計画を着実に

実行していくとともに、本

学の教育目標を達成するた

めにも、平成２８年３月に

定めた公立鳥取環境大学版

リベラルアーツを推進して

いきます。環境マインドに

基づく自然科学（数学を含

む）、社会科学（経済、経営、

歴史等）、人文科学（文学、

哲学）、外国語等、深い教養

の下地となる基礎教育をリ

ベラルアーツの基礎とし、

これを深化させる教育の推

進を進めていきます。

（No.1）  

・本学の建学の理念である「人と社会と自然との

共生」の実現に貢献する有為な人材の育成と創

造的な学術研究を目標としつつ、この理念に合

致する SDGs（国連の持続可能な開発目標）を推

進することを宣言しました。令和元年度は、

SDGsの達成に貢献すべく、「教育」、「研究」、「地

域貢献」のそれぞれの分野で具体的な活動計画

を策定し、この計画に沿った取り組みを推進し

ました。 

特に、教育面においては、本学が開講するすべ

ての授業科目が SDGs のどのゴールに関連する

かをシラバスに掲載しました。学生が履修科目

を選択する際に参考となる指標を提供し、履修

科目選択の時点から学習内容及び成果を意識

させることで、受講意欲を高め、学生自らが主

体となって捉えるべき社会的課題への意識付

けを促しました。このほか、SDGs特別シンポジ

ウムや SDGs カフェなどを実施し、学生への教

育機会を充実させました。 

 

・平成 30 年度に設置した特命学長補佐を長とす

る教育質保証推進ユニットが、教育の質保証に

係る調査、研究、提案を行い、授業評価アンケ

ートやラーニングポートフォリオ等をベース

とした PDCA サイクルによる教育内容の改善・

充実に取り組みました。 
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【人間形成教育の目的】 

教育課程の中に人間形成教

育科目群として総合教育科

目、環境基礎科目、外国語科

目、情報処理科目、キャリアデ

ザイン科目及び総合演習科目

を配置し、幅広い知識と基礎

学力、問題発見から解決策を

導き出す能力や自ら行動する

力など社会で必要な基礎力を

身に付けた人材を育成するこ

とを目指します。 

〔総合教育科目〕 

自らの学部の専門性に留ま

らない幅広い分野の基礎的学

力を高めます。また、鳥取固有

の自然や歴史文化などを学ぶ

科目も配置し、地域への理解

を深めます。 

〔環境基礎科目〕 

環境に関する基礎知識と

様々な環境問題に対し、自ら

行動する意識を深めます。           

〔外国語科目、情報処理科

目〕英語を中心としたコミュ

ニケーション能力や社会人と

して必要な情報処理技術を活

用する基礎的な実践力を高め

ます。 

〔キャリアデザイン科目〕 

自分らしい生き方や働き方

を、自らが考え探し出してい

くことができる能力を高めま

す。 

【人間形成教育の目的】 

○ 教育課程の中に配置した

人間形成教育科目群（総合

教育科目、環境基礎科目、外

国語科目、情報処理科目、キ

ャリアデザイン科目及び総

合演習科目）の新カリキュ

ラム科目を含め引き続き開

講し、幅広い知識と基礎学

力、問題発見から解決策を

導き出す能力や自ら行動す

る力など社会で必要な基礎

力を身に付けた人材の育成

に取り組みます。（No.2） 

・社会で必要となる基礎力を身に付けた人材を育

成することを目的とし、下記のように人間形成

科目群を開講しました。 

［総合教育科目］ 

・歴史、文化等の幅広い知識や数学の基礎的学力

を涵養する科目や、地元鳥取の自然や歴史文化

を学ぶ「鳥取学」、報告書等作成に必要となる基

礎的な国語力を養う「文章作成１・２」などの

科目に加え、社会体験学習を含んだ「基礎イン

ターンシップ」や「特別演習」を開講しました。 

［環境基礎科目］ 

・「環境学概論」を開講しました。 

［外国語科目、情報処理科目］ 

・英語科目では「Intensive English １〜８」を

必修科目として開講し、第２外国語科目として

中国語、韓国語、ロシア語を選択科目として開

講しました。その他、選択科目として「発展英

語」や「海外語学実習」などを開講しました。 

・「情報リテラシー１・２」を必修科目として開講

しました。 

［キャリアデザイン科目］ 

・「キャリアデザインＡ・Ｂ」を開講しました。 

［総合演習科目］ 

・「プロジェクト研究１〜４」を開講しました。そ

れぞれ 36 テーマで開講し、そのうちの４分の１

のテーマについては「麒麟プロジェクト研究」と

位置づけ、地元鳥取に深く関連したテーマとしま

した。 
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〔総合演習科目〕 

２年間を通して段階的に、

調査・分析・プレゼンテーショ

ンの方法、そして問題発見か

ら解決策を導き出す能力を育

成します。併せてレポートの

まとめ方、討論の仕方、共同研

究の進め方など社会で必要な

基礎力を高めます。 

【環境学部の目的】 

「持続可能な地域社会づく

りのための具体的な提案･実

践ができる人材の育成」を目

指し、以下の観点から総合的

に環境問題に取り組むことに

よって、環境問題の全体像の

理解と同時に、専門的な知識

と思考力･行動力や高い教養、

応用力を身に付けた人材を育

成することを目指します。    

ア 「自然環境保全」：大気、

水、土壌、地質及び生物から

なる自然生態系を調べ、健

全な状態を維持創出する方

法を探る。 

イ 「循環型社会形成」：大量

のエネルギーや物質を消費

する人間活動が自然生態系

に及ぼす影響を調べ、人間

活動が自然生態系にダメー

ジを与えない方法を探る。 

ウ 「人間環境」：人間が、よ

り快適な生活ができるよう

に作り出してきた、居住地

【環境学部の目的】  

○ 環境学部の全ての教員が

一体となって、「持続可能な

地域社会づくりのための具

体的な提案･実践ができる

人材の育成」を目指し、総合

的に環境問題に取り組むこ

とによって、環境問題の全

体像の理解と同時に、専門

的な知識と思考力･行動力

や高い教養、応用力を身に

付けた人材の育成に取り組

みます。（No.3） 

 

・全学的に取り組むこととなった SDGs 教育につ

いて、より深めた議論を行いました。各科目の

SDGs 教育体系における位置づけを明らかにし

たのみでなく、各講義においても積極的に SDGs

教育の視点を取り入れていくこととし、可能な

授業では実際に取り組みました。 

・１，２年では環境問題を「自然環境保全」、「循

環型社会構築」、「人間環境」という３つのプロ

グラムの視点から提示し、問題の全体像をつか

んでもらい、そのうえで、３，４年次では、各々

の学生が興味をもった専門分野に進めるよう

なカリキュラムを設定しており、それに従っ

て、教育を進めてきました。その中に、地域現

場での多くのフィールドワークも含めました。 

・学生たちに対し、持続可能な社会の実現に貢献

する地域の企業やベンチャー団体に関心を持

ちその現場を知ってもらうために新しい科目

（演習）「鳥取グリーンベンチャー」を立ち上げ

開講しました。学生にとって有意義な演習にな

ったという感触を得ました。 

・学生が「持続可能な地域社会づくりのための具

体的な提案･実践ができる」能力を実際にどの

程度向上させているかを定量的に把握するシ

ステムを全学年で実施し、学部学生の質保証シ

ステムの一つとして有効であるとの感触を得
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をはじめとした人工的環境

を調べ、生態系と共存する

あり方を探る。 

エ 「教職課程（中学・高校理

科教諭）」：環境問題に関する

基本的理解を持った理科教

員を養成する。 

このため、座学での理論的

学修と同時に、鳥取の豊かな

自然を活かし、地域に存在す

る環境問題を題材とするフィ

ールドワークを重視した教育

によって、環境問題の理解や

その改善のための実践力及び

汎用的な問題解決能力を育成

します。 

平成２９年度に竣工した実

験研究棟を有効に活用すると

ともに、計画的に測定機器及

び分析機器等を購入し、実習

活動の充実を図ります。 

ました。 

・おもに新入生を対象として、学部での学修の意

欲を高めるために、就職の際にどのような職種

で専門分野を生かすことができるのかを「自然

環境保全」、「循環型社会構築」、「人間環境」の

各プログラムの教員から紹介しました。 

【経営学部の目的】 

「環境と共生する社会の構

築に貢献できる人材の育成」

を目指し、持続可能な経営の

あり方を考え、様々な課題や

業務等について具体的に企

画・実行できる幅広い知見と

実践力を持つ人材の育成を目

指します。 

この目的を達成するため、

学問的基礎を発展させ、以下

の面で能力を高める専門教育

を行います。 

【経営学部の目的】 

○ 経営学部の全ての教員が

一体となって、「環境と共生

する社会の構築に貢献でき

る人材の育成」を目指し、持

続可能な経営のあり方を考

え、様々な課題や業務等に

ついて具体的に企画・実行

できる幅広い知見と実践力

を持つ人材の育成に取り組

みます。（No.4） 

・全学的に取り組むこととなった SDGs 教育につ

いて、より深めた議論を行いました。各講義科

目の SDGs 教育体系における位置づけを明らか

にしたのみでなく、各講義においても積極的に

SDGs 教育の視点を取り入れていくこととしま

した。令和２年度以降の講義内容に反映してい

く予定です。 

・持続可能な経済社会（経営）の在り方を考える

中心的な講義科目として、「環境経営論」、「共生

経営論」、「環境経済学」、「アジア環境論」、「ア

ジア社会論」等を開講していますが、他の講義

科目においても社会・経済の持続可能性を意識

した講義を展開しました。 
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ア 基礎的な経営学の知見を

持ち、企業や組織のマネジ

メントに活用できる能力 

イ 会計やファイナンスに関

する専門的な知識を持ち、

運用できる能力 

ウ 地域産業の発展や地域社

会の課題解決に経営学の知

見を応用できる能力 

エ 情報技術を理解し、企業

や組織の問題解決に活用で

きる能力 

また、持続性や多様性への

理解や、アジア諸国を含めた

グローバルな視点の獲得、デ

ータや統計の活用手法など、

現代の企業・組織に共通する

スキルの習得を図り、対応力

を深める教育を行います。 

さらに、企業や社会を取り巻

く状況の変化や経営学の発展

に対応し続けるため、上記の

内容を含め教育課程及び教育

内容の改善に向けた不断の取

組を行います。 

・フィールドワークを通じて持続可能な地域社会

（経営）の抱える課題に対する理解を深めるた

めに「ワークショップ」を開講しました。 

・持続可能な地域社会(経営)の在り方について

は、「農業経営論」、「地域振興論」、「観光経営

論」、「コミュニテイ・ビジネス」、「地域マーケ

ティング」、「地域産業論」、「地域経営論」、「地

域経済論」等の講義科目において積極的に議論

を展開しました。 

・持続可能な経営の在り方を考えてゆく上での

様々な課題について具体的な問題解決能力を

培うために、ゼミを中心とした活発な活動を行

いました。 

  具体例；智頭の森ブランディングプロジェク

ト活動、自動車産業視察（ドイツ、愛知県）、中

国企業視察（上海）、台湾大学との国際経営合同

ゼミナール、経営学合同ゼミ合宿（優秀賞受

賞）、集落活性化事業への参加（鳥取県伯耆町）、

地域産業視察（姫路市、鳥取県大山町） 

【大学院環境経営研究科の目

的】 

「人と社会と自然との共

生」に基づく持続可能な社会

の実現のため、経営の視点を

持った環境学、環境を意識し

た経営学が求められていま

す。 

このため、学士課程での環

【大学院環境経営研究科の目

的】  

○ 大学院経営環境研究科の

全ての教員が一体となっ

て、学士課程での環境、経営

に関する基礎的知識をもと

に、より専門性の高い知識、

思考力、実践力の獲得を可

能とするような教育・研究

・環境学専攻で１年生２名、２年生５名、経営学

専攻で１年生１名、２年生２名の在籍者に対

し、それぞれの専門分野からの「人と社会と自

然との共生」、「持続可能な社会の構築」に必要

な能力の育成に努めました。 

・環境分野と経営分野が両立する「環境経営科目

群」については２科目（４単位）以上を必修と

し、両分野の知識を踏まえた提案や実践力を育

てる努力を行いました。 
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境、経営に関する基礎的知識

をもとに、より専門性の高い

知識、思考力、実践力の獲得を

可能とするような教育・研究

環境を提供します。この研究

科に設けられた「環境学専攻」

と「経営学専攻」は、相互に他

専攻の研究内容にもより深く

触れ、「人と社会と自然との共

生」、「持続可能な社会」の構築

に向けた、実現可能な提案や、

その提案に基づいた実践的研

究ができる人材を育成しま

す。 

まず、本研究科の特色であ

る環境経営科目群において、

環境問題に経営的視点からア

プローチできるような理論

的、実践的知識を学びます。そ

の上で環境学専攻では、持続

可能な社会の構築に向けて貢

献でき、高度な専門性を持っ

た職業人の育成に取り組みま

す。 

経営学専攻では、経営学の

基幹的な知識と分析力や仮説

構築力を身に付けた上で、地

域課題に正面から取り組むた

めの理論的、実践的知識及び

情報基盤の戦略的活用に求め

られる知識を身に付けた職業

人の育成に取り組みます。 

環境を提供します。この研

究科に設けられた「環境学

専攻」と「経営学専攻」は、

相互に他専攻の研究内容に

もより深く触れ、「人と社会

と自然との共生」、「持続可

能な社会」の構築に向けた、

実現可能な提案や、その提

案に基づいた実践的研究が

できる人材の育成に取り組

みます。（No.5） 

 

・教員が授業の改善を効果的に行えるよう、学生

からの授業評価が得られ、それに対応する改善

策を教員が示し専攻長がチェックしアドバイ

スを行うシステムをつくりました。 

また、各授業について毎回学生の理解や意欲

を把握し授業に反映できるようにルーブリ

ック評価表を作り、令和２年度から実施する

こととしました。 

・修士論文についても、実りある研究が進むよう

に、年に２回、進捗状況を学生と指導教員が振

り返って記載し、その後の計画に反映させる仕

組みとしました。また、学生の研究論文、最終

試験が主査、副査により客観的に評価される

ように、ディプロマ・ポリシーに沿った項目

を配したルーブリック表を作りました。 

①教育方針  

ア 学位授与方針（ディプロ

① 教育方針  

ア 学位授与方針（ディプ

・新カリキュラムを含め、各学部のディプロマ・

ポリシーに従い、学位を授与するための教育内 3 
    



マ・ポリシー）に基づいた

教育の実施 

大学、各学部及び大学院が

定める学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）に基づき、教

育到達目標を目指した教育と

評価により、社会に対して本

学を卒業（修了）する学生の質

を保証します。授業の成績評

価項目・基準は、あらかじめシ

ラバス（授業計画）に明示しま

す。成績評価は、シラバスに示

した成績項目及び評価基準に

基づき厳正に評価します。キ

ャップ制を導入し、過度な履

修や安易な履修を避けるため

に学期ごとに履修できる授業

の数の上限を設定します。 

各学期終了後保護者に対し

て成績を通知するとともに、

学修意欲が少ないと判断され

る学生には、教員、事務局及び

保護者が連携して早期解決に

取り組みます。 

学生の成績及び授業アンケ

ートにより、教育の成果を明

確にすることに努め、より高

水準の知識習得に向けて、教

育内容や指導方法を改善しま

す。また、ＦＤ（ファカルティ・

ディベロップメント：授業内

容・方法を向上させるための

取組）等を通して授業の実施

方法や評価方法の研鑽を行

ロマ・ポリシー）に基づいた

教育の実施 

○ 各学部及び研究科が定め

る学位授与方針（ディプロ

マ・ポリシー）に合致する到

達目標及び成績評価方法を

設定し教育を行います。な

お、教育内容については、デ

ィプロマ・ポリシーに照ら

し随時点検を行い、必要な

場合はその改訂を行いま

す。（No.6）  

容の検討を随時行っています。 

・2021 年度カリキュラム改訂に合わせ、2021 年

度入学生向けのディプロマ・ポリシーを策定し

ました。 

○ 各授業の成績評価方法

は、引き続きシラバス（授業

計画）に明示し、成績を厳

正・公正に評価します。

（No.7） 

 

・各授業の成績評価項目・基準は、あらかじめシ

ラバス（授業計画）に明示し、学生に配付する

とともに、学外ホームページに掲載していま

す。 

・シラバスに記載する成績評価項目に従い各教員

が採点を行います。引き続き、適正に評価する

ための手法と、シラバスへの標記方法について

の検討を進めます。 

・卒業要件に対し自己の履修状況を正しく把握す

ることができるように「成績通知書の見方」を

配付しました。 

・成績通知書の配付、履修指導等は、前期及び後

期のガイダンスで実施し、その他、チューター・

ミーティング等でも説明と指導を行いました。 

・より統一的な成績評価が行えるよう、また学生

が履修科目を適切に判断できるよう、新たに

「成績評価及びシラバス作成等に係るガイド

ライン」を作成し、2020年度からの本格運用を

目指して、2020年度シラバスに反映しました。 
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○ 各学期終了後、個人情報

の適正な管理に配慮の上、

引き続き保護者に対しても

・個人情報の適正な管理に配慮の上、前期（９月)、

後期（翌年度４月）の２回、成績通知書を保証

人に送付しました。 
3 

   



い、大学としての評価の統一

化を図ります。 

成績を通知します。（No.8）  
○ 欠席状況や成績状況を基

に学習意欲が少ないと判断

される学生には、引き続き

教員、事務局及び保護者が

連携して、履修指導、生活指

導を行います。（No.9） 

・進級要件が適用される 16 カリキュラムの１・

２年生に対し、前期単位修得状況により、９月

に「進級不可予告（３名)」、「警告（15名）」、

「注意（24名）」の計 42名について注意喚起を

行いました。 

・また、全学生に対し後期の単位修得状況により、

３月に「進級不可（15名）」、「卒業不可（29名）」、

「卒業不可予告（４名）」、「警告（24名）」、「注

意（14名）」の計 86名について注意喚起を行い

ました。 

・注意喚起の対象学生に「修学状況調査票」の記

入を求めることで、自身の修学に対しての振り

返りと今後の修学意思を確認させ、修学の継続

を希望する学生については保証人との相談や

チューター面談を経て翌期に備える仕組みと

しています。 

・１年生は前期・後期の各期において必修科目の

うち２科目で、２年生は前期の必修科目のうち

１科目で、講義４回の終了時に３回以上欠席し

ている学生を対象に、チューターと学務課がフ

ォロー面談（〔前期〕９人、〔後期５人〕）を実施

しました。 

4 

   

○ 引き続き科目毎の学生成

績情報や授業評価アンケー

ト結果等を活用し、授業の

改善につなげるとともに、

ＦＤ（ファカルティ・ディベ

ロップメント＝授業内容・

方法を向上させるための取

組）研修等を通じて授業の

実施方法や評価方法を高め

ます。（No.10） 

・授業評価アンケートを令和元年度も前期・後期

末（15回目）においてそれぞれ実施しました。

結果は各教員へフィードバックし、教育方法向

上の参考としました。 

・ＦＤについては、学外から講師を招致して「内

部質保証等を重視した評価－３つのポリシー

に基づく教学マネジメントシステムの構築に

向けて－」を実施したほか、本学の教職員が講

師となり、プロジェクト研究、授業支援システ

ムの活用に関して複数回開催し、教育の質向上

に努めました。 

3 

   



また、公立大学協会が実施する「教育改革分科

会」等に代表の教員が参加するなどして、授業

改善に取り組みました。 

イ 教育課程の編成・実施方

針（カリキュラム・ポリシ

ー）の明確化 

教育目標を実現するため

に、授業科目を系統的に編成

します。効果的な授業を実施

する方針を明確にし、専門知

識の修得とともに幅広い教養

を身に付け、社会に対応でき

る能力の養成を図ります。 

定期的に学生の状況や授業

アンケートや社会的要請を踏

まえて教育課程の点検を行

い、必要な改訂を行います。 

学生に有意義となる科目等

については、現在行っている

他大学との単位互換制度の更

なる充実を図ります。  

イ 教育課程の編成・実施方

針（カリキュラム・ポリシ

ー）の明確化 

○ 各学部のカリキュラム・

ポリシーに基づいて、引き

続き教育課程を編成し、学

生の専門知識の修得ととも

に幅広い教養を身に付け、

社会に対応できる能力の養

成を図ります。なお、教育課

程については、学生の状況

や授業アンケートあるいは

社会的要請を踏まえて随時

点検を行い、必要な場合は

その改訂を行います。

（No.11） 

・各学部のカリキュラム・ポリシーに基づいた検

討を行い、新たな科目を設定してカリキュラム

の補強を行ったり、授業の開講年次、学期を調

整したりするなど、カリキュラムの最適化に努

めました。 

また、学期末には授業評価アンケートを実施

し、教員の授業改善に役立てました。 

・令和３年度に予定しているカリキュラム改訂、

副専攻制度の導入を見据え、カリキュラム・ポ

リシーの見直しを行いました。 

・本学の魅力向上のため、本学が提供している学

びの特徴を整理、一部拡張し、令和３年度から

次の５つの副専攻を設置することとし、制度設

計を行いました。 

■分野別副専攻（３プログラム） 

①環境学副専攻（経営学部生向け） 

②経営学副専攻（環境学部生向け） 

③AI・数理・データサイエンス副専攻（両学部生

向け） 

■課題別副専攻（２プログラム、両学部生向け） 

④英語実践副専攻（英語実践力を伸ばす） 

⑤地域実践（麒麟）副専攻（地域実践科目を中心

とする） 

 

4 

  

○ 学部毎に定めたカリキュ

ラム・ポリシーに基づいて

編成された授業科目につい

て、各学部の専門科目を他

学部の人間形成教育科目と

して数科目（平成２７年度

に定めたカリキュラム改革

・16カリキュラムでは、各学部の専門科目を他学

部の人間形成科目として履修できるようにし

ました（環境学部：経営学入門、現代経済学入

門、統計学入門、国際関係入門、経済史、経営

学部：自然環境保全概論、循環型社会形成概論、

人間環境概論、環境と倫理、環境と文明）。 

3 

   



である公立鳥取環境大学版

リベラルアーツ科目とし

て）を開講し、さらに充実し

た教育を展開します。

（No.12） 

 

○ 引き続き指導教員（チュ

ーター）が個々の学生の履

修相談に応じ、支援します。

（No.13） 

・令和元年度も引き続き指導教員（チューター）

が個々の学生相談に応じ支援しました。 
3 

   

○ 教育目標の達成について

は、成績調査や授業評価ア

ンケート等により引き続き

毎学期検証を行います。平

成３０年度に実施した授業

評価アンケート結果等を参

考に、授業方法の改善を行

います。授業評価アンケー

トの内容や運用方法につい

ては、必要に応じて見直し

を行い、教育方法の向上に

役立てます。（No.14）   

・授業評価アンケートを、令和元年度も前期・後

期とも期末（15回目）においてそれぞれ実施し

ました（１科目に対し複数クラスがあるものは

１科目として計上、前期 168科目、後期 168科

目のアンケート回収）。結果は各教員へフィー

ドバックし、教育方法向上のための参考としま

した。  
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○ 単位互換制度について、

ＣＯＣ＋事業及び鳥取県４

大学間単位互換協定をはじ

めとする大学間連携事業を

通じて、他大学との単位互

換を引き続き推進します。

（No.15）  

・大学間連携事業を通じて、他大学との単位互換

を推進しました。 

【鳥取県内４大学単位互換制度】 

本学提供科目数及び他大学受講希望者： 

（前期）提供科目２科目、受講者なし 

他大学提供科目数及び本学受講希望者： 

＜鳥取大学＞ 

（後期）提供科目20科目、本学受講者１名 

 ※前期は単位互換なし 

【放送大学】 

第１期（前期） 単位修得者なし（履修者１名） 

第２期（後期） 履修者１名 

3 

   



・単位互換は行わないまでも、中央大学と連携し

たフィールドワークを実施し（令和元年度は中

央大学主催で能登フィールドワーク）、本学に

おいては「特別演習」にて単位認定を行いまし

た（単位修得者７名）。 

○ 文部科学大臣の認定（平

成３１年１月２５日付認

定）を受けた新教職課程を

本年度より開始します。ま

た、新教職課程の認定通知

書に付記された教職課程の

質的水準の向上への努力に

ついて、その方策を検討し

ます。（No.16）  

・新教職課程のカリキュラムに対応する学内諸規

程や手引書等を整え、令和元年度入学生より新

教職課程の運用を開始しました。 

・教職課程の質的水準の向上への取組として、教

職課程を履修する学生１人１人に教職専任教

員を担当教員として配置し相談体制の充実を

図るとともに、履修カルテによる指導の強化に

取り組みました。 

 

4 

   

 ○ 新教職課程のカリキュラ

ムに基づいて引き続き教職

を目指す学生に適切な教育

を行い、教育実習時期・受入

校を検討し依頼します。

（No.17） 

 

・「環境教育の専門」の理科教員を養成するため、

学部専門科目と連携してより高い専門知識の

修得を図りました。 

・１年次の学生に対し、２年次から履修が開始さ

れる新教職課程のカリキュラムについてガイ

ダンスを行いました。 

・２年次以上の学生については旧教職課程カリキ

ュラムに基づく「教職に関する科目」を適切に

実施し、教員として必要な知識や技能を養成し

ました。 

・介護等体験など学校等で実習を行う際には事前

ガイダンスや事後学習会を実施し、教員として

必要な資質の向上を図りました。 

・教育実習の履修にあたっては、定期的な個別面

談で各学生の教員としての基本的姿勢を確認

するとともに、「教育実習事前事後指導」や「教

職実践演習（中・高）」により、学校現場での実

践的な指導力を養成しました。  

・教育実習の実施時期や受入先については、中学

校及び高等学校の状況を確認したうえで適宜
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依頼を行い、令和２年度教育実習先として、中

学校 14校及び高等学校３校から計 19名の受入

内諾をいただきました。 

・全国公開教員採用模試の学内模試を年３回実施

し、受験促進のため引き続き受験料の一部助成

を行って、合計 18名が受験しました。 

ウ 入学者受入方針（アドミ

ッション・ポリシー）に基づ

いた入学者選抜 

入学者受入方針（アドミッ

ション・ポリシー）を本学の教

育目的や教育内容に基づいて

定め、本学が求める人物像や

大学入学までに学んで欲しい

科目を明確に示します。この

入学者受入方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）に基づき、多

様な入試を実施し、入学者の

選抜を行います。 

高大接続改革の進展に合わ

せ、必要な入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシー）の改

定を行うとともに、入学者の

選抜方法については、筆記試

験結果を指標として選抜する

一般入試と、志願者の学修意

欲等を含めた学力を総合的に

評価する特別入試に区分し、

それぞれに適切な定員を配分

します。留学生及び社会人に

ついては、別途留学生入試や

社会人入試を実施することと

し、学修意欲の高い学生の確

保に努めます。 

ウ 入学者受入方針（アドミ

ッション・ポリシー）に基づ

いた入学者選抜 

○ アドミッション・ポリシ

ーに基づき、入学者の選抜

にあたっては、平成３１年

度入試と同様に一般入試と

特別入試（ＡＯ、推薦）を引

き続き実施します。推薦入

試については、専門高校枠・

地域枠のあり方について引

き続き検討します。また、私

費外国人留学生入試、社会

人特別入試も引き続き実施

します。（No.18） 

  

・入学者受入方針（アドミッションポリシー）を

定め学生募集要項等に記載するとともにホー

ムページで広く周知しています。 

・令和２年度入試は前年と同様の入試方法でアド

ミッション・ポリシーに基づいた入学試験を実

施しました。 

・ＡＯ入試の志願倍率は 7.6倍（+0.6ポイント）、

推薦入試は 2.3倍（+0.4ポイント）と増加しま

した。一般入試は、環境学部のＡ方式と両学部

のＢ方式の志願者が大きく減少し、一般入試全

体で 5.7倍（-2.0ポイント）と減少しました。

令和２年度入試全体では 4.9 倍（-1.1 ポイン

ト）となりました。 

・地域枠について検討を行い、県内限定の共通テ

ストを利用する推薦入試を令和３年度入試か

ら実施することとしました。 

・環境学部において、高等学校からの意見も参考

にし、県内限定の新たな推薦入試を令和３年度

入試から実施することとしました。 

・鳥取県内志願者は、両学部とも減少しましたが、

合格者(１名増)、入学者(２名増)は微増となり

ました。また、推薦入試の地域枠について、環

境学部は志願者数が少なかったため、合格基準

に達する受験生がおらず充足しませんでした。

一方、経営学部は県内志願者、合格者とも微増

となり、地域枠の定員を充足しました。 

・私費外国人留学生入試の志願者は 44名であり、

安定した志願者確保が行えました。 
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選抜方法の詳細について

は、入学者の追跡調査、志願者

動向、高校教員・保護者・地域

等の要望及び意見を参考にし

ながら検討します。 

○ アドミッション・ポリシ

ーに沿った外国人留学生が

入学するよう、私費外国人

留学生入試の選抜方法を検

討します。（No.19） 

・私費留学生入試の選抜方法を検討した結果、現

在の選抜方法を継続することとしました。 

なお、合格者の入学手続等を円滑に進めるため

手続期間を変更し、改善を図りました。 
3 

  

○ 平成３２年度から始まる

新入試に合わせ、入学者受

入方針（アドミッション・ポ

リシー）を調整するととも

に、入学者の追跡調査、志願

者動向、高校教員・保護者・

地域等の要望及び意見を参

考にして、選抜方法等の詳

細について検討します。

（No.20） 

・令和２年度から始まる新入試について、志願者

動向、高校教員・保護者・地域等の要望等を参

考にしながら専門部会で検討しました。地域枠

については、県内限定の共通テストを利用する

推薦入試を 2021 年度から実施することとし、

概要をまとめ公表しました。 

・環境学部において、高等学校からの意見も参考

にし、県内限定の新たな推薦入試を 2021 年度

から実施することとしました。 
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②教育内容 

ア 学部教育 

環境学と経営学の基礎を幅

広く理解し、問題解決能力を

涵養する「公立鳥取環境大学

版リベラルアーツ」の理念を

実現するため、指定された他

学部の学部基礎科目を人間形

成教育センター科目として受

講できるようにします。 

平成２７年９月に文部科学

省から「地（知）の拠点大学（Ｃ

ＯＣ事業）に認定されたこと

を踏まえ、これまで以上に地

域連携を進めるとともに、「鳥

取学」等の地域志向科目の充

実を図り、地域に愛着を持ち、

発展に寄与する地域志向の人

材育成に取り組んでいきま

②教育内容 

ア 学部教育 

○ 環境学と経営学の基礎を

幅広く理解し、問題解決能

力を涵養する「公立鳥取環

境大学版リベラルアーツ」

の理念を実現するため、引

き続き、他学部専門科目の

履修、及び人間形成科目と

して認められている他学部

科目の履修を可能とする教

育課程を配置します。

（No.21）  

・環境学部生には経営学部の「経営学入門」、「現

代経済学入門」をはじめとした５科目を、経営

学部生には環境学部の「自然環境保全概論」、

「循環型社会形成概論」をはじめとした６科目

を人間形成科目として設定し、「公立鳥取環境

大学版リベラルアーツ」の理念を実現していま

す。 3 

   

○ 英語教育については、引

き続きコミュニケーション

に重点を置いた「Intensive 

English１～８」により、実

践的な英語力を養成すると

ともに、学習意欲や能力等

・１年次の「Intensive English １～４(16)」で

は、英語による表現力や論理的思考力を養うと

ともにコミュニケーション能力などを集中的

に養成しました。更に、２年次の「Intensive 

English ５～８(16)」では、英語によるディス

カッションやディベートを行う能力など、より
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す。 

１，２年生の必修科目であ

る英語の授業については、国

際化に対応した語学力やコミ

ュニケーション能力を養うこ

とができるよう、授業形態等

の改善を検討します。 

英語教育の充実について

は、中期目標期間内に CEFRの

B1レベル以上のスコアを持つ

学生を年間 30 人以上出すこ

とを目指し、合格者の段階的

な増加を図ります。 

【数値指標の年次的目標等】 

・学生の英語能力 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＥＦＲにおけるＢ１レベ

ル：ＴＯＥＩＣ６００点相

当、ＴＯＥＦＬ５０点相当

又は英検２級相当。 

を踏まえたクラス編成を検

討します。（No.22）  

高度で実践的な英語力を養成しました。 

・大学内に英語村を設け、学生の実践的な英語力

の更なる向上、外国人とのコミュニケーション

能力や異文化に対する理解力の養成に努めて

います。 

○ 英語の授業以外にもＴＯ

ＥＩＣ等の資格取得につい

て、外部専門学校等と連携

し講座を開催し、ＣＥＦＲ

におけるＢ１レベル以上の

者を中期計画期間内に年間

３０人以上を達成すること

を目指します。（No.23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・令和元年度は、外部専門学校と連携した TOEIC

対策講座を開講し、学生の英語力の向上に取り

組みました。 

・また、令和元年度に初めて GTEC の試験を希望

者に対して実施し、学生の英語力の向上及び修

得状況の把握に努めました。 

・その結果、各試験において CEFRにおける B1レ

ベル以上に相当する成績を修めた学生の数は

次のとおりとなりました。（令和元年度実績） 

 

38名（重複除く実人数） 

・TOEIC 550点以上 18名 

・GTEC  210点以上 26名 

 ※L&R 2技能合計点 
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イ 大学院教育 

主として自然科学を軸とす

る「環境学専攻」と、社会科学

に軸をおく「経営学専攻」、そ

イ 大学院教育 

○ 「環境学専攻」、「経営学専

攻」及び両専攻分野を横断

した融合的科目である「環

・令和元年度から、２年次に実施する修士学位論

文審査を環境学専攻は発表会最終審査、経営学

専攻は口頭試問にて開催し、副査を２名にし

て、より客観性を高めた体制としました。 

3 

  

中期計画期間内に、ＴＯＥ

ＩＣ、ＴＯＥＦＬ、英検等

の英語検定試験において、

ＣＥＦＲ（様々な外国語検

定試験の評価結果を達成

度別にランク分けする国

際標準規格。）におけるＢ

１レベル（※）以上の者を、

年間３０人以上達成する

ことを目指します。 

 



して、両専攻分野を横断した

融合的科目として「環境経営

科目群」を設置し、より専門性

の高い知識、思考力、実践力の

獲得を目指すとともに、実現

可能な提案や、その提案に基

づいた実践的行動ができる高

度専門職業人の育成を進めて

いきます。 

境経営科目群」を設置し、よ

り専門性の高い知識、思考

力、実践力の獲得を目指す

とともに、実現可能な提案

や、その提案に基づいた実

践的行動ができる高度専門

職業人の育成に取り組みま

す。（No.24） 

 

・シラバスを改善し、キーワード等から、学生が

各々の授業概要、到達目標を理解しやすい様式

にしました。 

・研究指導においては、教育・研究指導計画書に

基づいて、１年次終了前に進捗状況報告書を提

出させ、研究指導の状況を可視化し、また、次

年度の教育・研究計画書に活用するようにしま

した。 

ウ 入学前教育 

ＡＯ入試及び推薦入試の合

格者に対して、入学後の学修

が円滑に進めることができる

よう、入学までの期間に取り

組むべき課題を課す入学前教

育を行います。 

ウ 入学前教育 

○ ＡＯ入試及び推薦入試の

合格者に対して、学部ごと

に必要な学力を入学までに

身に付けることを目的とし

て、数学等の入学前教育を

実施します。環境学部は e

ラーニング等（英語、数学、

物理）の充実を図ります。経

営学部は文章（小論文）作成

能力の向上を図ります。

（No.25） 

ＡＯ入試及び推薦入試の合格者に対して、入学

前教育を実施しました。 

実施科目 

環境学部：英語、数学、物理 

経営学部：国語、数学 

3 

  

エ リメディアル教育（基礎

学力を補うために行われる教

育） 

入学前に十分な教育時間を

受けていない科目がある学生

や、特定の科目について基礎

学力が不足している学生につ

いては、大学の専門教育を受

ける前提となる基礎学力を補

うリメディアル教育を行いま

す。 

 

エ リメディアル教育（基礎

学力を補うために行われる教

育） 

○ 環境学部は数学、物理の

２科目、経営学部は数学、

人間形成教育センターは英

語のリメディアル教育を実

施します。さらに各学部や

センターで必要な基礎学力

について検討し、リメディ

アル教育の内容を改善しま

す。（No.26） 

 

・リメディアル教育の実施内容については各組織

において検討しました。 

・環境学部は希望者を対象とし、数学（前期 60名、

後期 16 名）と物理（前期 72 名、後期 19 名）

において学外講師による授業を実施しました。 

・経営学部は入学直後に数学の試験を実施し、学

部が設定する基準を満たしていない学生を対

象に、学外講師による授業を実施しました。（61

名） 

・人間形成教育センターの専任教員が英語リメデ

ィアル教育を実施しました。前期開始時に対象

者 91 名でスタートし、後期は前期から継続し

て６名が受講しました。 
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大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 １ 教育 

（２）教育の実施体制 

      

            

中期目標 ① 人事制度は教育・研究活動を効果的かつ効率的に推進することを旨に運用し、常に優秀な人材を確保・活用して教育の

質的向上を図る。 

② 教員の意欲を向上させ、教育・研究活動の活性化が図られるよう、教員評価制度及び任期制を運用するとともに、ＦＤ

（ファカルティ・ディベロップメント。授業内容・方法を向上させるための取組）等の教員の資質向上を図るための取組

を充実させる。さらに、優れた教育実績・研究実績を正当に評価するように教員評価制度を運用する。 

            

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

（２）教員評価制度・任用制の

適切な実施 

教員の適正な配置や教員評

価制度を実施するとともに、教

員の質的向上を図るためのＦ

Ｄ（ファカルティ・ディベロッ

プメント：教員が授業内容・方

法を向上させるための組織的

な取組）及びＳＤ（スタッフ・

ディベロップメント。大学教職

員を対象とした管理運営や教

育・研究支援等を含めた資質向

上のための組織的な取組）を充

実します。 

①教員の適正な配置等 

大学専任教員数、教授数をそ

れぞれの学部、人間形成教育セ

ンター及び大学院に適正に配

置するとともに、特に力を入れ

る分野には、重点的な教員配置

も検討します。  

（２）教員評価制度・任用制

の適切な実施のための措置 

①教員の適正な配置等 

○ 文部科学省に提出した計

画に基づく教員配置に加

え、公立鳥取環境大学版リ

ベラルアーツの推進に必要

な教育・研究体制を整備す

るため、適切な教員配置を

行います。（No.27） 
 

・教員は環境学部、経営学部及び人間形成教育セ

ンターに大学設置基準に基づき適正に配置し

ています。 

・教員の採用については、「公立大学法人公立鳥

取環境大学教員採用及び昇任の手続きに関す

る規程」に基づき公正、公平かつ厳格に実行し

ています。 

・令和元年度は、令和２年度採用２名及び令和３

年度採用１名の教員を内定しました。 
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また、年齢構成や専任教員と

非常勤教員の比率にも配慮し

つつ、主要科目については専任

教員が担当します。 

 教員の採用は公募を原則と

し、一般社会からも広く応募を

受け付け、採用にあたっては教

育業績、研究業績、その他活動

及び人物について厳正に審査

し採用を決定するなど、常に優

秀な人材を確保・活用し、教育

の質的向上を図ります。 

新規採用時に任期制を導入

し、任期期間中の評価結果等に

より更新の判断を行います。 



②教員評価制度 

教員評価制度は、教育、研究、

社会貢献、大学運営等から多面

的かつ厳正に評価を実施する

とともに、定期的にＦＤを開催

します。教員は、年度当初に評

価項目に応じて目標と計画を

立て、その目標に向かって取り

組みます。学長、学部長等の評

価者は、各教員の目標達成度、

活動実績等により評価を実施

します。 

なお、評価項目、評価方法等

については、大学の教育・研究

等の目標に沿って適宜見直し

を行うとともに、評価制度の信

頼度が高まった段階で、その結

果を研究費の優先配分等の優

遇制度、昇任や給与等の処遇に

活用します。 

②教員評価制度 

○ 教員は年度当初に教育・

研究・社会貢献等の分野ご

とに目標を定め、その目標

に向かって努力していく教

員評価制度を引き続き実施

します。また、任期満了を

迎える教員については、適

正な審査の上、任期の更新

を行います。（No.28） 

 

 

 

・令和元年度の教員評価を実施しました。 

・教員の任期更新に係る判断基準や手続きにつ

いて周知を図るとともに、制度に沿って令和元

年度末に任期満了を迎える教員２名の再任審

査を行いました。 
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大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 １ 教育 

（３）教育の質の改善及び向上 

      

 
          

中期目標 ① 教育課程、学部構成について絶えず点検を行うとともに、学生による授業評価制度などの活用により、カリキュラム・ポ

リシーに合致した授業内容となっているかどうかの見直しや、時代の変化に適合した見直しを行い、継続的に教育内容の

質的向上に取り組む。 

② 教育・研究活動の進展及び社会の要請等に対応していくため、教育・研究組織の必要に応じた適切な見直しを行う。 

③ 学修効果を高め、学生の理解度を深めるための継続的な教育方法の改善に取り組むとともに、専門科目の少人数化など

丁寧な教育環境の実現に努める。 

④ 地域の優れたノウハウや地域資源を教育に活かす仕組みを構築するとともに、フィールドワーク等を含む実践的な教育

の質の向上を図る。 

  

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

（３）教育の質の改善及び向

上に関する目標達成のため

の計画 

①教育内容の質の点検 

半期ごとに学生の授業アン

ケートを実施し、教育の質の

点検を行います。また、高校訪

問や高校教員説明会等で集め

た要望・意見、地元経済界から

の要望等を参考にしながら、

時代に適合した魅力ある学部

や教育課程について検討・見

直しを行います。 

 

 

 

 

 

（３）教育の質の改善及び向

上に関する目標を達成する

ための措置 

①教育内容の質の点検 

○ 教員は授業評価アンケー

ト結果に対し、授業の改善

に関するレポートを FD 委

員会に提出し、教育の質向

上に取り組んでいきます。

（No.29） 

・授業評価アンケートはこれまで教員による授業

改善を目的にＦＤ委員会で所管していました

が、内部質保証の観点から組織的に取り組むこ

ととし、教育質保証推進ユニットに所管を移

し、令和元年度も前後期末（15回目）に実施し

ました。 

・授業評価アンケートの結果を受け、各教員が自

己分析を行い、教育の改善を行いました。 

・また、各教員は改善に係る検討結果を各部局長

に提出し、各部局長はアンケート結果及び各教

員の改善に係る検討結果を活用して各教員と

の面談（各科目の検証、改善）を実施し、部局

としても教育の質向上に取り組みました。 

・大学として社会への説明責任を果たすととも

に、教育の質向上に係る情報を積極的に活用し

改善していくため、授業評価アンケート結果を

各学部、センターごとに学外ＨＰで公開しまし

た。 
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○ 平成３１年２月に設置し

た新たな内部質保証推進体

制のもと、教育の質の点検・

評価を行い、改善の必要が

ある事項については、速や

かに改善を図り、教育の質

保証を継続的に行います。

（No.30） 

 

・平成 30 年度に設置した特命学長補佐を長とす

る教育質保証推進ユニットが、教育の質保証に

係る調査、研究、提案を行い、授業評価アンケ

ートやラーニングポートフォリオ等をベース

とした PDCA サイクルによる教育内容の改善・

充実に取り組みました。 

・教育質保証推進ユニットの検討結果をもとに、

内部質保証推進会議でさらに議論を深め、全学

的に展開しました。 

・授業評価アンケートを活用した教育の質保証に

関しては、各部局長が教員との面談後に報告す

る内容をもとに、各科目、部局の検証結果、改

善方法等を教育質保証推進ユニット会議会議

および内部質保証推進会議で確認、検討しまし

た。 
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② 授業改善の取組  

授業アンケートを実施し、学

生の理解度を深めるための教

育方法の更なる改善に取り組

みます。授業アンケート結果

は、客観性、信頼性を確保する

ため、大学ホームページに公

開します。また、他大学の事例

等も研究を重ね、ＦＤ等で更

なる授業改善に取り組みま

す。 

 

②授業改善の取組 

○ 教員は授業評価アンケー

ト結果に対し、授業の改善

に関するレポートを FD 委

員会に提出し、教育の質向

上に取り組んでいきます。 

（再掲 No.29） 

・授業評価アンケートはこれまで教員による授業

改善を目的にＦＤ委員会で所管していました

が、内部質保証の観点から組織的に取り組むこ

ととし、教育質保証推進ユニットに所管を移

し、令和元年度も前後期末（15回目）に実施し

ました。 

・授業評価アンケートの結果を受け、各教員が自

己分析を行い、教育の改善を行いました。 

・また、各教員は改善に係る検討結果を各部局長

に提出し、各部局長はアンケート結果及び各教

員の改善に係る検討結果を活用して各教員と

の面談（各科目の検証、改善）を実施し、部局

としても教育の質向上に取り組みました。 

・大学として社会への説明責任を果たすととも

に、教育の質向上に係る情報を積極的に活用し

改善していくため、授業評価アンケート結果を

各学部、センターごとに学外ＨＰで公開しまし

た。 
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○ 本学主催のＦＤ研修会を

複数回開催する他、他大学、

機関が実施する研修会への

参加やワークショップ等を

通じて教員の教育能力の向

上を図り、大学全体として

教育の改善や質向上に取組

んでいきます。（No.31） 

 

・教員を対象に、学外から講師を招致して「内部

質保証等を重視した評価－３つのポリシーに

基づく教学マネジメントシステムの構築に向

けて－」のＦＤ研修会を 11月に実施したほか、

本学の教職員が講師となり、プロジェクト研

究、授業支援システムの活用に関するＦＤを複

数回開催するなど教育の質向上に努めました。

また、公立大学協会が実施する「教育改革分科

会」等に代表の教員が参加するなどして、授業

改善に取り組みました。 

 

3 

    

③地域の企業や関係団体との

連携 

企業、各種団体等との関係

を深め、また、地域で活躍する

人々の情報を集め、地域の企

業、各種団体、地元の人々を講

師として招くなど優れたノウ

ハウを教育に活かします。 

③地域の企業や関係団体との

連携 

○ 「キャリアデザインＢ」

「鳥取学」等の科目におい

て、地域の企業、各種団体、

地元の方々を講師として招

きます。（No.32） 

 

・「キャリアデザインＢ(16)／Ⅱ(12)」では外部

講師（５コマ）を地元の企業等から招聘しまし

た。 

５月 10日 株式会社山陰合同銀行（金融） 

 ５月 24日 大江ノ郷自然牧場（サービス） 

 ６月７日 ネクストシフト株式会社（金融） 

  ６月 21日 琴浦町長（公務） 

 ７月５日 NHK鳥取放送局（マスコミ） 

・「鳥取学(16カリ)／鳥取学Ⅱ(12カリ)」では  

本学の専任教員と非常勤講師の計６名が講義

を行いました。そのうち、鳥取県知事による特

別講義では、受講した学生たちは、地域の魅力

や課題について知見を広めました。 
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④実践的な教育の展開 

鳥取をフィールドとして積

極的に活用した演習や、卒業

研究のテーマとして地元を取

り上げるなど、身近でかつ実

社会と繋がる実践的な教育を

展開します。 

 

④実践的な教育の展開 

○ １・２年次開講科目であ

る「プロジェクト研究１～

４」で、地域における具体的

な課題などをテーマとした

Ｐ Ｂ Ｌ （ Project Based 

Learning）に、フィールドワ

ークの要素も加え演習を行

います。また、「環境学フィ

ールド演習」を開講し環境

・平成 28年度より、COC事業「麒麟の知（地）」

による学生教育プログラムとして鳥取県東部

の課題とその解決策をテーマとし、プロジェク

ト研究（１，２年次配当）の一部を「麒麟プロ

ジェクト研究」として設定しています。令和元

年度は、プロジェクト研究１・３（前期）は各々

９テーマ（合同実施あり）で１，２年生 595名

が、プロジェクト研究２・４（後期）も９テー

マ（合同実施あり）で１，２年生 591名が受講

しました。 
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についての幅広い専門知識

の全体像を、体験を通じて

理解したうえで、各学部の

専門を踏まえ「環境学ゼミ・

演習１、環境学ゼミ・演習２

（環境学部）」「専門演習１、

専門演習２（経営学部）」を

行います。（No.33） 

・前期に「環境学フィールド演習」（１年次配当）

を開講し、受講者は 140名でした。 

・各学部の専門を踏まえ、３年次配当科目「環境

学ゼミ・演習１、環境学ゼミ・演習２（環境学

部）」「専門演習１、専門演習２（経営学部）」

を開講しました。 

 ○ 地域の企業や各種団体等

の協力のもと、長期のイン

ターンシップを正規科目と

して実施します。また、鳥取

県インターンシップ推進協

議会が行うとっとりインタ

ーンシップ（地域協働型イ

ンターンシップ）を引き続

き県内企業、県内高等教育

機関が協力して実施し、こ

れも正規科目として単位認

定の対象とします。（No.34） 

 

 

・環境学部、経営学部共に「インターンシップ」

（配当年次３・単位数２）を選択科目として設

けました。令和元年度に長期（２週間以上）の

インターンシップに参加をした学生は３名で

したが、当該科目の履修（単位申請）はありま

せんでした。 

・人間形成科目にとっとりインターンシップを利

用する「基礎インターンシップ」（選択科目・配

当年次１・単位数１）を設けており、とっとり

インターンシップに参加した学生２名が後期

に履修しました。令和元年度のとっとりインタ

ーンシップの参加学生数は、夏季休暇中は 42

名、春季休暇中は８名でした。 

・とっとりインターンシップ（地域協働型インタ

ーンシップ）は、鳥取県の地域社会と産業を担

う中核的な人材の育成と定着を目指して、鳥取

県、県内の高等教育機関、産業界（経済団体、

企業）が連携し平成 27 年５月に発足した鳥取

県インターンシップ推進協議会が実施するも

のです。鳥取県主導の下、令和元年度も、鳥取

県インターンシップ推進協議会及び同連絡会

が複数回開催され、本学も参画しました。 
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 ○ 毎期実施する授業評価ア

ンケート等により、引き続

き授業の改善に取り組みま

す。（再掲 No.14） 

・授業評価アンケートを、令和元年度も前期・後

期とも期末（15回目）においてそれぞれ実施し

ました（１科目に対し複数クラスがあるものは

１科目として計上、前期 168科目、後期 168科
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 目のアンケート回収）。結果は各教員へフィー

ドバックし、教育方法向上のための参考としま

した。 

 

  



大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 １ 教育 

（４）教育環境の整備 

      

            

中期目標 公立鳥取環境大学の基本理念、目的、各学部・研究科の目的を実現するため、学生が学修に打ち込める環境づくりに取り組

み、地域の知の拠点として研究活動を促進する環境や条件を整備する。 

            

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

①ＩＣＴ環境等の充実 

新しい時代に対応したＩＣ

Ｔ環境や学術研究の高度化・

多様化・国際化に伴う学術情

報基盤の整備については、学

生が学修に打ち込むことがで

き、教育成果・研究成果が挙げ

られるよう、点検・充実しま

す。 

※ＩＣＴ・・・情報通信技術の

こ と 。 Information ＆

Communications 

Technologyの略。  

①ＩＣＴ環境等の充実 

○ 大学全体のサーバシステ

ム（各サーバ等が稼働する

仮想環境の機器及びソフト

ウェア等）を更新すること

により、新しい時代に対応

したＩＣＴ環境や学術研究

の高度化・多様化・国際化に

伴う学術情報基盤を整えま

す。また、昨年度更新した情

報ネットワークシステム及

び新しいサーバシステムの

運用及び保守をしながら改

善等を行うことにより、学

生が学修に打ち込むことが

でき、教育成果・研究成果が

挙げられるよう情報ネット

ワークシステム及びサーバ

システムの充実を図りま

す。（No.35） 

・大学全体のサーバシステムを更新しました。 

また、サーバシステムを含むその他のシステム

を運用しながら保守及び改善等を行いました。 

・その結果、さらに安定したサーバ環境等を提供

することができ、それにより学生が学修に打ち

込め、教育成果・研究成果が、より挙げられる

ようになりました。 
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○ 情報環境の整備・充実を

図るため、平成２８年度か

ら推進している情報システ

ム運用のアウトソーシング

を完全運用します。（No.36） 

・大学全体のサーバシステムの更新整備を完了し

ました。 

・情報システム運用管理のアウトソーシングを完

全運用するために委託業者の体制を充実させ

ました。また、今後も委託業者の補強及び充実

を継続して行います。 
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○ 平成２９年度に構築した

講義資料の配付やレポート

提出をパソコンから行える

授業支援システムを用い、

教育活動の支援・効率化を

行います。（No.37） 

・授業支援システムを前期 49科目、後期 58科目

で利用しました（科目数はコース数として、プ

ロジェクト研究やゼミ系科目は担当教員ごと

に計上。読み替え科目は１科目として計上）。 

・プロジェクト研究発表会の各種レポートは、授

業支援システムを用いて提出する形に運用を

変更しました。 
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②研究用図書等の充実 

教育・学修及び研究用図書

資料については、現在所蔵し

ている自然環境系及び経営系

の蔵書に加え、更にその周辺

分野も加え幅広く収集し、充

実を図るとともに、企業や官

公庁が発行する刊行物や報告

書についても収集します。ま

た、山陰初の経営学部として、

専門書の整備も進め、地域に

おける経営学の研究拠点とな

るよう経営系の資料の充実を

図ります。 

社会人としての豊かな感性

等を身に付けるため、図書や

レファレンス機能をより充実

するとともに、電子情報資源

の充実や電子情報を有効に活

用するために、情報環境の整

備を図ります。 

②研究用図書等の充実 

○ 本学の教育・学修及び研

究用図書資料の充実を図る

ため、教員による専門書の

選書を強化するとともに、

学生によるブックハンティ

ングを実施します。また、

「情報メディアセンターだ

より」の定期発行や「電子デ

ータベース講習会」、「図書

館利用説明会」を開催する

など、学生が主体的に図書

館資料に触れる機会を提供

し、レファレンス機能の充

実を図ります。（No.38） 

・図書整備については、教員の選書により教育・

学修及び研究用図書資料の充実を図りました。

全体で 4,214 冊 11,791 千円 、このうち教員

による選書は 2,641冊 8,736千円 でした。 

・学生によるブックハンティングを年３回開催

し、図書の充実を図りました。（第１回 125冊、

第２回 74冊、第３回 119冊、計 318冊整備） 

・全１・２年生を対象とした図書館利用説明会を

実施し、図書館サービスの周知を行いました。

（１年生 189名、２年生 127名、計 316名） 

・電子データベース利用促進を図るため、３年生

以上を対象とした電子データベース活用講習

会を開催し、利用促進に努めました。（63名） 

・より多くの学生に図書館を利用していただくた

めに、令和元年度も年２回「情報メディアセン

ターだより」を発行しました。 
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③教育研究環境の充実 

「まちなかキャンパス」、新

たに岩美町に開設する「むら

なかキャンパス（仮称）」をは

じめ、鳥取県内をフィードと

してより一層の教育、研究が

できるよう環境整備に努めま

す。 

 

③教育研究環境の充実  

○ 平成３０年４月に開設し

た「岩美むらなかキャンパ

ス」と鳥取駅前にある「まち

なかキャンパス」を活用し

て、鳥取県内をフィールド

としてより一層の教育、研

究に取り組みます。（No.39） 

・「岩美むらなかキャンパス」では、海辺の立地を

活かしたゼミ活動や地域連携・交流イベントの

ほか、岩美町の地域課題に係る公開講座や出張

英語村など、本学の教育研究活動の拠点として

の機能を維持・強化しました。（延べ 616 人利

用） 

・また、鳥取駅前の「まちなかキャンパス」では、 

里山生物の展示などの学生によるユニークな

活動、他大学との学生交流会、就職相談会、社

会人のキャリアアップ講座、まちなか英語村、

地元中高生への学習支援「環境大学スタディ

（略称：環スタ）」の実施など（延べ 3,593 人

利用）多岐にわたる活用により教育活動の充実

を図りました。 
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大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 １ 教育 

（５）就職支援 

      

            

中期目標 ① 入学から卒業まで、一貫した就職等支援を行うための体制を強化し、全教職員あげて、学生の進路に関する適切な支援を

実施する。 

ア 学生のキャリア支援を行うため、カリキュラムの充実を図る。 

イ 体系的な就職指導の促進を図るため、学内体制を強化する。 

ウ 地元企業・自治体との連携やインターンシップ等を活用し、県内企業への就職率の向上に重点的に取り組む。 

   達成すべき数値目標等  

・県内就職率 … 設置者、産業界と協働して取り組み、中期目標期間内に、県内就職率３０％以上を目指す。 

・就職率 … １００％を目指し、就職状況調査大学平均以上を達成する。 

② 学生の進路選択を有利にさせるための資格取得や講座への参加を促進する。 

   達成すべき数値目標等  

・資格受検 … 学生全員の就職に役立つ資格の受検を推奨し、中期目標期間内に延べ５５０人の検定取得を達成する。 

 

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

（５）就職支援に関する目標

達成のための計画 

①キャリア教育方針の明確化

と学生への就職活動支援 

大学が基本理念の下に育成

した人材が、社会で活躍し貢

献するため、体系的なキャリ

ア教育ときめ細かい進路指導

等により、学生が描く目標を

実現するための支援を行いま

す。 

〔キャリア教育〕 

職業観・勤労観、進路選択に

必要な能力や心構えについ

（５）就職支援に関する目標

を達成するための措置 

①キャリア教育方針の明確化

と学生への就職活動支援 

○ 体系的なキャリア教育の

実施ときめ細かな指導によ

り、引き続き学生が描く目

標の実現を支援します。

（No.40） 

〔キャリア教育〕 

・１年次科目として「キャリ

アデザインＡ」（フレッシャ

ーズセミナーを含む）を必

修科目として開講します。

〔キャリアデザイン科目〕 

・「キャリアデザインＡ(16)／Ⅰ(12)・ 

キャリアデザインＢ(16)／Ⅱ(12)」を開講しま

した。 

・「キャリアデザインＢ(16)／Ⅱ(12)」では外部

講師（５コマ）を地元の企業等から招聘しまし

た。（㈱山陰合同銀行、ネクストシフト㈱、大江

ノ郷自然牧場、琴浦町長、NHK鳥取放送局） 

〔就職支援体制〕 

・鳥取県東部・西部、岡山、関西に企業開拓担 

当参与を配置し、企業訪問や学生の就職活動指

導を実施。（以下、延べ数） 

 県東部 企業訪問 37社、学生指導 367名 

 県西部 企業訪問 154社、学生指導７名 
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て、キャリアデザイン科目を

通じて修得するとともに、実

際に企業・団体等での就業体

験を通し、将来の職業選択に

活かすインターンシップを推

進します。インターンシップ

では、単位化を推進するとと

もに地域の企業や各種団体等

の協力の下、様々な形態のイ

ンターシップを経験すること

で、就業体験を積み、社会で働

くことの意義や実際の企業等

の活動内容を修得させます。 

〔就職支援体制〕 

入学から卒業まで、一貫し

た就職等支援を行えるよう

に、相談窓口「就職支援センタ

ー」など学内体制の充実に取

り組んでいきます。 

併せて、企業開拓員を県内・

県外に配置して積極的に企業

開拓を行うとともに、企業訪

問を通して求人情報等を収集

し、学生に情報をタイムリー

に提供します。特に鳥取県内

に複数の企業開拓員を配置

し、山陰エリアの就職情報を

きめ細かく収集し、県内企業

への就職率の向上を図りま

す。また、就職情報に精通した

人材を招き、きめ細やかな就

職支援を行います。 

さらに、定期的な就職ガイ

ダンスの開催のほか、就職活

また、２年次科目として「キ

ャリアデザインＢ」を開講

し、担当教員による講義の

他、各界からゲストスピー

カーを招き、様々な職業に

触れ学生自らのキャリアに

ついて考えるきっかけを作

ります。 

・地域の企業や各種団体等の

協力のもと、長期のインタ

ーンシップを正規科目とし

て実施します。また、鳥取県

インターンシップ推進協議

会が行うとっとりインター

ンシップ（地域協働型イン

ターンシップ）を引き続き

県内企業、県内高等教育機

関が協力して実施し、これ

も正規科目として単位認定

の対象とします。 

〔就職支援体制〕 

・平成３０年４月に開設した

就職相談窓口「就職支援セ

ンター」において、学生に対

し卒業まで一貫した支援を

行います。 

・鳥取県東部・西部、関西、岡

山に配置した企業開拓担当

参与が、企業開拓、企業訪問

を拡大します。また、各地の

参与も積極的に学生指導に

関わり内定獲得を支援しま

す。 

・関西オフィス及び岡山オフ

 関西  企業訪問 206社、学生指導１名 

 岡山  企業訪問 301社、学生指導 13名 

・就職担当職員により３年次生との面談を実施。 

  夏：208名、冬：107名 

・就活実践個人指導（毎週木・金曜）、キャリアカ

ウンセリング（隔週月曜、毎週火曜）実施。 

（延べ利用人数 164名） 

・進路、就職ガイダンス実施。 

 １、２、４年生 年２回前期の初めに実施 

 ３年生 年間 56回実施 

・３年生に対して就職活動対策集中講座を開講 

 ９月 18日～20日 参加学生数 26名  

・学生の企業訪問や採用試験受験に要する 

交通費等の一部助成。 

  鳥取-大阪間、鳥取-岡山間バス回数券   

（正規価格の半額で販売）428枚販売 

  交通費補助延べ 60名、444,000円 

  宿泊費補助延べ 28名、95,900円 

・学内個別企業説明会を 4月より随時開催。 

（延べ 38社開催） 

・企業懇談会の実施 

 岡山会場  10月 10日 参加 49社 57名  

 大阪会場  11月 18日 参加 49社 61名  

 名古屋会場 12月 12日 参加 26社 32名 

鳥取会場  ２月８日  参加 40社 56名 

鳥取会場は、同日に３年生対象の学内合同企業

セミナー（合同企業説明会）を開催し、約 250

名の学生が参加。 

・学内合同企業説明会（県と連携）を開催。 

 11月 27日 鳥取県共催産業企業紹介フェア 

（30社参加、学生 112名参加） 

 12月４日 同上 

（30社参加、学生 67名参加） 

〔インターンシップ〕 



動に対する経済的支援制度の

導入、学内合同企業説明会、同

窓会と連携した就職相談会、

企業懇談会等を実施します。 

 就職率については、中期目

標期間内の各年度とも、１０

０％の就職率を目指すととも

に、県内の企業、行政機関や設

置者等と協力して、県内の就

職率を次の数値目標以上とす

ることを目指します。【数値指

標の年次的目標等】 

・就職率 … １００％を目指

し、就職状況調査大学平均

以上を達成する。 

・県内就職率 … 中期計画期

間内に３０％以上を目指す。  

 

ィスを活用し、関西エリア、

山陽エリアの企業開拓、学

生の就職活動支援を強化し

ます。 

・就職担当職員が３年生全員

と面談し、個々の進路希望

等を把握し、就職支援を実

施します。夏休み直前の７

月及び就職活動に入る前の

１～２月の２回実施し、よ

り的確に学生の状況を把握

します。 

・企業の採用コンサルタント

経験を持つ講師による個人

就職指導、及び専門のキャ

リアカウンセラーによるカ

ウンセリングを継続して実

施します。 

・１、２年生対象の進路ガイ

ダンス、３年生対象の就職

ガイダンスを開催し、就職

に対する意識向上と就職活

動スキルを高めます。 

・学生の企業訪問や採用試験

受験に要する交通費等の一

部助成等、経済的な支援を

行います。 

・鳥取労働局（ハローワーク

鳥取）との共催により学内

就職面接会を開催し、卒業

予定者の就職活動を支援し

ます。 

・学内合同企業説明会（県と

連携）、同窓会と連携した就

 ・鳥取県の地域社会と産業を担う中核的な人材  

として育成し、定着させるため、県内の高等

教育機関、産業界（経済団体、企業）、鳥取県

が連携し、鳥取県インターンシップ推進協議

会を平成 27年５月に立ち上げました。 

・鳥取県インターンシップ推進協議会が行うと

っとりインターンシップ（地域協働型インタ

ーンシップ）は、協力企業が約 150社以上に

増えましたが、このインターンシップに参加

する学生数は、夏季休暇中に 42 名、春季休

暇中は８名となりました。このインターンシ

ップでは事前学習で課題や目標を明確にし、

事後学習で実施内容のふり返りをしっかり

行うことで、効果的な学習を実施しました。 

・その他に、鳥取県内のインターンシップに 

12名、鳥取県外に 17名、計 29名が参加しま

した。 



職相談会、企業懇談会等を

実施します。 

・インターンシップの内容の

充実に努め、鳥取県インタ

ーンシップ推進協議会と連

携し参加学生の増加を図り

ます。 

・ＣＯＣ＋事業において、大

学と企業・行政が平成２８

年３月に締結した協定に基

づいて、地元への就職が進

むようインターンシップの

方法等について、企業・行政

と一緒になって検討してい

きます。 

・企業に対し学内個別企業説

明会の開催を促し、学生の

企業理解、業界理解の機会

を増やします。 

○ 卒業生の就職内定率は１

００％を目指し、就職状況

調査大学平均以上を達成し

ます。（No.41） 

・令和２年３月卒業生（環境学部・経営学部）の

就職内定率は、令和２年３月31日時点で98.7 %

です。（全国国公立大学平均値は、２月１日時点

93.5 %） 
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○ 県内の企業や各種団体等

の協力の下、県、鳥取市、ハ

ローワーク等の行政機関と

連携し、様々な形態のイン

ターンシップやキャリア教

育を実施して、卒業生の県

内就職率は、中期計画期間

内に３０％以上を目指しま

す。（No.42） 

・県内の企業や各種団体等の協力の下、県、鳥取

市、ハローワーク等の行政機関と連携し、様々

な形態のインターンシップやキャリア教育を

実施した結果、令和２年３月卒業生（両学部）

の県内就職率は 23.4 ％（令和２年３月 31 日

時点）となりました。 

・インターンシップ 

・キャリアデザイン科目 

・県内・市内就職アドバイザー配置（就職支援セ

ンター内） 

  毎週月曜：吉田社会保険労務士事務所 

毎週火曜：ハローワーク鳥取 

・県定住機構との共催により、就職活動支援集中

講座で県内・市内企業を見学 

  株式会社イナテック鳥取 

  全国農業協同組合連合会鳥取県本部 

  株式会社ウィードメディカル 

・県内・市内で活躍するＯＢ・ＯＧ（就活サポー

ター）による交流会開催 

 ５月 15日（水）14：40～16：10（31名参加） 

 参加企業：㈱アクシス、山陰酸素工業㈱、大山

日ノ丸証券㈱、鳥取信用金庫、㈱新日本海新聞

社、大江ノ郷自然牧場グループ㈲ひよこカンパ

ニー 

・県主催の鳥取県産業企業紹介フェア（学内合同

企業セミナー）の実施 

 11月 27日（水）、12月４日（水） 

延べ参加人数 179名、県内企業合計 60社参加 

・講義における県内企業からの講師招聘 

 「経営学特別講義」（経営学部） 

 「キャリアデザインＢ」 

・鳥取県経済同友会東部地区主催「学生と経営者

が語る地元企業の魅力発信 2020」に学生２名が

参加 
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②就職に役立つ資格取得の支

援 

学生の進路選択を有利にさ

せるとともに、目標を立てて

自主的に学ぶことで「意欲」や

「積極性」のある学生を養成

するため、資格取得支援担当

職員を配置するとともに、就

職活動に有利となる資格取得

及び公務員試験対策につい

て、外部専門学校等と提携し

て講座を開設するなど、キャ

リアディペロップメントプロ

グラムを引き続き実施しま

す。併せて、本学が指定する資

格・検定を対象に、受検料（検

定料）の一部を助成するなど、

資格取得の人数を次の数値目

標以上とすることを目指しま

す。 

【数値指標の年次的目標等】   

・資格取得学生数 

H30：75人 

H31：75人 

H32：100人 

H33：100人 

H34：100人 

H35：100人 

②就職に役立つ資格取得の支

援 

○ 簿記、ファイナンシャル

プランナー資格取得や公務

員試験対策について、外部

専門学校等と提携して講座

を開設し、また、合格者に

は、検定料の半額（上限

3,000 円）を補助します。

（No.43） 

〔資格取得支援〕 

・令和元年度は、クレアール、LEC東京リーガル

マインドと提携し、各種資格取得支援講座を開

講しました。 

・検定合格実績は、簿記３級 12 名、２級３名、

１級１名、FP３級４名でした。（一部講座未受講

学生含む） 

・検定合格者には、検定料の半額（上限 3,000円）

を補助しました。 

3 

  

○ 学生の英語能力増進を支

援するため、引き続き対策

講座を開講し、ＣＥＦＲに

おけるＢ１レベルを獲得し

た学生を表彰します。

（No.44） 

・令和元年度は、専門学校と連携し、TOEIC対策

講座を開講しました。 

・実績は、TOEIC600点以上 11名を表彰しました。 
3 

  

○ 資格取得学生数は、本年

度７５人以上を目指しま

す。（No.45） 

令和元年度は、延べ 127名の学生が様々な資格や

検定に合格しました。 

【取得した資格や検定】 

・eco検定（環境社会検定） 28名 

・ITパスポート      3名 

・TOEIC(IP含む)     21名 

・愛玩動物飼養管理士 2級 1名 

・一般毒物劇物取扱者試験 2名 

・環境測定分析士 3級   18名 

・危険物取扱者乙種第 2類 1名 

・危険物取扱者乙種第 3類 1名 

・危険物取扱者乙種第 4類 10名 

・危険物取扱者乙種第 5類 1名 

・危険物取扱者乙種第 6類 1名 

・技術士第一次試験    1名 

・基本情報技術者試験   1名 

・公害防止管理者水質管理第 1種 1名 

・食生活アドバイザー   1名 
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・潜水士     6名 

・宅地建物取引士 1名 

・日商簿記 1級  1名 

・日商簿記 2級  3名 

・日商簿記 3級  12名 

・ＦＰ3級     2名 

・日本漢字能力検定準 1級 1名 

・日本漢字能力検定 2級  1名 

・販売士 2級       1名 

・ビオトープ管理士 2級  1名 

・秘書検定準 1級     1名 

・秘書検定 2級      3名 

・秘書検定 3級      1名 

・狩猟免許        2名 

 

  



大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 １ 教育 

（６）学生支援 

      

            

中期目標 学生が安心して充実した学生生活を送られるよう、学生の修学、生活に関する適切な支援を実施する。 

① 学修支援  

ア 学生の自主的な学修活動や課外活動の支援と活動実施にあたって必要な相談体制、設備環境の整備 

 イ 正課教育に連動する正課外教育の整備 

 ウ 学生に応じた補充教育等の実施、成績不振者等の状況把握・指導体制の充実 

② 多様な学生の支援 

ア 留学生等の多様な学生に対する修学支援 

イ 障がいのある学生に対する修学支援体制及び設備・環境の整備 

③ 経済的支援 

県内出身学生生活支援制度、授業料減免等の経済的支援 

④ 健康等の支援 

ア ハラスメント防止のための体制の整備 

イ 学生の心身の健康、保健衛生及び安全・衛生への配慮 

 達成すべき数値目標等  

・年度当初の在校学生のうち当該年度内に退学した学生の割合 

… 国公私立大学の平均退学（除籍を含む。）率以下を目指す。 

・留学経験  … 留学経験学生を中期目標期間内で２７０人を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

①学修等支援 

学生の学修活動や学生生活

に対する個人的な相談に応

じ、適切な指導と助言を行い、

学生が充実した大学生活を送

ることができるよう、指導教

員（チューター）制度を充実し

ます。また、授業への出席率が

悪い、あるいは学修意欲が低

い学生に対しては、副学長の

下、指導教員と事務局が一体

となって保護者と連携し、早

期指導・解決に取り組みます。 

スポーツ活動等を積極的に

行うクラブに対して経済的な

支援を実施するとともに、学

生表彰制度を設け、学業成績

が優秀な学生や、課外活動等

で顕著な成果を挙げた学生、

社会に貢献した学生を表彰

し、更なる活動の活発化に繋

げます。 

学生アンケートの実施や学

生団体と定期的に意見交換会

を開き、常に学生の意見や要

望・提案を聞く体制を作り、安

全で充実した大学生活を送る

ことができる環境を整備して

いきます。 

①学修等支援 

○ 指導教員（チューター）が

オフィスアワーなどで学生

の相談に応じ、学習活動等

を支援します。また、学生フ

ォロー制度で欠席の多い学

生を早期に把握し、当該学

生に対し、早めにフォロー

アップしていきます。

（No.46） 

・各教員が毎期週２回オフィスアワーを実施して

います。 

・前期について必修科目のうち１科目を選択し

て、講義４回終了時に３回以上欠席した学生を

対象に、チューターと学務課がフォロー面談

（〔前期〕９人、〔後期〕５人）を実施しました。 

・１年生のフォロー対象者は、前期１人、後期５

人でした。 

3 

    

○ 学生団体強化支援の認定

及び強化支援に関する要綱

に基づき、本学独自の強化

部育成対策など、クラブ活

動に対する支援を行いま

す。（No.47） 

・令和元年度は、６団体（体育系４団体、文化系

２団体）を強化支援しました。 

 
3 

    

○ 学業成績が優秀な学生

や、課外活動等で顕著な成

果を上げた学生、各種資格・

検定に合格した学生を表彰

し、学修意欲の向上や課外

活動の充実につなげます。

（No.48） 

・令和元年度は表彰対象者が 40 名以上となりま

した。 

【表彰対象者】 

学業成績優秀者 ２名 

簿記１級 １名 

簿記２級 ３名 

TOEIC（IP含む）600点以上 ９名 

TOEIC（IP含む）730点以上 ２名 

ECO検定 28名  

宅地建物取引士 １名 
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○ 学友会との意見交換会の

実施や、学生・職員提案制度

などから、学生、教職員の意

見・要望・提案を聞き大学運

営に活かします。（No.49） 

・学友会との意見交換会を 12月 16日に実施しま

した。なお、相談事があれば、必要に応じて相

談できるようにしています。 

・学生・職員提案制度については、施設整備に関

するものなど計５件の提案がありました。提案

に基づきトイレの環境改善を図りました。 

3 

    



○ 休講情報、その他、気象や

防犯等、緊急を要する情報

を学内 WEB や掲示板、デジ

タルサイネージを活用し学

生へ迅速に伝達します。

（No.50） 

・気象情報、その他緊急を要する情報等を、11講

義室前の掲示板に掲示するとともに、必要に応

じて Web掲示板、本部講義棟１階・学生センタ

ー１階・情報メディアセンターギャラリー、教

育研究棟１階・２階のデジタルサイネージ、全

学生への一斉メール等で迅速な情報伝達を行

いました。 

・休講情報については 11 講義室前の掲示板への

掲示を行い、気象警報等発令に伴う全学休講に

関しては、学外ホームページに掲載しました。 

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染地

域への不要不急の旅行中止、感染予防方法、感

染が疑われる場合の対応方法等について、11講

義室前への掲示のほか、Web掲示板へ最新情報

を掲載し、学生に注意を促しました。 

3 

    

○ 学生生活実態アンケー

ト、学友会との意見交換会

や、学生・職員提案制度など

から、学生・教職員等の意

見・要望・提案を集め、環境

整備やアメニティの向上に

活かします。（No.51） 

・学生生活実態アンケートは、２、３年生は４月、

４年生は２月に実施し、集計を進めています。 

（再掲）学友会との意見交換会は、12月 16日に

実施しました。 

相談事があれば、必要に応じて相談できるよう

にしています。 

・学生・職員提案制度については、施設整備に関

するものなど計５件の提案がありました。提案

に基づきトイレの環境改善を図りました。 

3 

    

○ 路線バスとスクールバス

を連携させた学生生活・学

外学修交通システムが、よ

り利便性の高い学生の通学

手段となるように内容の改

善に努めます。また、路線バ

スを利用することで、学生

と地域の連携や公共交通機

関の活性化に公立大学とし

て寄与します。（No.52） 

・前年度に引き続き、日本交通と契約を締結し、

日本交通の路線バスを利用した通学と授業時

間に合わせた専用便（スクールバス）を運行す

ることにより、学生の通学手段を確保しまし

た。路線・便数については、平成 30 年度と同

じく鳥取駅南口と本学間に、内吉方・雲山・桜

谷経由を８便、市立病院経由を４便運行しまし

た。 

・日本交通が令和元年５月に実施した路線バスの

乗降調査によると、平日は１日あたり約 600人

3 

    



の学生が利用しました。また、専用便は同年６

月及び 11 月に実施した乗降調査によると、１

日あたり約 260人の学生が利用しました。 

②学生一人ひとりの活動記録

（ポートフォリオ）の作成 

学生一人ひとりの活動記録

（ポートフォリオ）を作成し

全教員が必要な情報を共有す

ることで、学生が入学して卒

業するまでを見守り、適時に

適切な指導ができるような仕

組みの構築について検討しま

す。  

②学生一人ひとりの活動記録

（ポートフォリオ）の作成 

○ 学生一人ひとりの活動記

録（ポートフォリオ）を作成

し全教員が必要な情報を共

有することで、学生が入学

して卒業するまでを見守

り、適時に適切な指導がで

きるような仕組みの構築に

ついて検討します。（No.53） 

・平成 31 年４月から、授業支援システムを活用

し、新入学生を対象とした「ラーニングポート

フォリオ」の運用を始めました。 

・学生は、授業への参加状況や課題の取組状況を

記すポートフォリオを１週間単位で担当のチ

ューターに提出し、チューターは、それに対し

てコメントを書くなどして、担当学生の指導を

手厚く行いました。学生の学習意欲は徐々に高

まっており、学生の気づきや成長を促すという

点で貢献しています。 

4 

    

③多様な学生の支援 

授業料減免等の経済的支援

制度や学修・生活支援のため

の相談窓口「学生支援センタ

ー」など、安心して大学生活を

送ることができる体制を整備

します。また、国際交流センタ

ーを通じ外国人留学生の支援

の充実を図ります。 

平成 28年 4月 1日から施行

された「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法

律」（いわゆる「障害者差別解

消法」）を遵守するように取り

組みます。また、障がいのある

学生も他の学生と同様に学修

活動を行うことができるよ

う、施設のユニバーサルデザ

イン化や個々の障害特性に応

じた学修環境を整備するとと

もに、個別の相談や支援を行

③多様な学生の支援 

○ 外国人留学生の受け入れ

を行うため、引き続き教育

環境の整備や奨学制度の実

施、相談窓口の設置など、安

心して大学生活を送ること

ができるよう外国人留学生

を支援します。（No.54） 

・国際交流センターの専任職員が外国人留学生の

生活面の相談に対応したほか、新たに開始した

「学生サポーター」が留学生との交流を深め、

異文化を理解しながら、留学生の大学生活のサ

ポートを行いました。 

・また、市内の日本語学校に委託し、毎週１回の

外国人留学生への日本語習得の特別授業を新

たに実施し、学業及び生活面での語学支援を行

いました。 

・本学独自の私費外国人留学生の入学料・授業料

減免制度を利用して、令和元年度は３名の授業

料減免を行いました。 

4 

    

○ 平成２８年４月１日から

施行された「障害を理由と

する差別の解消の推進に関

する法律」（いわゆる「障害

者差別解消法」）を遵守し、

教職員対応要領を公表し、

あわせて留意事項の検討を

行います。また、障がいのあ

る学生も他の学生と同様に

・平成 30年度に学務課内に「学生支援センター」

を設置し、配慮申請に対しての検討及び対応を

行いました。 

・令和元年度は４名の申請（学生から障がいに係

る合理的配慮の提供に関する申請）があり、当

該学生の所属する学部の長やチューター等に

配慮や対応を依頼するなどの支援を行いまし

た。 

・令和元年度に公立鳥取環境大学学生支援センタ

4 

    



う体制を整えます。 

 

学修活動を行うことができ

るよう、施設のユニバーサ

ルデザイン化や個々の障が

い特性に応じた学修環境を

整備します。なお、学生から

障がいに係る合理的配慮の

提供に関する申請があった

場合には、平成３０年４月

に設置した「学生支援セン

ター」において検討し、必要

な場合には特別支援チーム

を立ち上げる等して支援を

行います。（No.55）  

ー規程を制定し、令和２年度から同規定に基づ

き、教職員が協働して、障がいだけでなく広く

学生の修学支援を行う体制を整えました。 

 

④経済的な支援 

厳しい経済的状況にあって

も学生が学業に専念できる環

境を整備するため、授業料減

免制度等の経済的支援策を引

き続き実施します。 

また、経済上の理由でやむ

を得ずアルバイトを必要とす

る学生に対して、学生に相応

しい職種の仕事を紹介しま

す。学内においても、学業にか

かわりの深い授業補助、図書

業務補助、大学内イベント補

助業務等、学生をアルバイト

として活用します。 

費用対効果を十分見極めな

がら、県内出身の学生の経済

的な負担を軽減する支援制度

を運用していきます。 

○ 生活保護世帯や住民税非

課税世帯を対象として授業

料減免制度（半免・全免）を

実施し経済的に困窮する学

生を支援します。（No.56） 

・授業料減免制度として、令和元年度は半額免除

24名、全額免除 11名を行いました。 

＜授業料半額免除制度＞同一生計の世帯全員が

住民税非課税であること（学業成績について１年

次は前期 16単位以上、２年次は１年次に 32単位

以上、３年次は２年次に 64 単位以上、４年次は

３年次までの全ての必修科目と 96 単位以上の修

得条件あり） 

＜授業料全額免除制度＞上記半額免除対象者の

うち成績上位者または生活保護世帯が対象（但

し、家計急変の場合は個別対応） 

3 

    

○ 平成２９年度に創設した

「鳥取県内出身学生生活支

援制度」を継続実施し、本県

出身学生の、生活に係る費

用の一部を支援します。

（No.57） 

・「鳥取県内出身学生生活支援制度」を継続し、申

請した本県出身の入学生に対して給付金を支給

しました。 

【申請者数】 

・前期 136人（平成 29年度入学 44人、平成 30

年度入学 45人、令和元年度入学 47人） 

・後期 130人（平成 29年度入学 41人、平成 30

年度入学 44人、令和元年度入学 45人） 

 

3 

    



○ 平成３２年度から実施さ

れる高等教育段階の教育費

負担軽減制度に取り組むた

め、必要な手続きを行いま

す。（No.58） 

在学生を対象に申込説明会を行いました。在学予

約採用への申請者は 54人でした。 

3 

    

○ 学生の経済的支援の一助

として、引き続き学内で発

生する教育研究補助等の作

業に学生をアルバイトとし

て活用します。（No.59） 

・危険を伴う環境整備作業を避け、授業アシスタ

ント、資料印刷や受付等、学内で行う作業等で

学生アルバイトの活用に努めました。 

・授業補助作業の他、公開講座等でもアルバイト

を雇用し、学業と関わりの深い分野において作

業活用対象が広がりました。 

3 

  

⑤健康等の支援 

学生が健康的な生活を送る

ことができるよう、保健師及

び臨床心理士を配置し、医療

機関との連携により、心身の

相談に親身に対応するととも

に、より専門的な見地からの

健康相談、メンタルヘルス相

談を定期的に実施します。さ

らに、契約医師を随時紹介す

るなどの健康管理体制の充実

に取り組みます。 

退学率を減少させるため、

常に授業への出席状況等を把

握し、副学長の下、指導教員、

事務局及び保護者が連携しな

がら、その原因を調査し、面談

等を通じて早期退学者対策を

実施していくことにより、退

学率を次の数値指標以下とす

ることを目指します。 

【数値指標の年次的目標等】 

・退学率（年度当初の在校学

○ 保健師・臨床心理士が常

駐し、学生、教職員の健康相

談に的確に対応するととも

に、心の悩みを個別にカウ

ンセリングし、医療機関へ

の引き継ぎを行うなどメン

タルヘルス対策を充実して

いきます。また、医療機関と

の連携により、健康相談、メ

ンタルヘルス相談を月１回

実施します。（No.60） 

〔保健室〕 

・常勤の看護師１名を配置し、応急処置などの対

応をしています。令和元年度の対応件数は、872

件（学生 706件、教職員 166件）、救急受診２

件（学生１件、職員１件）でした。 

・学校医による健康相談は月２回の相談（４～３

月）を実施し、28件（学生 14件、教職員 14件）

の相談がありました。 

〔こころの相談室〕 

・常勤の臨床心理士１名を配置し、カウンセリン

グなどの対応をしています。令和元年度４月～

３月の相談件数は 426件（学生 355件、教職員 

63件、保護者 ８件）でした。 

・学校医による健康相談（メンタル）は月１回の

相談（４～３月）を実施し、11件（学生 10件、

教職員１件）の相談がありました。 

〔保健室・こころの相談室共通〕 

・ストレスマネジメントとして、グループワーク

を複数回実施しました（お弁当教室、座禅体

験）。 

・臨床心理学に関する勉強会を３回実施しました

（発達障害、依存症、ストレス測定）。 

・新入生全員を対象に UPI健康調査を実施しまし

4 

    



生のうち当該年度内に退学

した学生の割合） 

国公私立大学の平均退学

（除籍を含む。）率以下を目

指します                  

 

た。結果から気になる学生には個別面談を実施

しました。 

○ 副学長（学生生活・就職担

当）の下、指導教員（チュー

ター）、事務局及び保護者が

連携しながら、学生支援を

行うことにより、年度当初

の在学生のうち当該年度内

に退学した学生の割合を国

公私立大学の平均退学（除

籍を含む）率以下を目指し

ます。（No.61） 

・令和元年度中に退学した学生（除籍を含む）は

33人、退学率は 2.7％（新基準）となり、国公

私立大学の平均退学（除籍を含む）率（2.7％）

と同水準となりました 

3 

    

 



大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上 
   

小項目 ２ 研究 

（１）研究水準及び研究の成果等 

   

      

中期目標 大学全体の研究水準を向上させ、社会課題や地域課題に取り組むため、共同研究等の実施件数などについて明確な数値目

標を掲げ、それを達成するための取組を推進し、共同研究等の積極的な実施を図る。 

また、持続可能な社会を構築し、地域の豊かな生活実現を目指すため、サステイナビリティ研究所、地域イノベーション研

究センターにおいて、環境保全、地域社会等に係る研究を推進する。 

 達成すべき数値目標等  

 ・環境又は経営に関するシンポジウム等 … 毎年度実施する。       

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

２ 研究に関する目標達成の

ための計画 

（１）研究水準及び研究の成

果等に関する目標達成のた

めの計画    

サステイナビリティ研究所

では、持続的な循環型社会の

形成等に向けた調査研究を継

続・発展させ、循環型社会の形

成に関する調査・研究をリー

ドする研究機関としてその役

割を果たします。 

地域イノベーション研究セ

ンターでは、固有の自然環境

を基盤とする本県の地域社会

や文化、産業について、調査・

研究を行い、その地域の特性、

特徴を把握するとともに、行

２ 研究に関する目標を達成

するための措置 

（１）研究水準及び研究の成

果等に関する目標を達成す

るための措置 

○ サステイナビリティ研究

所では、引き続き循環型社

会形成等の先進的研究を発

展させ、事例報告や研究成

果発表のためのシンポジウ

ムや講演会を開催します。

（No.62） 

サステイナビリティ研究所では、各分野の第一

戦で活躍する専門家や研究者を招いたシンポジ

ウムを開催し、循環型社会形成に向けた先近的な

取組や研究成果の報告・発表を行いました。 

 

（１）特別協力シンポジウム 

〇「低炭素社会の実現に向けて～再エネ主力電

源化における廃棄物発電～」 

開催日：６月 28日・参加者数：250人 

〇「低炭素社会の実現に向けて～令和・新時代の 

廃棄物処理～」 

開催日：11月 19、29日・参加者数 計 216人 

（２）特別企画シンポジウム 

「持続可能な社会と地域づくりを考える」 

開催日：10月 21日・参加者数：172人 

（３）特別シンポジウム 

「バイオマスのさらなる利用に向けて」 

開催日： 11月 28日・参加者数：278人 
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政や産業界、関係機関と連携

し、地域の活性化等に取り組

む研究機関として役割を果た

します。 

また、研究発表会やシンポ

ジウムを開催するとともに、

人的ネットワークの活用や産

学官懇談会等で交流を深め、

受託研究や共同研究を積極的

に実施します。 

【数値指標の年次的目標等】 

・シンポジウム等の開催 

環境又は経営に関するシン

ポジウム等を毎年度実施しま

す 

○ 地域イノベーション研究

センターでは、地域をフィ

ールドとした調査・研究の

充実を図り、学生とともに

地域各界との連携を深めま

す。（No.63） 

・令和元年度の地域イノベーション研究として、

さまざまな分野で地域課題に基づく５つのテ

ーマの研究活動に取り組みました。 

・また、審査を経て採択した８件の学生活動に対

し「地域連携活動推進助成金」を交付し、学生

の地域での調査研究活動や地域連携活動の促

進を図りました。 

・「とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム   

地域連携推進会議」では、各自治体担当者が大

学との連携事例を持ち寄り、地域課題の共有と

これからの連携のあるべき姿について議論し

ました。 

4 

    

○ 研究発表会、シンポジウ

ム、産学官懇談会等で交流

を深め、引き続き受託研究

や共同研究を推進します。

（No.64） 

・専任の産官学連携コーディネーターがコンソー

シアムによる連携活動や県内経済団体が開催

する異業種交流会等に積極的に参加するなど

により、企業ニーズと研究シーズのマッチング

活動等を行い、共同研究・受託研究を推進しま

した。 

・「公立鳥取環境大学を支援する会 定期総会」に

おいて経営学部の取り組みについて報告し、会

員に対して情報共有を図りました。また、「公立

鳥取環境大学との産学官連携に関する懇談会」

においては、環境学部の取り組みの紹介や学生

団体の研究成果の発表を行い、会員企業や鳥取

県、鳥取市との意見交換を行いました。 

4 

  

 

  



 

大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上       

小項目 ２ 研究 

（２）研究実施体制の整備 

      

 
          

中期目標 研究活動の活発化を図るため、競争的外部資金の獲得などについて、明確な数値目標を掲げ、教員による研究費の申請を促

し、研究活動の促進を図る。また、活発で積極的な申請を実現するため、事務的なサポート体制を構築し、申請数の拡大と質

の向上を図る。 

 達成すべき数値目標等  

・競争的外部資金の申請  … 全教員が申請に関わり、同規模（教員数）公立大の平均新規申請数以上を達成する。 

・競争的外部資金の採択率 … 近県公立大学平均以上の採択率（継続課題を含む。）を目指す。  
            

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

若手研究者の育成及び学長

のリーダーシップによる学内

プロジェクト研究の機動的実

施のために、学内に競争的研

究費を設けます。また、教員評

価制度において、研究実績を

評価項目の一つに掲げ、全教

員が研究に取り組み、研究活

動の活性化に繋げる意識を高

めます。 

また、大学全体の研究水準

の向上や更なる地域活性化を

図るため、組織やその機能の

在り方について、検討を進め

ます。 

 

○ 学内競争的研究費助成制

度（特別研究費助成）による

研究支援や、各種研究費の

募集情報の迅速な提供など

により、若手研究者の育成

及び研究の活発化を図りま

す。（No.65） 

・学内競争的研究費助成制度（特別研究費助成）

により、「学外研究費獲得助成」「地域連携特別

助成」の２区分で学内公募を行い、応募のあっ

た課題のうち 22 課題を選定し、助成を行いま

した。 

・学外研究費獲得助成枠に採択された研究課題に

ついては、科研費の申請を義務付けたほか、学

会での研究発表への参加旅費の助成や書籍の

出版費の助成などにより、研究の活性化を図り

ました。 

 

4 

    



【数値指標の年次的目標等】 

・競争的外部資金の申請件

数  

全教員が申請に関わり、

同規模（教員数）公立大学の

平均新規申請数以上を目指

します   

・競争的外部資金の採択率 

  近県公立大学平均以上の

採択率（継続課題を含む。）

を目指します                  

○ 教員評価制度において、

引き続き研究実績を評価

し、全教員が研究に取り組

み、研究活動の活性化につ

なげる意識を高めます。

（No.66） 

・平成 24 年度から教員評価制度に取り組んでお

り、研究活動についても評価しています。 

3 

    

○ 競争的外部資金は同規模

（教員数）公立大学の平均

新規申請件数以上、近県公

立大学平均採択率以上を目

指します。（No.67） 

・令和元年度の競争的外部資金のうち、科学研究

費の新規申請数は 21 件で、これは、中国地方

の同規模（教員数）公立大学の平均新規申請数

（18.4件）を上回る数です。 

・また、新規採択件数は６件で、採択率は 26.1%

となり、こちらも中国地方の公立大学の採択率

平均(19.4%)を上回る状況となりました。今後

も大学全体で外部資金の獲得に向けた対策を

継続していきます。 

4 

    

 

 



大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上 
   

小項目 ３ 社会貢献・地域貢献 

（１） 地域社会との連携 

   

      

中期目標 ① 平成２７年９月に認定を受けた「地（知）の拠点大学（ＣＯＣ）」として、地域の研究、地域の協力者と行う研究等の充

実により、地域に根ざした文化、経済、暮らし方など「麒麟の地（知）」への理解を深め、地域に愛着を持つ地域志向の人

材の育成を図る。また、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋事業）やインターンシップ等の取組を推進

し、地元企業、自治体等との連携を図ることにより、学卒者の地元定着率の向上に取り組む。 

② 地域社会と大学との連携を密にし、県内の地域に学生等が出かけるとともに、まちなか・むらなかキャンパスや西部サテ

ライトキャンパス等を中心に効果的な活用策を講じるなど、県内全域にわたり地域貢献活動への取組を推進する。 

③ 各種の連携活動や公開講座などの地域社会に対する大学の教育・研究成果の還元に積極的に取り組む。 

 達成すべき数値目標等  

  ・公開講座等の開催回数等 … 毎年度１，１００人の参加者数を達成する。 

  ・地域活性化・地域貢献に関する研究  … 毎年度研究３５件、成果発表３０件を達成する。       

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

３ 社会貢献・地域貢献に関

する目標達成のための計画 

（１）地域社会との連携に関

する目標達成のための計画 

①地域社会との連携  

平成２７年９月に文部科学

省の認定を受けた「地（知）の

拠点大学事業」（COC事業）に

基づき、本県東部地域を中心

にその現状と課題について把

握し理解を深めるため、本学、

関係市町村や企業等で構成す

る「とっとり麒麟地域活性化

プラットホーム」会議に係る

取組の活性化を図ります。ま

３ 社会貢献・地域貢献に関

する目標を達成するための

措置 

（１）地域社会との連携に関

する目標を達成するための

措置 

①地域社会との連携 

○ 事業協働地域である鳥取

県東部地域を中心に「とっ

とり麒麟地域活性化プラッ

トフォーム」との連携・協働

を深めつつ、地域の現状と

課題について把握し、理解

を深めるための教育研究活

動を目指します。（No.68） 

・「とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム   

地域連携推進会議」では、各自治体担当者が大

学との連携事例を持ち寄り、また、大学からも

教員による地域と連携した活動の情報提供を

行い、地域の課題やこれからの連携のあるべき

姿について議論しました。 
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た、産官学連携の充実を図る

ため産官学連携コーディネー

ターを配置して、更なる連携

を進めます。併せて、必修科目

である「鳥取学」のほか地域志

向科目群の充実を図るととも

に、少人数のクラスを編成し

実際に地域に出かけ、実践的

な問題発見・解決力を養う地

域連携型少人数ＰＢＬ※科目

である「プロジェクト研究」の

充実により、地域に愛着を持

つ地域志向の人材の育成に努

めます。 

※ＰＢＬ・・・課題解決型学

修のこと。Project-Based 

Learning の略。 

 

○ 地域志向科目の充実など

のカリキュラム改革を進め

ることにより、科目群の充

実や実際に地域に出かけ実

践的な問題発見・解決力を

養う少人数ＰＢＬである

「プロジェクト研究」を行

い、その中で特に鳥取県東

部地域をフィールドとする

「麒麟プロジェクト研究」

を実施し、学修効果を高め

ます。（No.69） 

・少人数制 PBLである「プロジェクト研究１・２・ 

３・４(16)」において、９課題を地域連携型の

課題（麒麟プロジェクト研究）とし、環境学部

と経営学部の全学生が、２年次終了までにこの

麒麟プロジェクト研究を履修するシステムを

構築しました。また、全学生が履修する「鳥取

学（２単位、必修）」をカリキュラムに加え、平

成 28年度後期より開講しています。 

・環境学部１年次配当の「環境学フィールド演習」

を地域志向科目とし、鳥取県東部の自然、社会、

文化およびそれぞれの課題などを学習してい

ます。 

・「特別演習(16)／特別実習・演習(12)（地域社会

体験学習）」（１年次配当）を地域志向科目とし

て設定し、ＳＣ鳥取が運営するプロサッカーチ

ーム・ガイナーレ鳥取のホームゲームに関わる

会社業務の一環を体験実習しました（令和元年

度単位修得：前期 11 名、後期 17名）。 

・平成 29 年度からは環境学部２年次配当の「自

然環境保全実習・演習Ａ」「循環型社会形成実

習・演習Ａ」「人間環境実習・演習Ａ」を地域志

向科目として開講し、地域をフィールドとし

た、より専門的かつ実践的な内容の実習・演習

を行っています。 

・16カリキュラムでは、令和元年度から、より地

域志向科目を充実させ、環境学部専門 25科目、

経営学部専門 13 科目、人間形成４科目となり

ました。 

4 

 

    



○ 地域研究や地域活動の拠

点として「岩美むらなかキ

ャンパス」の利用を促進す

るとともに、地域志向科目

を修了し、かつ地域活動へ

の貢献意欲を有すると認め

られる学生に対し、「ＴＵＥ

Ｓ麒麟マイスター」の資格

認定を行い、学生の地域連

携活動を促進します。

（No.70） 

・むらなかキャンパスでは、海辺の立地を活かし

た研究活動や地域連携・交流イベント、ゼミ合

宿のほか、岩美町の地域課題に係る公開講座の

開催や出張英語村など、本学の教育研究活動の

拠点として活用を図りました。（延べ 616 人利

用） 

・「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（COC＋事業）」に基づく地域志向科目を修了

し、かつ地域活動への貢献意欲を有すると認め

られる学生に対する資格認定制度として「TUES

麒麟マイスター」を新設し、申請があった学生

に対して審査により 12 名のマイスターを認定

しました。 

・さらに、マイスターが行う卒論研究のうち学術

的かつ地域への成果の還元が期待できる研究

課題に対して、審査により４件の研究を「麒麟

特別研究」として採択し、研究費の一部助成を

行いました。 
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②「地（知）の拠点大学による

地方創生推進事業（COC＋事

業）」の取組 

平成２７年９月に文部科学

省の認定を受けた「地（知）の

拠点大学による地方創生推進

事業」（COC＋事業）に基づき、

鳥取大学、鳥取短期大学、鳥取

看護大学及び国立米子工業高

等専門学校と連携して、より

一層の学卒者の県内就労や地

域定着に努めます。 

 

○ 幹事校である鳥取大学、

参加校である鳥取短期大

学、鳥取看護大学および国

立米子工業高等専門学校と

連携して、ＣＯＣ＋事業を

推進するとともに、地域に

愛着を持つ地域指向の人材

育成を通じた卒業生の県内

就職や地域定着の増加を目

指します。また、平成２７年

度に、まちなかキャンパス

で開始した学習支援事業

（公立鳥取環境大学スタデ

ィ）を引き続き実施します。

（No.71） 

・県経済同友会と共催のセミナーに本学の学生３

名が参加し、若者の地域定着・定住対策につい

て、地域の経営者と充実した情報交換を行うと

ともに、関係構築に努めました。 

・卒業生の県内就職や地域定着の増加を目指し、

キャリア支援センターを中心として、鳥取県内

の企業等と情報交換を行い、卒業予定者へ求人

情報を紹介するなどして支援充実を図ってい

ます。 

・本学の教職課程を履修している学生が地域の中

高生の学習を支援する「環大スタディ」を毎週

水曜日に「まちなかキャンパス」にて開催し、

延べ 475人の中・高校生が参加し、延べ 247人

の本学の学生が活動を行いました。 

 

3 

    



③地域連携の拠点 

地域イノベーション研究セ

ンターは、地域の豊かな生活

実現に貢献するとともに、地

域振興を担う人材を育成する

役割を担い、地域経済・制度、

中心市街地や中山間地域の活

性化等の地域社会を対象とし

た調査研究・地域連携活動や

情報収集提供活動等を展開す

る、地域連携活動の拠点とし

ます。 

研究活動を幅広く行うた

め、県内の産業界、行政、高等

教育機関との連携強化を図る

ことが必要であり、地域イノ

ベーション研究センターは地

域と大学を結ぶ窓口の一つと

して役割を果たします。 

 

③地域連携の拠点 

○ 地域イノベーション研究

センターは、引き続き地域

の豊かな生活実現に貢献す

るため、地域をフィールド

とした調査研究・連携活動

や情報収集提供活動等を学

生とともに積極的に展開し

ていきます。（No.72） 

 

 

・地域イノベーション研究センターでは、地域の

豊かな生活実現に貢献するため、地域課題に関

する研究や地域活性化に資する事業を行って

います。令和元年度の地域イノベーション研究

として、地域課題に基づく５つのテーマで研究

活動に取り組みました。 

・また、昨年度に行った研究課題について、報告

書（地域イノベーション研究）にまとめ、関係

機関に配布したほか、「研究成果報告会」を行

い、行政、企業関係者など 122名の参加者と成

果の共有を図りました。 
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  ○ 地域イノベーション研究

センターは、引き続き地域

と大学を結ぶ役割を果たし

ます。また、とっとり麒麟地

域活性化プラットフォーム

並びにその活動拠点として

のまちなかキャンパスを運

営し、地域の窓口としての

機能を果たします。（No.73） 

・地域イノベーション研究センターでは、学生に

よる８件の地域連携活動に対し、「地域連携活

動推進助成金」を交付し、学生の活動意欲の向

上と地域活性化を促進しました。 

・まちなかキャンパスでは、地域の方々への交流

空間としての“場の提供”のみではなく、社会

人のキャリアアップのための公開講座、まちな

か英語村（毎週木曜日開催）、科学教室などを開

催して、生涯学習や子どもたちへの学習の機会

提供を行いました。 

・更にまちなかキャンパスでは、本学の COC事業

として教職課程を履修する学生が地域の中高

生たちに学習支援を行う「環大スタディ」を毎

週開催し、教育スキルの向上と地域への貢献意

欲を醸成しました。 
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④地域社会に対する大学教

育・成果の還元 

大学が保有する知識・情報・

教育資源及び研究成果を積極

的に地域社会に還元するた

め、地域社会のニーズを把握

するとともに、企業・団体等と

の連携を図りながら、県民へ

の多様な学修機会の提供を図

ります。 

広く一般の者を対象とした

もののほか、社会人のキャリ

アアップを目的として知識を

体系的に修得できるセミナ

○ 公開講座は、引き続き広

く一般を対象としたもの、

夏期休業中の小・中・高校

生を対象にしたもの、社会

人のキャリアアップを目指

したものなどを行う他、ま

ちなかキャンパスで行う学

習支援事業「環大スタディ」

など、多様な講座を開設し、

受講者がより受講しやすい

時間帯・場所で講座を開講

します。また、公開講座は、

引き続き「岩美むらなかキ

ャンパス」、西部サテライト

・広く一般向けの講座のほか、小中学生向け科学

教室や社会人向けキャリアアップ講座など多

様な参加者層を意識したテーマを設けて開催

しました。令和元年度は台風や新型コロナウィ

ルスの影響により３回の講座の中止を余儀な

くされましたが、計 18 回 375 名が受講しまし

た。 

・また、鳥取、倉吉、米子会場での開催や現役世

代の帰宅時間帯に合わせた平日夜間の開催な

ど、受講しやすい工夫を行い、多数の地域住民

の方に参加していただきました。 

 

3 

    



ー、夏期休業中の小・中・高校

生を対象にしたもの、教職課

程を履修する学生及び指導教

員による学習支援事業「環大

スタディ」など、内容、対象、

時間にマッチした参加しやす

い多様な講座、催しを開設し

ます。 

また、県民の知的好奇心の

向上や地域活性化に資するた

め、関係団体や地域と連携し

た公開講座の実施を検討して

いきます。 

なお、開催場所については、

本学、まちなかキャンパス、西

部サテライトキャンパスのほ

か、新たに岩美町に開設する

「むらなかキャンパス (仮

称)」など、本学の地域連携拠

点を活かして開催します。 

 

 

キャンパス及び中部地区会

場でも開催します。（No.74） 

○ 通常授業の中でも、地域

課題をテーマとした講義や

外部講師による特別講義等

については引き続き可能な

限り一般県民に公開しま

す。（No.75） 

・後期「特別講義Ａ(16)／特別講義Ⅰ(12）」を鳥

取県との連携事業（とっとり消費者大学「くら

しの経済・法律講座」）として実施しました。 

一般受講者は 492 名（計 15 回の参加者数、重

複あり）。 
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○ 公開講座等は、受講者数

１，１００人以上を目指し

ます。（No.76） 

・令和元年度の公開講座では、一般向け講座のほ

か、社会人対象の「TOEIC講座」、小・中学生対

象の「夏休み科学教室」などあらゆる受講者層

を対象に計 18 回開催し 375 名の参加がありま

した。 

・公開講座のほか SDGｓ特別シンポジウム、サス

テイナビリティ研究所特別シンポジウム、地域

イノベーション研究センター研究成果報告会、

夏休みエネルギー教室など、多種多様な催しを

開催し、2,963人に学びの機会を提供しました。 
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○ 教職課程を有する公立大

学として地域に貢献するた

め、引き続き平成３１年度

も教員免許状更新講習を実

施します。（No.77） 

・教員免許状更新講習について、引き続き受講対

象者の多い状況が見込まれたことから昨年同

等の講座数を開設し、実施しました。 

期間 令和元年７月 20 日～８月 19日 

必修科目１科目 定員 60名 受講者数 47名 

選択必修科目２科目 定員60名 受講者数37名

選択科目 10科目 定員 220名 受講者数 149 名 
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○ サステイナビリティ研究

所は、西部サテライトキャ

ンパスと共同して、小学生

以上を対象とした「エネル

ギー教室（仮称）」を新たに

実施します。（No.78） 

・サステイナビリティ研究所では、令和元年８月

３日に鳥取県西部地区のエネルギー関連施設を

巡り、本学の学生と小学生が楽しく学ぶ「夏休み

エネルギー教室」を開催し、24名の参加者があり

ました。 4 

  

⑤地域との連携 

地域連携に関する相談窓口

となる地域連携コーディネー

ターを配置し、広く地域から

要望や意見を聴取するととも

に、これらのニーズに基づく

公開講座や各種セミナーの開

催、調査・研究を行い、大学の

知の財産を地域社会に還元し

ます。 

 図書館については、県内外

の大学図書館や県内の公共図

書館等と連携し、資料の充実

を図るとともに、学生・教職員

の利用にとどまらず、広く一

般に利用されるよう環境整備

に努めます。 

 西部サテライトキャンパス

では、公開講座や講演会、研究

成果発表会等を開催、また高

校や企業・団体等との連携窓

口としての機能を果たしなが

ら、鳥取県西部地区に対する

○ 地域連携に関する相談窓

口であるまちなかキャンパ

スで、引き続き広く地域か

ら要望や意見を受け付けま

す。また、「産官学連携コー

ディネーター」及び「地域連

携コーディネーター」を通

じた地域との連携により、

本学の知の財産を積極的に

地域社会に還元することを

目指します。（No.79） 

・まちなかキャンパスでは地域の相談窓口とし

て、地域連携コーディネーターが学生ボランテ

ィアの派遣や専門知識を持つ教員の紹介など、

さまざまな依頼や相談に対応しました。 

・また、産官学連携においては、専任のコーディ

ネーターが、企業ニーズと教員の研究シーズの

マッチング活動を行い、行政や企業との共同研

究や活動を推進しました。 

・更に、本学が申請主体となり、鳥取県、鳥取大

学、鳥取県産業技術センター、鳥取県産業振興

機構、鳥取商工会議所、鳥取県商工会連合会、

とっとりキャピタル株式会社とともに経済産

業省に「食のみやこ鳥取づくり連携支援計画」

を申請し、地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく

大臣承認を受けました。  

当該計画では、本学が橋渡し役を担い、関係機

関及び各種団体（とっとり農商工こらぼネッ

ト、鳥取県農林水産業産学官技術会議等）が連

携、機能補完を図り、鳥取県内の農林水産・食

品分野の事業者に対する事業者ニーズと研究

機関のマッチング、差別化戦略・販売開拓・研

究開発・人材育成等、様々な支援を提供します。 
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地域貢献を実施します。 

【数値指標の年次的目標等】 

・公開講座等の開催回数等 

毎年度 1,100 人以上の参加

者数を目指します                    

・地域活性化・地域貢献に関

する研究 

毎年度、研究テーマ数 35テ

ーマ、成果の発表回数 30回以

上を目指します       

 

 

○ 図書館については、公立

大学協会中国四国地区図書

館協議会、鳥取県大学図書

館等協議会及び鳥取地区図

書館実務者連絡会と連携

し、情報共有を図りながら

利用者ニーズの把握に努

め、相互の利用促進に資す

る取組を進めます。また、地

域住民への一般開放によ

り、市民・県民の利用促進を

図ります。（No.80） 

・本学 Webサイト等を通じて、利用者カードの無

料発行や開館情報等を掲載し、広報・周知を図

りました。令和元年度の新規利用者は 55 人で

した。 

・鳥取県内の図書館が所蔵する図書については、

県内図書館を網羅した「横断検索システム」を

利用して無料で相互貸借を行っています。 

・紫外線対策として閲覧室の天窓に塗装を行いま

した。紫外線による図書資料の劣化防止や閲覧

室内の温度上昇抑制等、閲覧室の環境整備に努

めました。 

また、熱中症予防等健康への配慮として、条件

付き（密閉できる容器に入った飲料のみ）で閲

覧室での水分補給を許可することとしました。 

・除籍図書の譲渡会を実施しました。本学の学生

に加え、一般利用者も対象としました。 

・学友会主催の「本のリサイクルコーナー」のた

めの場所を閲覧室内に確保し、学生が不要にな

った図書の有効利用を図りました。また、ヤギ

部の活動紹介や写真部の作品を展示するなど、

一般利用者や地域の方に学生活動の一部を紹

介しました。 
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○ 西部サテライトキャンパ

スでは、引き続き高校や企

業・団体等との連携窓口と

しての機能を果たしなが

ら、県西部地区における地

域交流事業を実施します。

また、県民を対象とした公

開講座や講演会も実施しま

す。（No.81） 

 

・島根県内 33校の高校に対し、延べ 52回の訪問

を実施するとともに、８回の進学ガイダンスと

６回の進学相談会に参加しました。 

・直前進学相談会を令和２年２月に実施しまし

た。 

・年間を通じて公開講座を５回実施しました。 

 

・西部総合事務所、市町村役場を訪問し地域交流

の取組を促進しました。また、「伯耆町地方創生

推進会議」「鳥取県西部地域振興協議会地方創
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・鳥取県西部総合事務所及び

近隣市町村と連携をとりな

がら、学生を主体とした地

域交流事業に積極的に取り

組みます。 

・平成２５年度より実施して

いる「伯耆町日光地区協議

会との交流事業」について

は、平成２６年に伯耆町並

びに伯耆町日光地区協議会

と締結した協定に基づき、

引き続き積極的に交流する

とともに、伯耆町との交流

も推進します。 

・鳥取県民チャンネルコンテ

ンツ協議会のコンテンツを

有効利用し、引き続き、「未

来への授業」を制作・放映し

県民に対し公立鳥取環境大

学の魅力を広報します。 

・平成３０年度前期の「循環

型社会形成実習・演習Ｂ（環

境学部３年授業科目）」で実

施したように、鳥取県西部

地区を研究フィールドと

し、教員や西部地区の行政、

企業等と連携した活動に取

り組みます。 

生有識者会議」「米子市中心市街地活性化協議

会」などの委員として参画しました。 

・学生を主体として、伯耆町添谷地区との地域交

流を積極的に展開しました。 

・中海テレビ放送において、「未来への授業」を引

続き制作、放映しました。 

・大山町教育委員会と共催で「第３回出張英語村

in大山町」を開催しました。 

・「循環型社会形成実習・演習Ｂ」の授業で西部地

区の自然エネルギー施設見学と西部サテライ

トキャンパスで地域電力会社について企業と

ディスカッションを実施しました。 

・サステイナビリティ研究所と共同開催で SDGs

の観点に立った、小学生を対象とした「エネル

ギー教室」を８月に開催しました。 

・鳥取県経済同友会西部地区 SDGs 特別検討委員

会と共同開催で本学教員を講師とした講演会

を米子市で開催しました。 

○ 引き続き地域活性化・地

域貢献に関する研究３５テ

ーマ以上、成果の発表３０

回以上を目指します。

（No.82） 

・令和元年度には、30 件の地域活性化に関する研

究・受託調査を行いました。 

・また、成果発表については、学外講義や公開講

座等により 30件の成果発表を行いました。 3 

    



○ 地域住民等が気軽に英語

村を利用することができる

よう、引き続きまちなかキ

ャンパスでの「まちなか英

語村」を定期的に開催する

とともに、東・中・西部の市

町村にも出向いて「出張英

語村」を開催します。

（No.83） 

・毎週木曜日（祝日、年末年始などは除く）に、

まちなかキャンパスで「まちなか英語村」を実

施しました。合計で 1007人が参加されました。 

・また、東部・中部・西部地域の各市町及び兵庫

県の新温泉町で出張英語村を開催し413人が参

加しました。 

3 

    

 

  



大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上 
   

小項目 ３ 社会貢献・地域貢献 

（２）地域の学校との連携 

   

      

中期目標 子どもたちの知的好奇心を高める「学びの場」として活用されるよう、県内全域の小中学校、高校との連携を強化する。 

また、出前授業や英語村等の積極的な実施によって、本学への関心を高める。 

 達成すべき数値目標等  

  ・小中学校、高校への出前授業回数 … 毎年度２８回以上実施する。 

・小中学校、高校の公式行事としての利用回数 … 毎年度２５回以上の利用を目指す。       

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

⑥地域の学校との連携 

現在、教員派遣や受入れ、

出前授業等を行っている高・

大連携の更なる充実を目指

すため、県下の小・中・高校

への教員の派遣、夏期休業中

のセミナーや出張英語村の

開催など、教育支援に取り組

みます。 

【数値指標の年次的目標等】 

・小中学校、高校への出前授

業回数  

 毎年度 28 回以上の実施を

目指します                       

・小中学校、高校の公式行事

としての利用回数 

毎年度 25 回以上の利用を

目指します                        

○ 鳥取県教育委員会との

協定に基づき、引き続き県

下の小中学校、高校への教

員の派遣や、教育支援に取

り組みます。（No.84） 

・令和元年度の高大連携は、５高等学校、10テー

マについて、９名の教員を派遣しました。 

 

・県内の小中学校等から依頼のあった学習支援ボ

ランティアに学生７名（４件）が参加しました。 

3 

    



○ ホームページで出前授

業の一覧を公開し、近隣県

での利用を薦めます。

（No.85） 

・出前授業の内容及び一覧をホームページで公開

するとともに、県内高校及び近隣県の高校訪問

時に紹介し周知に努めました、 

・鳥取県高等学校長協会との意見交換会でも紹介

し、各校での利用をお願いしました。 

3 

    

○ 小中学校、高校への出前

授業２８回以上、英語村な

どの施設の小中学校、高校

の公式行事としての利用

回数２５回以上を目指し

ます。また、西部サテライ

トキャンパスでも「出張英

語村」「科学教室」を開催

します。（No.86） 

・令和元年度は、出前授業 12件、出張英語村 11

件の計 23件を実施しました。 

・高校、小中学校の大学見学は 12 回、英語村の

来村３回、計 15回の受入を行いました。 

・西部サテライトキャンパスでも、次のとおり実

施しました。 

 出張英語村 in米子、出張英語村 in大山町、英

語村クリスマスパーティ at 西部サテライトキ

ャンパスを各１回開催（出張英語村 in 米子３

月開催はコロナの影響で中止）。 

 科学教室についてはサステイナビリティ研究

所と共同開催で小学生を対象とした「エネルギ

ー教室」として開催。 

 

2 

    

⑦ＴＵＥＳサポーターの任

命 

○ 地域で活躍する青年や

高校ＰＴＡ代表者、本学学

生の保護者で構成するＴ

ＵＥＳサポーターとの意

見交換（ＴＵＥＳ青年懇話

会）を開催し、いただいた

意見や提案を大学運営に

反映します。（No.87） 

・地域で活躍する青年、高校 PTA関係者及び本学

学生の保護者を TUES サポーターに任命し、本

学役職員との意見交換会（TUES青年懇話会）を

開催しました。学生の人材育成や大学の魅力向

上などについて貴重な意見を伺い大学運営の

参考としました。 3 

  

  



 

大項目 Ⅰ 大学の教育等の質の向上 
   

小項目 ３ 社会貢献・地域貢献 

（３）国際交流 

   

      

中期目標 ① 海外大学との連携をスムーズに展開するための体制を整備し、一層の大学相互間での教育・研究の進歩、発展がなされる

交流となるための取組を推進する。 

② グローバルに活躍できる人材を育成するため、留学機会を提供するための方策の充実を図るとともに、積極的な派遣や

受入れのための取組を推進する。 

達成すべき数値目標等  

  ・海外大学との学生交流・文化交流 … 毎年度学生数５０人、交流回数１０回以上を目指す。 

・海外大学との教員交流・学術交流 … 連携大学数を増加し、共同研究を実施する。 
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

（２）国際交流に関する目標

達成のための計画 

①海外大学との交流推進と

環境整備 

国際交流センターを通じ

て、海外大学等との交流を推

進するとともに、県内外の国

際交流に関する団体等との

連携を強め、大学の国際化を

図ります。 

 現在協定を締結している

大学とは、学生交流をはじ

め、交換留学や研究交流等の

（２）国際交流に関する目標

を達成するための措置 

①海外大学との交流推進と

環境整備 

○ 平成３１年度も引き続

き清州大学（韓国）との間

で相互に留学を実施する

とともに、清州大学、ウラ

ジオストク国立経済サー

ビス大学（ロシア）及びミ

ドルベリー大学（米国）等

との交流を継続します。

（No.88） 

・令和元年度は、日韓関係の情勢を受けて、研修

交流事業が中止となったほか、ユニテック工科

大学の外国語学科の廃止等、一部計画通りの交

流事業が実施できませんでしたが、その他の事

業については計画通りに実施しました。 

・新たな協定校として、セントラルクリスチャン

カレッジ・カンザスとの交流に向けて交渉を進

め、協定の締結に向けて概ね合意を得ました。 
3 

    



実績を重ねるとともに、協定

締結大学数の拡大に向けた

取組を進めながら、更なる大

学相互間での教育・研究の推

進を図ります。 

また、海外からの留学生の

住居や研修できる施設の整

備について検討します。 

【数値指標の年次的目標等】 

・海外大学との学生交流・文

化交流 

毎年度、学生 50人以上、

交流回数 10 回以上を目指

します。 

・海外大学との教員交流・学

術交流 

  中期計画中に連携大学数

を増加させるとともに、共

同研究を実施することを目

指します。 

○ これまでの海外大学と

の教員交流の実績を踏ま

え、共同研究の実施に取り

組みます。（No.89） 

・海外の大学との共同研究を推進するために海外

出張する場合の旅費の一部を助成する制度を設

け、２名の教員に助成を行いました。同制度を

引き続き運用するとともに、これらの交流から

共同研究の実現に結びつくよう引き続き支援し

ていきます。 

3 

    

○ 海外大学との学生交流・

文化交流について、参加学

生数５０人以上、交流回数

１０回以上を目指します。

（No.90） 

・令和元年度は、韓国清州大学との交流事業が日

韓関係の悪化を受けて中止となりましたが、鳥

取県の交流事業への派遣等により、８回の交流

機会に本学の学生 58 人が参加しました。 

【派遣】19人 

① ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ国立経済ｻｰﾋﾞｽ大学：10人 

②鳥取県・江原道友好 25周年交流：３人 

 ③東ｱｼﾞｱ政府観光ﾌｫｰﾗﾑ：２人 

 ④ｸﾌﾞﾁ砂漠植林活動：２人 

 ⑤ユニテック工科大学：２人 

【受入時】39人 

① ﾐﾄﾞﾙﾍﾞﾘｰ大学：７人 

②台湾学生交流団：16人 

③ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ国立経済ｻｰﾋﾞｽ大学：16人 

3 

    

○ 職員住宅の一部を改修

し、海外からの留学生の生

活支援及び在学生との交

流促進のための機能を整

備します。（No.91） 

・改修に向けて設計に着手しましたが、設計の

過程で法令の規定により寄宿舎への用途変

更が不可能であることが判明したため、設計

を中止しました。今後の職員住宅の活用につ

いては、外部有識者を交えた検討会議を設置

し検討します。 

・留学生の生活支援及び在学生との交流促進の

ため、令和元年度に新たに「留学生サポータ

ー」制度を開始し、留学生の大学生活のサポー

トを行いました。 

3 

  



②海外留学の促進 

学生の海外留学を促進す

るため、外国人スタッフとの

英会話等を通じて、楽しみな

がら異文化体験や基礎的な

英語コミュニケーション能

力を身に付けることが出来

る「英語村」の充実を図ると

ともに、語学の資格取得に対

して受検費用の一部を助成

することにより語学力の更

なる向上を支援します。ま

た、海外留学を行う学生に対

し、渡航費の一部助成の支援

を引き続き行います。 

【数値指標の年次的目標等】 

・留学経験学生数 

 H30:40人 

 H31:40人 

 H32:45人 

 H33:45人 

 H34:50人 

 H35:50人 

 

○ 英語村では、スタッフと

会話しながら英語を理解

する力や伝える力をより

高めるために、活動内容の

充実強化を図ります。

（No.92） 

・英語村スタッフとのチャットによる学生の英

語力の向上に努めたほか、学生の意見を踏ま

えタレントショーや語学留学体験の発表な

ど、学生主体のアクティビティを充実させる

ことにより、学生の参加意欲を高めました。 

3 

  

○ 英語村の利用による異

文化体験、学生への情報発

信及びカウンセリング等

を通じ、海外留学に対する

意 欲 を 醸 成 し ま す 。

（No.93） 

・英語村の活動を通じた異文化の紹介、国際交流

センター職員のカウンセリング、海外留学を経

験した学生による体験談など、あらゆる機会を

捉えて留学意欲の向上を図った結果、令和元年

度は 32人の学生が海外留学を経験しました。 
4 

    

○ 留学を促進するため、留

学先での取得単位を本学

の単位として認定する制

度を、検討します。また、

海外語学実習科目につい

ては、今後の実施方法、実

施校等について検討しま

す。（No.94） 

・学術交流協定等を締結している海外の大学への

留学を利用して「海外英語実習(12)」「海外語学

実習(16)で単位認定する仕組みを整えており、

海外語学実習(16)で 13名が単位修得しました。 

・清州大学との交換留学においては、帰国後に韓

国語担当教員の評価により「韓国語」の単位認

定する仕組みも整えています。 

・今後も引き続き、より学生が留学しやすい制度

設計について検討します。 

3 

    

○ 留学経験学生９０人以

上を目指し、引き続き留学

を促進するための経済的

支援を行うとともに、英語

力が中級レベル（ＣＥＦ

Ｒ：Ｂ１レベル）以上の学

生を対象とするカッセル

大学（ドイツ）での語学研

修プログラムを新たに実

施するほか、語学レベルの

向上に対するインセンテ

・令和元年度は、学生への助成金額を拡充したほ

か、新たに開始したドイツカッセル大学への短

期留学は、渡航前に CEFR における B1 レベルの

英語力を身につけていることを条件とし、助成

金額を引き上げるなど学生の留学意欲のｲﾝｾﾝﾃｨ

ﾌﾞとなるよう制度の見直しを行いました。 

・令和元年度に海外大学等に留学した学生は 34

名で、在籍学生のうち留学（交換留学、語学研

修）を経験した学生の数は、92人となりました。 

＜語学研修＞ 

  ①カッセル大学／ドイツ     10人 

4 

  



ィブとなるよう留学を希

望する学生への経済的支

援制度の見直しを行いま

す。（No.95） 

  ②ﾜｰﾅｰﾊﾟｼﾌｨｯｸ大学／アメリカ   ５人 

  ③ボンド大学／オーストラリア  17人 

④ﾕﾆﾃｯｸ工科大学／ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ   ２人 

※ﾄﾘﾆﾃｨ・ｳｴｽﾀﾝ大学／ｶﾅﾀﾞは 13 人が参加予定で

あったが新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの拡大により派遣中止。 

③国際交流窓口機能の充実 

国際交流の窓口である本

学の国際交流センターを通

して、鳥取県国際交流財団、

鳥取大学国際交流センター

及び JICA 中国国際センター

等と連携を図り、外国人留学

生の受入れや留学生の派遣、

留学支援に関する情報を収

集するとともに、情報交換等

を通じて大学の国際化等を

図っていきます。 

 

○ 鳥取県国際交流財団、鳥

取大学国際交流センター、

鳥取県留学生交流推進会

議等との意見交換等を通

じ、引き続き外国人留学生

の受入れや留学生の派遣、

留学支援に関する情報の

収集、検討を行います。

（No.96） 

・外部団体の諸会議への参加や日頃の情報連携を

通じて、外国人留学生の受入や生活支援などを

充実させるよう取り組みました。 

・本学で受入している留学生の学生生活を支援す

るため、国際交流センターの複数の職員が相談

にあたっています。 

・留学支援に関しては、国際交流センターと英語

村が、留学情報の発信だけに留まらない総合的

な相談窓口となり、学生の不安解消や動機付け

等を行うとともに、一人ひとりの状況や希望に

合わせて相談に応じています。 

3 

    

○ 外国人留学生の受け入

れを行うため、引き続き教

育環境の整備や奨学制度

の実施、相談窓口の設置な

ど、安心して大学生活を送

ることができるよう外国

人留学生を支援します。

（再掲 No.54） 

・国際交流センターの専任職員が外国人留学生の

生活面の相談に対応したほか、新たに開始した

「学生サポーター」が留学生との交流を深め、

異文化を理解しながら、留学生の大学生活のサ

ポートを行いました。 

・また、市内の日本語学校に委託し、毎週１回の

外国人留学生への日本語習得の特別授業を新

たに実施し、学業及び生活面での語学支援を行

いました。 

・本学独自の私費外国人留学生の入学料・授業料

減免制度を利用して、令和元年度は３名の授業

料減免を行いました。 

4 

    

 



大項目 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
   

小項目 １ 経営体制 
   

      

中期目標 健全かつ強固なガバナンスを構築し、将来にわたって安定的で持続可能な大学経営を行うため、学生や地域のニーズを把

握するとともに、機動的で積極的な運営が可能となる体制を整備し、理事長（学長）がリーダーシップを十分に発揮した経営

を行う。 

このため、理事長（学長）のもとで、県民の意見を十分把握し、外部の有益な意見を積極的に取り入れ、教職員が一致団結

して、継続的に大学の経営改善に取り組む体制を構築する。 

 達成すべき数値目標等  

 ・全学的な大学行事への参画率 … オープンキャンパス、出前授業等の教職員参加率８０％以上を目指す。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

１ 経営体制に関する目標達

成のための計画 

理事長（学長）の下に教職員

が一丸となって大学運営に取

り組むために、幹部会議等に

おいて、法人及び大学の運営

全般及び重要事項について協

議し、情報を共有するととも

に、学外理事及び経営審議会、

教育研究審議会の学外委員の

意見を大学運営に十分反映す

る体制を構築します。 

さらに、理事長がリーダー

シップを発揮できるよう、事

務局体制を整備し、健全な大

学運営を行っていきます。  

○ 引き続き幹部会議等を適

切に運営し、学内での情報

共有と意思決定の迅速化を

図ります。また、経営審議

会、教育研究審議会の学外

委員の意見を大学運営に反

映します。（No.97）  

・幹部会議は、定例的に開催し予算、決算や大学

運営に関係する重要な事案（法人の財政、大学

内の組織改正、入試改革、内部質保証の検討、

３ポリシーの検討）など、大学の新たな取組に

ついて、協議、情報共有を行いました。（令和元

年度：定例 23回、臨時４回開催） 

・令和元年度は、経営審議会、教育研究審議会を

各４回開催しました。年度計画や予算編成、重

要規程の制定等に係る審議を通じて学外委員の

意見を反映しました。 

3 

    

○ 教職員一人ひとりが大

学運営に対する意識を高

めることにより、引き続き

オープンキャンパス等全

学的行事への教職員参加

率８０％以上を目指しま

す。（No.98） 

 

・全教職員のうち 95％が参加しました。職員は運 

営スタッフとして、教員はイベント(模擬授業、

研究室公開)を担当しました。 

4 

  

 

  



大項目 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化       

小項目 ２ 地域に開かれた大学づくり        
          

中期目標 大学の教育・研究や地域連携の諸活動、大学運営状況等に関する情報の積極的な周知、情報公開を行う。 

また、行政、県内企業、団体と連携した取組を推進するとともに、外部との迅速かつ円滑な意思疎通を図り、大学運営に参

画する外部有識者等の優れた知見を的確に取り入れるなど、連携活動を効果的に実施するとともに、地域社会の要請に応え

大学運営に反映されるよう、諸活動の点検・評価を行い、改善・向上に向けた取組を推進する。 

 達成すべき数値目標等  

  ・高校、保護者等との意見交換 … 県内高校や経済界等との意見交換、保護者会を毎年度開催する。  

            

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

２ 地域に開かれた大学づく

りに関する目標達成のため

の計画 

教育・研究や社会貢献の成

果・実績やイベント情報をマ

スメディアに情報提供すると

ともに、「県政だより」や「鳥

取市報」を活用して大学をア

ピールします。また、大学ホー

ムページを使いやすく分かり

やすい中身に刷新するなど、

積極的な情報発信を行いま

す。 

県内高等学校長及び県内経

済団体との意見交換の場を毎

年度設定するとともに、高校

の進路指導担当教員との連絡

調整を密に行うことにより、

高校の大学教育に対する期待

○ 引き続きホームページの

コンテンツの充実や本学の

様々な活動について積極的

にマスメディアに情報提供

するとともに、「県政だよ

り」や「とっとり市報」を活

用して活動内容をアピール

します。（No.99） 

・本学主催で開催した講演会、シンポジウム等で大

学案内、公開講座等のチラシ配布を行うなど情報

発信に努めました。 

・とっとり市報にイベント告知等を毎月掲載し、参

加促進を図りました。 

・公式ホームページでは「TUESレポート」97件（前

年比 138%）、「お知らせ」120件（前年比 152%）を

掲載しました。 

・マスコミへの資料提供件数 39件（前年比 67%）行

いました。 

・情報収集体制強化のために、毎月１回全教職員に

対して、情報提供を依頼するメールを送信するな

ど、学内の情報収集に努めるとともに、定期的に

広報を意識してもらえるよう努めました。 

・各種 SNSを活用し、即時性のある情報発信や、  

オープンキャンパスにおいてイベント情報の随時

発信などを引き続き行いました。また、学部が SNS

を利用するにあたり、必要に応じて運用支援を行

いました。 

4 

    



や要望を聞き取ります。併せ

て、教育委員会とも緊密な関

係を構築し、県・市と連携しな

がら大学の運営・教育の改革

を進めます。在学生の保護者

会を毎年度開催し、大学を取

り巻く社会環境をはじめ、本

学の教育、研究及び社会貢献

活動に関する報告を行い、大

学に対する理解を深めるとと

もに、保護者からの要望や意

見を基に、その後の学生支援

等に活かします。 

【数値指標の年次的目標等】 

・全学的な大学行事への参

画率  

毎年度、オープンキャ

ンパス、出前講座等の全

学的行事への教職員参加

率 80％以上を目指します 

・高校、経済団体、保護者等

との意見交換会の実施 

毎年度、県内高校及び

経済団体との意見交換会

並びに保護者会の開催を

○ ホームページをリニュー

アルし、本学の情報を効果

的に発信します。（No.100） 

  

・ホームページ管理システムの老朽化による更新に

あわせて、ホームページデザインの変更を実施し

ました。 

・公式ホームページでは「TUESレポート」97件、「お

知らせ」120件を掲載しました。 

 

3 

    

○ 引き続き、講演会、シンポ

ジウム等の機会を活用し、

案内、説明、チラシ配布等情

報発信を積極的に行いま

す。（No.101） 

・本学主催の講演会、シンポジウム等で大学案内、

公開講座等のチラシ配布を行うなど情報発信を行

いました。 3 

  

○ 設置者の協力を得なが

ら、大学活動に関する県民

の認識や要望についてのア

ンケートを実施します。

（No.102） 

・大規模な県民アンケート（県政参画電子アンケー

ト）の実施には至りませんでしたが、平成 30年度

に設けた TUES青年懇話会や公立鳥取環境大学を支

援する会との産学官連携に関する懇談会等の機会

を利用して、外部の様々な意見を聴き、大学運営の

参考にしました。 

3 

  

○ 県内高等学校長との意見

交換会、進路指導担当教員

説明会を開催し、引き続き

本学の教育に対する期待や

要望を聞き取ります。

（No.103） 

・県内高等学校長との意見交換会を９月 26日に倉吉

で開催し、31校の出席をいただきました。 

・６月５日、14 日に高校教員対象説明会を本学と米

子で開催し、大学説明を行いました。(26校、36名

参加) 

3 

    



目指します。 ○ 在学生の保護者に対し、

学報や成績表等を送付し、

本学や学生の現状を報告す

るとともに、必要に応じて

保護者と教職員が面談を行

うなど、引き続ききめ細か

く学生を支援します。また、

保護者会を開催します。

（No.104） 

 

・前年度に引き続き、個人情報の適正な管理に配  

慮の上、前期（９月)、後期（翌年度４月）の２回、

成績通知書を保証人に送付しました。 

・進級要件が適用される 16 カリキュラムの学業成

績不振者及びその保証人に対し、前期・後期に書

面により注意喚起を行いました。また、12カリキ

ュラム以前の学業成績不振者及びその保証人に対

し、後期に書面により注意喚起を行いました。 

・注意喚起の対象学生に対して「修学状況調査票」

の記入を求めることで、自身の修学に対しての振

り返りと今後の修学意思を確認させ、継続して修

学を希望する学生については保証人との相談やチ

ューター面談を経て翌期に備える仕組みとしてい

ます。 

・保護者懇談会を 11月 16日に実施し、79世帯の参

加がありました（個別懇談会 59世帯、学部別説明

会 68世帯、施設見学会 50世帯）。参加した保護者

のアンケートでは、「より大学を近くに感じられ

た」、「授業の仕組みやゼミ活動、就職活動に理解

が進んだ」、「サポート体制等が充実していて安心

できた」等の意見をいただきました。 

4 

    

 ○ また、公立鳥取環境大学

を支援する会等を通じて、

経済界等と意見交換を実施

します。（No.105） 

 

・「公立鳥取環境大学を支援する会 定期総会」にて、

学生が「智頭の森ブランディング」をテーマにゼ

ミ活動の成果を発表したほか、学部長が経営学部

の取組を紹介し、会員と意見交換を行いました。 

・「公立鳥取環境大学との産学官連携に関する懇談

会」では、環大コンペ１位の学生グループによる

「みんなの森フェス！2019」、経営学部竹内ゼミ

の学生による「プロジェクト・ヘルシュの実践」

の発表のほか、環境学部の取り組みを紹介し、支

援する会の会員企業や鳥取県、鳥取市との意見交

換を行いました。 

3 

  

 



 

大項目 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
   

小項目 ３ 事務局の組織・人事制度と人材育成 
   

      

中期目標 （１）教職員の資質向上を図るため、研修への参加促進や研修内容の改善などによるＳＤ（スタッフ・ディベロップメント。

大学職員の能力開発）の充実、また、他大学や他機関との人事交流などの具体的な取組を実施し、多彩で有能な教職員養

成を行う。 

（２）人事評価制度の内容を常に見直しながら、効果的に活用することで、職員の意欲や熱意を高めるとともに公立大学の職

員としての人材育成を考慮した人事を行う。  
  

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

３ 事務局の組織・人事制度

と人材育成に関する目標達

成のための計画 

（１）多彩で有能な事務職員

養成 

大学職員としての基本的知

識や、大学を取り巻く環境、他

大学の先進的な取組を学び、

その知識等を学内に活かせる

よう、外部で開催される研修

会等への参加やＳＤを計画的

に実施します。 

 また、他大学の先進的な大

学運営業務や運営方法につい

て調査・確認することによっ

て、本学での展開や応用を通

しての業務改善に繋げるとと

もに、他大学職員との交流を

通じて、事務職員間のネット

ワークを構築していきます。 

 中期計画期間内には、設置

者との連携を図り、企画提案

３ 事務局の組織・人事制度

と人材育成に関する目標を

達成するための措置 

（１）多彩で有能な事務職員

養成 

○ 職員の能力及び資質の向

上を図り、その知識を学内

に活かせるよう、計画的に

ＳＤ（スタッフ・ディベロッ

プメント）を実施します。

（No.106） 

・平成 29 年度から教員もＳＤの対象となったこ

とから、令和元年度よりＳＤ推進委員会委員の

構成を変更し、以下の研修を実施しました。 

 

・教育の質保証の推進（総合戦略室） 

・情報システム研修～学内情報システムに関する 

使用上の注意～（図書情報課） 

・2020年度以降の受験生を考える（入試広報課） 

・第１回救急救命講習（総務課） 

・知的財産入門～大学でも必要な『知財』とは～ 

（企画交流推進課） 

・コミュニケーション研修～承認のスキルで 

働きやすい職場環境をつくる～（総務課） 

・コンプライアンス研修 

～公立大学の現状と将来像～（総務課） 

3 

    

○ 公立大学協会主催の研

修、鳥取県職員人材開発セ

ンター主催の研修等に参加

し、引き続き事務職員とし

ての能力開発を行います。

また、外部のノウハウを活

用し、人材育成について、体

系的なプログラムを実施し

ます。（No.107） 

・公大協及び県主催の研修に引き続き参加してい

ます。 

○県主催 昇任後研修など能力開発研修多数 

○公大協主催 

 公立大学職員セミナー、教務系実務者研修、 

職員基礎研修、会計セミナー、若手職員セミナ

ー、入学者選抜分科会 

○他大学との情報交換 

公立大学法人等運営事務研究会（高知工科大） 

3 

  



力・実行力を兼ね備えた人材

の育成を目指して、設置者へ

の派遣研修を引き続き実施し

ます。  

 ○人材育成 

所属長面談等を通じて職員のキャリアビジョ

ンの形成や業務目標に対する意識の向上等を

図りました。 

○ 公設民営大学から公立大

学化した大学（高知工科大

学、名桜大学、静岡文化芸

術大学、長岡造形大学ほ

か）との研修会に参加し意

見交換をすることにより、

他大学の優れた業務遂行方

法や仕組み等を吸収し、他

大学職員との交流も同時に

深めます。（No.108） 

・公立大学法人高知工科大学において開催された

実務研修会に、事務局長及び職員１名が参加

し、関係団体との人事交流を通じて見えてくる

公立大学法人を取り巻く課題について、参加大

学との意見交換を行い、交流を深めました。 
3 

    

（２）事務職員人事評価制度

の導入 

新しく導入した事務職員人

事評価制度を活用により、職

務遂行能力と成果を踏まえた

評価を行い、評価結果を給与

や昇任に反映させ、活力に満

ちた職員組織を目指します。

また、年齢構成にも配慮し、若

手事務職員の採用を計画的に

行うとともに、定期的・計画的

な人事異動により、組織の流

動化を図り、組織を活性化し

ます。  

○ 引き続き評価結果を昇任

や昇給、異動等に反映させ

るとともに人材育成に活用

する評価制度に取り組みま

す。（No.109） 

・事務職員に対する人事評価を行っており、評価

結果を定期昇給時の昇給数に加味しています。 

 3 

    

○ 業務の繁忙を勘案し、必

要に応じて人事異動を行い

組織の活性化を図ります。

（No.110）  

・令和元年４月に総務課内に総合戦略室を設置す

るなど必要に応じて人事異動を行いました。 

3 

    

 

  



 

大項目 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化 
   

小項目 ４ 大学の効率化・合理化 
   

      

中期目標 限られた財政、人的資源で効率的に大学運営が行える体制を整備し、常に点検・見直しがなされるための具体的な策を講

じ、効率的、合理的な業務運営を図る。 

教員、職員の定員規模についても、質の高い教育環境の維持を担保しつつ、効率的な運営が図れるスリムで合理的な体制

を目指し、点検・見直しを行う。  

      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

４ 大学の効率化・合理化に

関する目標達成のための計

画 

限られた財政資源、人的資

源で効率的に大学運営を行い

ます。収入の安定化・拡大を図

るためには、志願者数や入学

者数の安定的な確保や学納金

の確保等が重要であり、授業

料未納の状況等の年々の課題

を分析し、具体的な対策を講

じます。予算は、大学運営の優

先順位に基づき、全学的、戦略

的に配分します。 

理事長の迅速な意思決定を

補佐するため、役員をメンバ

ーとした幹部会議等で検討

し、理事長（学長）のリーダー

シップの下、教職員が一丸と

なる体制とし、効率的な予算

執行を行います。 

教員、事務職員の定員規模

○ 予算を編成するにあたっ

ては、限られた財政資源を

有効活用することを念頭

に、重点的に取り組むべき

事項を定め、具体的な課題

に対し、大学運営の優先順

位に基づき、全学的、戦略的

に配分します。（No.111） 

・令和２年度当初予算編成方針において、次のと

おり、戦略的かつ重点的に取り組む事項及び第

２期中期計画を円滑に行うための重点実施事

業を定めて、予算化・事業化しました。 

 

3 

    



については、大学設置基準に

基づき配置するとともに、教

員人事制度、事務職員人事制

度及びＦＤ、ＳＤにより、質の

高い教職員を養成し、効率的

な運営が図られるスリムで合

理的な体制とします。  

○ 継続事業については事業

目的を再確認するとともに

内容を点検し、廃止の可能

性や実施の必要性を十分検

討するとともに、継続する

場合には、トータルコスト

を考慮し、より効果が見込

めるような見直しを行いま

す。（No.112） 

・令和２年度当初予算編成の中で、ヒアリング等

により事業の費用に対する効果検証や必要性

の再確認を行いました。その中で事業の実施に

ついて見直しした結果を反映して予算化しま

した。 3 

    



○ 常にコスト意識をもった

予算管理を徹底するととも

に、複数年契約など契約内

容の見直しや、契約におけ

る競争的環境を確保するな

ど、引き続き経費削減に努

めます。（No.113） 

・複数者から参考見積を徴収し予定価格を決める 

等、コストを意識して入札・契約事務をおこな

うことで、費用低減に努めました。 

・契約事務取扱規程に基づき、契約金額が高額に

なる案件を中心に複数年契約を積極的に導入

し、コスト削減に努めました。 

3 

    

○ 教育研究等を効率的、効

果的に行っていくための組

織づくりを引き続き進めま

す。（No.114） 

・学部・センター事務室において研究費や教材費

の予算執行など教員の事務の支援に係る事務を

行っています。 3 

    

○ 経営・教学の主要な役職

員をメンバーとした幹部会

議等により、経営上の課題

等も共有し、引き続き効率

的な予算執行を行います。

（No.115） 

・当初予算、補正予算の編成にあたって、事前に 

幹部会議で方針決定を行い、課題を共有すると

ともに、方向性を明確にした上で、審議会に諮

りました。また、効率的な予算執行をおこなう

ため、各部局で予算管理の徹底に努め、結果と

して当期総利益 23,204千円を確保しました。 

3 

    

○ 教員人事評価制度、職員

人事評価制度及びＦＤ・Ｓ

Ｄ研修等により、引き続き

質の高い教職員を養成しま

す。（No.116） 

・情報システムやコミュニケーション等多様なテ

ーマでＳＤ研修を実施しました。 

・職員人事評価に関し、職員の面談において、職 

員一人一人が自己の業務目標を明確にし、能力

を向上させるため、面談シートを用いる等、人

事評価の工夫を図っています。 

3 

    

 



大項目 Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善 
   

小項目 １ 安定的な経営確保 
   

      

中期目標 （１）収入の拡大策を常に検討し、無駄な支出の抑制に努め、経営の安定化を実現する。 

（２）公立大学として、大学運営の財政的な健全性を確保するとともに、県民・市民に対する説明責任が果たせるよう、常に

運営状況を把握・分析し、適切な管理・運用を行う。 

 達成すべき数値目標等  

   ・黒字化 … 運営費交付金は地方交付税算入試算額以内とし、黒字化を維持する。 

・収入額 … 年間７億円以上を達成する。 

・自己財源比率 … 中四国公立大学平均以上を目指す。 

 ・経常的支出（※）に占める人件費の割合 … 中四国公立大学平均以内を目指す。 
  ※経常的支出：施設改修等による臨時的経費、政策的に県・市から委託又は補助される事 

業や外部からの受託研究等に要する経費を除いた額。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

１ 安定的な経営確保に関す

る目標達成のための計画 

平成３２年度入試から実施

される入試改革や、受験者数

が大幅に減少していく２０１

８年度問題等、今後も多くの

難しい問題に直面しますが、

理事長（学長）のリーダーシッ

プの下、教職員一丸となった

大学経営・運営を行い、公立鳥

取環境大学の発展に繋げま

す。  

   

【数値指標の年次的目標等】 

・黒字化  

１ 安定的な経営確保に関す

る目標を達成するための措

置 

○ 法人及び大学の運営全般

や重要事項について幹部会

議等で協議、情報共有し、適

切に大学の経営・運営を引

き続き行います。（No.117）  

・幹部会議を月２回定例開催し、予算、決算など

法人財政や大学運営に関係する重要な事案に

ついて、協議、情報共有を行いました。 

・2021年度入試を見据えた入学定員の増、入学者

選抜制度改革、副専攻カリキュラムの導入な

ど、大学の新たな取組を検討しました。 

3 

    

○ 安定的経営を確保するた

めには、志願者の安定確保

と入学定員の充足が不可欠

であり、志願者確保に向け

た取組を引き続き実施しま

す。（No.118）  

・令和２年度入試は、志願倍率 4.9倍、定員充足

率 110.9％となりました。 

4 

    



運営費交付金は地方交付税

算入試算額以内とし、黒字化

を維持します 

・収入額 ： 年間７億円以

上を達成します 

・自己財源比率 ： 中四国

公立大学平均以上を目指

します 

・経常的支出に占める人件

費の割合 ：中四国公立大

学平均以内を目指します 

○ 収入額７億円以上を達成

し、経常的支出に占める人

件費の割合は中四国公立大

学平均以内を目指します。

（No.119）  

・令和元年度は次のとおり目標を達成しました。 

  自己財源   882百万円 

  人件費割合   63.8％（目標 67.8％以内） 

 
4 

    

○ 自己財源比率について

は、中四国公立大学平均以

上を目指します。（No.120）  

・令和元年度は次のとおり目標を達成しました。 

自己財源比率  54.0％（目標 47.2％以上） 

 

4 

    

○ 第２期中期計画の目標を

円滑に達成するための重点

事項を定め実施します。

（No.121） 

 

 

・令和２年度も、年度計画の戦略的かつ重点的に

取り組むべき事項を次のとおり定め実施しま

す。 

１ 教育研究 

２ 入試・広報 

３ 就職活動支援 

４ 修学・学生生活支援 

５ 国際交流 

６ 地域・産官学連携 

７ 組織・業務体制等  

3 

  

 

  



大項目 Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善 
   

小項目 ２ 志願者確保 
   

      

中期目標 アドミッション・ポリシーに基づき、学生募集及び入学者選抜の制度を整備し、体制を強化するとともに、学生の受入れの

適切性及び優れた学生の確保に向けた取組を常に点検・評価し、改善・向上に取り組み、入学定員充足率１００％の維持を目

指す。 

さらに、出前授業や英語村等の積極的な実施によって、本学への関心を高めるとともに、オープンキャンパスや高校訪問、

教員対象説明会及び高校生・保護者向け説明会等により、本学への理解の一層の促進、情報発信の強化を図り、学生から選ば

れる魅力ある大学づくりを推進する。 

また、公立大学としての県民の期待に応えるため、大学の質を一層向上させるとともに、県内出身の入学者を増やすため

に、常に志願状況や入試状況等を点検し、高校や地域のニーズも踏まえ、入学定員のあり方や、入学選抜制度のあり方につい

て検討する。 

 達成すべき数値目標等  

・県内入学率 … 中期目標期間内に県内入学率２５％以上を目指す。 

 ・志願倍率 … 国公立大学平均値以上を目指す。 

 ・入学定員充足率 … １００％を達成する。 

  ・オープンキャンパス参加者数 … 毎年度１，０００人以上の参加を目指す。 

※対象者：高校生、保護者、教員等        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

２ 志願者確保に関する目標

達成のための計画 

（１）志願者確保を達成する

ための具体的方策 

志願者を安定的に確保する

とともに、入学定員が充足で

きるよう教職員一丸となって

取り組み、併せて組織体制の

検討を含め、学内体制を強化

します。 

具体的には、志願者データ

の分析による実効性のある広

報を行うとともに、志願者状

２ 志願者確保に関する目標

を達成するための措置 

（１）志願者確保を達成する

ための具体的方策 

○ 入試の志願者データ及び

高校訪問結果に基づき、訪

問地域、高校等の検証を行

い、重点化などの対策を検

討しながら、高校・予備校へ

の訪問、進学相談会を引き

続き開催します。（No.122） 

 

・前年入試結果及び高校訪問結果を検証したうえ 

で、実績が見込める高校に重点的に訪問しまし

た。また、県外での進学相談会、高校教員説明会

の機会を活用し、周辺地域の高校へ訪問し、本学

のＰＲや情報収集を行いました。（訪問校数延べ

387校） 

・鳥取県内を除く地域で鳥取大学と共催で高校教

員説明会を開催し、教員に対し概要・入試説明を

することで本学の知見を深めてもらいました。

（全 40会場 501人参加） 

・進学相談会は、多くの来場者が見込める都市部で

開催される大規模相談会や、本学教員の模擬授

業を行える進学相談会を中心に参加しました。

4 

    



況を踏まえ進路担当者等の高

等学校教員に対する説明会を

開催するなど、検証を重ねな

がらターゲットエリアを精査

し、重点化するなど志願者確

保のための対策を講じます。 

教員による出前授業、在学

生による母校訪問、各地で開

催する教員説明会や進学相談

会等において、本学教育の特

色をアピールするとともに、

オープンキャンパスの参加者

に本学の教育・研究を体感し

ていただくことにより志願者

数の増加に繋げます。 

また、県内志願者確保のた

め、新たに県内入学者促進コ

ーディネーターの配置を検討

するとともに、県内高校対策

として、鳥取県教育委員会と

連携した県内高校への働きか

けと、定期的な高校訪問や教

員説明会、校長との意見交換

会の実施など、きめ細かい対

応を行います。その他、受験媒

体、新聞広告等を効果的に活

用するなど広報活動を戦略的

に展開します。 

 

（72会場 565名来場） 

○ 教員による出前授業、在

学生による母校訪問等にお

いて、本学教育の特色を引

き続きアピールします。

（No.123） 

 

・出前授業は 12件実施し、受講者数は 576名で、 

多くの高校生に本学の教育・研究を紹介し特色

をアピールすることができました。 

・在学生による母校訪問は、直接高校教員に学生の

様子を伝えることができるため効果的である。

本学の春期、夏期休業中に実施しており、休業前

に学内掲示等により学生へＰＲし、促進を図っ

た。（のべ 37名訪問） 

3 

    

○ オープンキャンパスの開

催に際し、高校訪問、高等学

校教員説明会、資料請求者

へのＤＭ、受験情報誌等で

案内するとともに遠隔地か

ら無料の送迎バスを運行

し、引き続き参加者の増加

を図り、参加者数１，０００

人以上を目指します。

（No.124） 

 

・高校に対しては、ポスターチラシの送付ととも

に、高校訪問、教員説明会を通じて周知に努めま

した。 

・受験情報誌・ウェブサイト・新聞広告により広く

周知するともに、TVCM やＪＲの戸袋広告等を実

施しました。個々にはＤＭ送付、進学相談会や高

校ガイダンスにおいて周知し参加者増加に努め

ました。 

・無料送迎バスを運行し、遠隔地の高校生が参加し

やすい環境を整えました。 

・これらの取り組みにより、公立化後最多の来場者

数 1,418名を記録しました。うち 415名（29.3％）

が無料送迎バスを利用しました。 
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○ 中期目標期間内に国公立

大学平均以上の志願者を確

保するとともに入学定員充

足率１００％達成を目指し

ます。（No.125） 

 

国公立大学平均以上（4.3倍）の志願倍率を確保す

るとともに入学定員充足率も 110.9%となり目標を

達成しました。 

本学志願倍率 4.9倍(平成 31年度 6.1倍) 

（募集人員 276人 志願者数 1,360人) 

入学定員充足率 110.9%（募集人員：276人 入学

者 306人） 

4 

  



○ 県内入学者促進コーディ

ネーターを活用し、鳥取県

教育委員会と連携した県内

高校への働きかけと、定期

的な高校訪問や教員説明

会、校長との意見交換会等

を実施します。また県内の

高校生に対しては、高校内

ガイダンスや進学相談会を

通じて、本学の魅力を伝え

るとともに、県内高校に対

して、「鳥取県内出身学生生

活支援制度」を周知し、県内

入学率１７％以上の達成を

目指します。（No.126） 

・県内入学者促進コーディネーターを配置し、鳥取

県教育委員会と連携した県内高校への働きかけ

と、定期的な高校訪問や教員説明会、校長との意

見交換会、県教育委員会との意見交換会等を実

施しました。また県内の高校生に対しては、高校

内ガイダンスや進学相談会を通じて、本学の魅

力を伝えるとともに、県内高校に対して、「鳥取

県内出身学生生活支援制度」を周知しました。 

 県内高校訪問 のべ 57回 

 県内高校ガイダンス 18回 

 県内進学相談会 12回 

・県内入学率 16.0%。(環境学部 10 人 6.6%、経営

学部 39人 25.3%) 
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（２）志願者動向の継続的な

把握と大学の魅力づくりの

方策 

今何が大学に求められてい

るのか、他大学の状況や志願

者動向の継続的な把握や社会

の動向を注視し、時代の要請

に対応した大学となること

と、併せて、時代を先取りする

ような大学となることを目指

し、大学の運営・教育の改善に

取り組みます 

○ 進学相談会、オープンキ

ャンパス等の直接受験生や

その保護者と接触する機会

や、新入生アンケート及び

新入生保護者アンケートに

より、大学選びの基準や教

育内容に対する期待や意見

等を集め、その結果を教職

員全員が情報共有し、引き

続き学生募集活動や教育内

容等の充実に役立てます。

（No.127） 

・県内高校には年２回訪問し、オープンキャンパス

への誘導、入試の周知及び情報収集を行いまし

た。また、６月に高校教員対象説明会を本学と米

子で開催し、昨年度の入試分析結果、令和２年度

入試の説明を行いました。(26校、36名参加) 

・県内高等学校長との意見交換会を９月 26日に倉

吉で開催しました。当日は 31校の出席をいただ

き、近況報告、意見交換を行いました。 
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（３）入試のあり方等の検 

各学部のアドミッション・

ポリシーに基づき、「学力の３

要素」（「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力等」「主体的に

学修に取り組む態度」）を多面

的・総合的に評価し、本学に強

い関心と志望動機のある学生

又は基礎学力の高い学生を、

多様な入試により選抜しま

す。 

 また、平成３２年度から実

施される大学入学共通テスト

や志願者の状況並びに入学者

の成績の追跡調査などを参考

にしながら、入試区分別の定

員や入試方法、入試科目等に

ついて検討を行います。   

【数値指標の年次的目標等】 

・志願倍率  

 H30: 15％ 

 H31: 17％ 

 H32: 19％ 

 H33: 21％ 

 H34: 23％ 

 H35: 25％ 

・オープンキャンパス参加

者数（対象者は、高校生及

（３）入試のあり方等の検討 

○ アドミッション・ポリシ

ーに基づき、入学者の選抜

にあたっては、平成３１年

度入試と同様に一般入試と

特別入試（ＡＯ、推薦）を実

施します。推薦入試につい

ては、専門高校枠・地域枠を

設定します。また、私費外国

人留学生入試、社会人特別

入試も引き続き実施しま

す。（再掲 No.18）  

・入学者受入方針（アドミッションポリシー）を定

め学生募集要項等に記載するとともにホームペ

ージで広く周知しています。 

・令和２年度入試は前年と同様の入試方法でアド

ミッション・ポリシーに基づいた入学試験を実

施しました。 

・ＡＯ入試の志願倍率は 7.6倍（+0.6ポイント）、

推薦入試は 2.3 倍（+0.4 ポイント）と増加しま

した。一般入試は、環境学部のＡ方式と両学部の

Ｂ方式の志願者が大きく減少し、一般入試全体

で 5.7 倍（-2.0 ポイント）と減少しました。令

和２年度入試全体では 4.9 倍（-1.1 ポイント）

となりました。 

・地域枠について検討を行い、県内限定の共通テス

トを利用する推薦入試を令和３年度入試から実

施することとしました。 

・環境学部において、高等学校からの意見も参考に

し、県内限定の新たな推薦入試を令和３年度入

試から実施することとしました。 

・鳥取県内志願者は、両学部とも減少しましたが、

合格者(１名増)、入学者(２名増)は微増となり

ました。また、推薦入試の地域枠について、環境

学部は志願者数が少なかったため、合格基準に

達する受験生がおらず充足しませんでした。一

方、経営学部は県内志願者、合格者とも微増とな

り、地域枠の定員を充足しました。 

・私費外国人留学生入試の志願者は 44名であり、

安定した志願者確保が行えました。 

4 

    



びその保護者、教員等受

験関係者） 

  毎年度、1,000人以上を

目指します 

○ アドミッション・ポリシ

ーに沿った外国人留学生が

入学するよう、私費外国人

留学生入試の選抜方法を検

討します。（再掲 No.19） 

・私費留学生入試の選抜方法を検討した結果、現在

の選抜方法を継続することとしました。 

なお、合格者の入学手続等を円滑に進めるため

手続期間を変更し、改善を図りました。 

3 

  

○ 平成３２年度から始まる

新入試に合わせ、入学者受

入方針（アドミッション・ポ

リシー）を調整するととも

に、入学者の追跡調査、志願

者動向、高校教員・保護者・

地域等の要望及び意見を参

考にして、選抜方法等の詳

細について検討します。 

（再掲 No.20） 

・令和２年度から始まる新入試について、志願者動

向、高校教員・保護者・地域等の要望等を参考に

しながら専門部会で検討しました。地域枠につ

いては、県内限定の共通テストを利用する推薦

入試を 2021年度から実施することとし、概要を

まとめ公表しました。 

・環境学部において、高等学校からの意見も参考に

し、県内限定の新たな推薦入試を 2021年度から

実施することとしました。 

4 

    

  



大項目 Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善 
   

小項目 ３ 自己財源の増加 
   

      

中期目標 （１）学生納付金は、公立大学としての役割を踏まえつつ、他大学の動向、社会情勢等を勘案し、適切な額を設定する。 

（２）活発な研究活動が十分に行えるよう、競争的外部資金の獲得などについて、明確な数値目標を掲げ、積極的な申請等を

推進する。 
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

３ 自己財源の増加に関する

目標達成のための計画 

（１）授業料等の設定 

授業料等学生納付金は、公

立大学が県内における高等教

育の機会均等に果たす役割等

を踏まえつつ適切な額を決定

します。  

３ 自己財源の増加に関する

目標を達成するための措置 

（１）授業料等の設定 

○ 授業料等学生納付金は、

他の公立大学の状況等を踏

まえ設定します。なお、県内

入学生については、入学金

の 減 額 を 行 い ま す 。

（No.128） 

・授業料等納付金は、国立大学の標準額を基本に、

他の公立大学を参考にして引き続き535,800円

としました。 

・入学金については、県外出身者は 282,000円、

県内出身者 188,000円と、引き続き県内出身者

に対して優遇措置を行いました。 

 令和元年度入試 

 県内入学生 学部 49名  研究科 2名 

 

3 

    

（２）競争的外部資金の獲 

競争的研究資金や共同研

究、受託研究などにより外部

資金の獲得を積極的に推進す

るとともに、外部研究資金獲

得の支援体制を整備します。 

外部研究資金の募集情報等を

収集し、教員に対し迅速に提

供するとともに、申請にあた

っては、内容説明を含め申請

書類作成等の支援を実施しま

（２）競争的外部資金の獲得 

○ 学内競争的研究費助成制

度（特別研究費助成）による

研究支援や、各種研究費の

募集情報の迅速な提供など

により、若手研究者の育成

及び研究の活発化を図りま

す。 

（再掲 No.65） 

・学内競争的研究費助成制度（特別研究費助成）

により、「学外研究費獲得助成」「地域連携特別

助成」の２区分で学内公募を行い、応募のあっ

た課題のうち 22 課題を選定し、助成を行いま

した。 

・学外研究費獲得助成枠に採択された研究課題に

ついては、科研費の申請を義務付けたほか、学

会での研究発表への参加旅費の助成や書籍の

出版費の助成などにより、研究の活性化を図り

ました。 

 

4 

  



す。 

 また、外部研究資金の獲得

者、応募者に対しては、学長配

分研究費等のインセンティブ

を与える制度を導入し、外部

資金の申請数と獲得数の増を

働きかけ、研究の活性化を推

進します。 

○ 競争的外部資金は同規模

（教員数）公立大学の平均

新規申請件数以上、近県公

立大学平均採択率以上を目

指します。 

（再掲 No. 67） 

・令和元年度の競争的外部資金のうち、科学研究

費の新規申請数は 21 件で、これは、中国地方

の同規模（教員数）公立大学の平均新規申請数

（18.4件）を上回る数です。 

・また、新規採択件数は６件で、採択率は 26.1%

となり、こちらも中国地方の公立大学の採択率

平均(19.4%)を上回る状況となりました。今後

も大学全体で外部資金の獲得に向けた対策を

継続していきます。 

4 

  

 

  



大項目 Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善 
   

小項目 ４ 経費の抑制 
   

      

中期目標 （１）教育研究水準の維持向上、地域との連携、地方創生の推進に配慮しながら、予算の効率的・弾力的な執行により、職員

人件費を含めた管理的経費の抑制を図る。 

（２）運営経費について、年度計画を策定し、適正な予算執行を実施する。  
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

４ 経費の抑制に関する目標

達成のための計画 

環境に配慮した大学として

の経費削減とコスト意識の醸

成に繋がる省エネルギー、省

資源化の取組については、公

立鳥取環境大学環境方針に盛

り込むとともに、3年ごとに設

定する環境目標の中に、省エ

ネルギー、省資源化に関する

具体的な数値を設定し、環境

マネジメントシステム（EMS）

によりその達成を目指しま

す。 

経費削減については、契約

の見直し（合理化・集約化・複

数年化）、契約方法の競争的環

境の確保、物品購入の一元化、

外部委託、更には作業効率を

高めるための業務改善を行う

など、経営上の課題を把握し、

対策に常に取り組みます。 

定員管理において、教員は、

大学設置基準で定められてい

４ 経費の抑制に関する目標

を達成するための措置 

○ 予算を編成するにあたっ

ては、限られた財政資源を

有効活用することを念頭

に、重点的に取り組むべき

事項を定め、具体的な課題

に対し、大学運営の優先順

位に基づき、全学的、戦略的

に配分します。 

（再掲 No. 111） 

・令和２年度当初予算編成方針において、次のと

おり、戦略的かつ重点的に取り組む事項及び第

２期中期計画を円滑に行うための重点実施事

業を定めて、予算化・事業化しました。 

 

3 

  

  

  

○ 継続事業については事業

目的を再確認するとともに

内容を点検し、廃止の可能

性や実施の必要性を十分検

討するとともに、継続する

場合には、トータルコスト

を考慮し、より効果が見込

めるような見直しを行いま

す。 

（再掲 No.112）  

・令和２年度当初予算編成の中で、ヒアリング等

により事業の費用に対する効果検証や必要性

の再確認を行いました。その中で事業の実施に

ついて見直しした結果を反映して予算化しま

した。 

3 

    



る教員数を確保し、その他教

育研究の向上のために、非常

勤教員を含めた教員配置を行

います。事務職員数は効率的

な業務運営を前提とした正職

員、嘱託職員及びパート職員

の配置を行い、大学の目的を

達成していくための適切な人

員体制を整えます。 

運営経費については、中期

計画を基本として、適正な予

算措置を行います。  

○ 常にコスト意識をもった

予算管理を徹底するととも

に、複数年契約など契約内

容の見直しや、契約におけ

る競争的環境を確保するな

ど、引き続き経費削減に努

めます。 

（再掲 No.113）  

・複数者から参考見積を徴収し予定価格を決める 

等、コストを意識して入札・契約事務をおこな

うことで、費用低減に努めました。 

・契約事務取扱規程に基づき、契約金額が高額に

なる案件を中心に複数年契約を積極的に導入

し、コスト削減に努めました。 3 

    

○ 鳥取県版環境管理システ

ム（TEAS第Ⅰ種）の認証を

受け、本学の環境マネジメ

ントシステムにより、公立

鳥取環境大学環境方針に基

づき策定した３年ごとの実

行目標の達成を目指しま

す。（No.129）  

・令和元年６月 25 日付けで鳥取県版環境管理シ

ステム（TEAS第Ⅰ種）の認証を取得しました。

本学の著しい環境側面の上位３項目（教育、研

究、地域貢献）について、各組織が３か年の実

行目標を設定し、達成に向けて取り組み、概ね

年度内の目標を達成しました。さらに PDCA サ

イクルにより改善を図るとともに、学長のマネ

ジメントレビューを反映し翌年度の目標を設

定することとしています。 

3 

    

○ 定員管理において、本学

の中期目標を達成するため

に必要な非常勤教員を含め

た教員の配置を行います。

事務職員数は効率的な業務

運営を前提とし、引き続き

適切な職員の配置を行いま

す。（No.130） 

・教職員の配置については、定数内で配置してい

ます。令和２年３月１日現在の職員数は、専任

教員：61名（特任教員含む。理事長兼学長、役

員兼務副学長除く）専任事務職員：34名（県２

名・市１名派遣職員含む。事務局長（役員）、再

雇用は除く） 

3 

    



○ 給与制度については、鳥

取県職員の制度に準じる制

度で運用するとともに、嘱

託職員を中期目標に沿って

効率的に配置・活用し、人件

費抑制措置を行います。

（No.131） 

・給与制度は、鳥取県に準じた制度としています。 

正職員の配置を定数内とするとともに、嘱託職

員を事務局内各部署へ効果的に配置し、人件費

抑制に努めています。 

経常的支出に占める人件費率の割合は 64.5％

となり中期目標の目標値を達成しました。 

4 

    

 

  



大項目 Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善 
   

小項目 ５ 資産の運用管理の改善 
   

      

中期目標 （１）教育・研究の質の向上を図る観点での適正な施設整備と活用に努め、適切な維持管理を図る。 

（２）教育・研究に支障のない範囲での施設の積極的な地域開放を行う。 
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

５ 資産の運用管理の改善

に関する目標達成のため

の計画 

（１）適正な施設整備とその

活用 

教育・研究用の実験室等や

図書館機能の充実など、新た

な魅力づくりために必要な

施設・設備について計画的に

整備します。また、建築後１

７年が経過し、耐用年数を超

える機器の整備及び施設を

長期的に利用することを目

的として、平成２９年度に策

５ 資産の運用管理の改善

に関する目標を達成する

ための措置 

（１）適正な施設整備とその

活用 

○ 本学の新たな魅力づく

りと学修環境を整備する

ため、情報メディアセンタ

ーの環境整備を行うとと

もに職員住宅の一部を改

修し、海外からの留学生の

生活支援及び在学生との

交流促進に用います。

（No.132） 

・職員住宅改修に向けて設計に着手しました

が、設計の過程で法令の規定により寄宿舎へ

の用途変更が不可能であることが判明した

ため、設計を中止しました。今後の職員住宅

の活用については、外部有識者を交えた検討

会議を設置し検討します。 

2 

    



定した施設保全計画に基づ

き計画的な修繕等を行いま

す。 

○ 施設の長期利用を目指

し、施設保全計画に基づ

き、計画的に修繕等を実施

します。（No.133） 

・施設保全計画に基づき、教育研究棟ガスヒート

ポンプエアコン更新工事及び屋上防水工事

（3/3年目）並びに本部講義棟等の屋上パラペ

ット防水工事を行いました。 

・施設保全計画については、現状の計画との不整

合や乖離を整理し、見直ししたうえで令和２年

１月に一部改訂を行いました。 3 

  

（２）施設の積極的地域開放 

地域に開かれた大学とし

て、図書館、グラウンド、教

室等、施設の積極的な地域開

放を行います。また、受益者

負担の観点から学外者の施

設利用料金等を適切に設定

し、大学施設の貸出しを行い

ます。 

 

（２）施設の積極的地域開放 

○ 地域に開かれた大学と

して、大学の教育・研究等

に支障のない範囲におい

て、施設の積極的な開放を

引 き 続 き 行 い ま す 。

（No.134） 

 

・休日を中心に、学外者に対して適切な利用料金 

を設定し、貸し出しを行いました。特に、テニ

スコートやグラウンドなどは地区のサークル

の練習や地区行事に利用されました。 

＜学外者貸出件数：計 331件 

グラウンド６件、テニスコート 177件、 

講義室等 113件、体育館６件、駐車場１件、 

学生センター28件＞ 

4 

    

 

 



大項目 Ⅳ 点検・評価・情報公開 
   

小項目 １ チェック体制・設置者による評価 
   

      

中期目標 新生公立鳥取環境大学運営協議会を通じて設置者による指導、監督を受けるとともに、教育目標の達成の度合いや志願の

状況、健全経営実現のための取組状況など、大学運営全般について、毎年度公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会による

評価を受け、その結果を教育研究活動及び業務運営の改善・向上に活用する。  

      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

１ チェック体制・設置者に

よる評価に関する目標達成

のための計画 

設置者が設置する新生公立

鳥取環境大学運営協議会の決

定を踏まえて、大学経営や大

学運営を行います。また、教育

目標の達成度、志願状況、定員

状況及び健全経営実現のため

の取組状況など大学運営全般

について、毎年度公立大学法

人公立鳥取環境大学評価委員

会による評価を受け、その結

果を教育研究活動及び業務運

営の改善に活用します。 

 

１ チェック体制・設置者に

よる評価に関する目標を達

成するための措置 

○ 大学運営全般について、

公立大学法人公立鳥取環境

大学評価委員会による評価

を受け、その結果を教育研

究活動及び業務運営の改善

に活用します。（No.135） 

・令和元年８月の運営協議会をはじめ、設置者と

の連絡調整を図り、連携を密にするように努め

ました。 

・平成 30 年度の業務実績評価において指摘のあ

った将来を見通した大学改革等について、入試

制度変更や副専攻設置に向けた検討を行うな

ど大学運営に反映させました。 

 
3 

    

 

  



大項目 Ⅳ 点検・評価・情報公開 
   

小項目 ２ 自己点検 
   

      

中期目標 大学機関別認証評価等の第三者評価を活用しながら、自己点検・評価を実施し、教育・研究活動等の改善に取り組む。 

内部質保証（ＰＤＣＡサイクル等を適切に機能させることによって、質の向上を図り、教育・学習等が適切な水準にあるこ

とを大学自らの責任で説明・証明していく学内の恒常的・継続的プロセスのこと）が機能するための全学内部質保証推進組織

（内部質保証のための全学的な方針と手続を定め、その推進に責任を負う全学的な体制）を構築する。 

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取組を実施する。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

２ 自己点検に関する目標達

成のための計画 

平成３０年度中に内部質保

証を機能するための全学内部

質保証推進組織を構築しま

す。平成３１年度に自己点検

評価を実施し、改善が必要な

事項については、早期に改善

を図ります。平成３２年度に

は、認証評価機関による機関

別認証評価（第三者評価）を受

け、その結果に基づき、全学内

部質保証推進組織で将来的な

改革策を含め検討し、計画を

策定の上実行します。 

２ 自己点検に関する目標を

達成するための措置 

○ 平成３２年度に受審する

機関別認証評価（第三者評

価）に向けて、平成３１年２

月に設置した新たな内部質

保証推進体制のもと、自己

点検・評価結果の適切性の

評価及びその有効性を検証

し、改善の必要がある事項

については、大学自らの責

任において速やかに改善を

図り、内部質保証を推進し

ます。（No.136） 

・令和２年度に受審する機関別認証評価（第三者

評価）に向けて、新たに公立鳥取環境大学内部

質保証に関する基本方針を制定し、組織的に内

部質保証の取組を推進しました。 

・平成 30 年度に設置した特命学長補佐を長とす

る教育質保証推進ユニットが、教育の質保証に

係る調査、研究、提案を行い、授業評価アンケ

ートやラーニングポートフォリオ等をベース

とした PDCA サイクルによる教育内容の改善・

充実に取り組みました。 

4 

    

 

  



大項目 Ⅳ 点検・評価・情報公開 
   

小項目 ３ 中間評価 
   

      

中期目標 ３年ごとに、大学運営についての中間評価を実施するとともに、その時点における数値目標等を適正に見直し、設置者へ報

告し、公表する。 

また、中間評価において明らかとなった課題、問題点を速やかに改善する具体的なアクションプランを策定し、中期目標の

確実な実施を担保する。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

３ 中間評価に関する目標

達成のための計画 

平成３３年度に、設置者が

実施する中間評価で明らか

になった課題、問題点等を速

やかに改善するために、具体

的なアクションプランを策

定します。 

 

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

 



大項目 Ⅳ 点検・評価・情報公開 
   

小項目 ４ 情報公開と広報活動 
   

      

中期目標 （１）学生の確保、大学の知名度向上に向け広報体制を強化し、詳細な調査やデータ解析を行い、全国の高校や地域、社会に

向けて、各種メディア等を積極的に活用し、大学のブランド力を向上させる。 

また、県民へ大学の魅力を発信し、優れた学生に選ばれる大学となるため、生徒、保護者、教員に対して、きめ細やか

で積極的なＰＲを行う。 

 達成すべき数値目標等  

 ・マスコミへの掲載数 … 毎年度マスメディアに５０件以上の掲載を目指す。 

（２）公立大学としての社会に対する説明責任を果たし、大学運営の透明性確保のため、大学に係る基本的情報を明示し公開

することはもとより、教育情報、自己点検・評価結果、その他諸活動に関する積極的な情報提供を行い、社会、地域に必

要な大学として評価されるよう努める。 

 達成すべき数値目標等  

   ・公開項目の公開度 … 学校教育法に定める公開項目のホームページ上での公開度を向上する。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

４ 情報公開と広報活動に関

する目標達成のための計画 

（１）実効的な広報戦略の展   

 開 

教職員一人ひとりが広報マ

ンであるという自覚の下、全

教職員が一丸となってブラン

ディングを行い、公立鳥取環

境大学というブランドイメー

ジを確立します。 

また、志願動向の把握や年

度ごとのオープンキャンパス

の参加者状況、資料請求者情

報や志願者情報の調査分析に

基づき広報計画を策定し、

３ 情報公開と広報活動に関

する目標を達成するための

措置 

（１）実効的な広報戦略の展

開 

○ 全国高校生の志願動向を

把握し、資料請求者情報や

志願者情報の調査分析によ

り、学生に直接働きかける

もの、高校教員や保護者に

対するものなど様々な媒体

を活用して最も効果的な広

報手段を検討し、引き続き

戦略的な広報を展開しま

す。（No.137） 

・資料請求者データや志願者データの分析や新入

生アンケートの結果を分析し、ターゲットエリ

ア毎にメリハリをつけた戦略的な広報計画を

策定しました。 

・オープンキャンパス広報（新規） 

 テレビＣＭ 15秒×３局×10日間 

       （20本、22本、18本） 

 ラジオＣＭ 10日間 

20秒×33本、30秒×30本 

 

 

4 

    



様々な広報手段を活用したタ

ーゲットに応じた戦略的な広

報を展開します。 

教員・学生の活動情報をマ

スメディアに積極的に提供す

ることにより、県内の生徒、保

護者、教員を始めとして大学

の評価に繋げていきます。 

【数値指標の年次的目標等】 

・マスコミへの掲載数   

毎年度、マスメディアに

５０件以上の掲載を目指

します 

 

○ 引き続き教員・学生の活

動情報を積極的に提供し、

マスメディアに５０件以上

の掲載を目指すことで、本

学の評価につなげていきま

す。（No.138） 

・マスコミ資料提供件数 39件、そのうち 22件の

掲載を含む延べ92件の新聞掲載がされました。 

・毎月１回全教職員に対して、情報提供を依頼す

るメールを送信するなど、定期的に広報を意識

してもらえるよう努めました。 

・また、学生に対しては、新入生ガイダンスで情

報の提供を依頼しました。 
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（２）積極的な情報提供 

大学運営の透明性確保のた

め、ホームページ等を活用し

て学校教育法、地方独立行政

法人法等に基づいた各種情報

の公開度を高めるとともに、

教育研究活動に関する情報等

大学の活動状況を積極的に提

供・公開します。 

【数値指標の年次的目標等】 

 ・公開項目の公開度  

（２）積極的な情報提供 

○ 廃棄物問題など環境分野

における先進的な取組な

ど、大学の評価を高める特

徴的な教育研究活動に関す

る情報を引き続き積極的に

提供、広報します。（No.139） 

・サステイナビリティ研究所では、６月 28日に、

シンポジウム「低炭素社会の実現に向けて～再

エネ主力電源化における廃棄物発電～」を開催

しました。このシンポジウムでは、参加者 250

人に対し、廃棄物の処理対策としての国の重点

施策や再生エネルギーの主力電源化と廃棄物

発電、ＡＩ及び IoTを活用した廃棄物処理施設

の効率運営等の情報提供を行いました。 

・同研究所では、11 月 19 日（大阪会場）、29 日

（東京会場）に、シンポジウム「低炭素社会の

実現に向けて～令和・新時代の廃棄物処理～」

を開催しました。このシンポジウムでは、参加

者 216人に対し、日本における深刻な廃棄物問

題の解決に向けて対策をしてきた平成時代を

回顧し、令和時代に向けた新しい廃棄物処理の

展望の解説を行いました。 

・地域イノベーション研究センターでは、5 月 8

日に「平成 30年度 地域イノベーション研究セ

ンター研究成果報告会」を開催しました。この

報告会では、参加者 122人に対し、センター所

3 

    



属の本学教員の多種多様な専門研究の成果等

について報告を行いました。 

・全学的なホームページでの活動報告は、トップ

ページの TUES レポートや SNS で積極的に行う

とともに、マスコミへの資料提供を 39 件行い

ました。 

・環境学部、経営学部とも新たに Facebook ペー

ジを立ち上げ、教育・研究活動に関する情報の

提供に努めました。 

○ ホームページ等を活用し

て学校教育法、地方独立行

政法人法等に基づいた教育

活動や業務運営に関する各

種情報の公開度を引き続き

高めます。（No.140） 

 

・ホームページトップに「教育情報」へのバナー

を設置し、定款・業務方法書、中期目標・計画

等法令に基づいた情報がすぐに探せるように

努めています。 

・法人評価についても、法人には公表の義務があ

りませんが、情報の公開度を高めるため、ＨＰ

で公表しています。 

・今後も逐次情報の公開度を高めます。 

3 

  

○ ホームページをリニュー

アルし、本学の情報を効果

的に発信します。 

（再掲 No.100） 

・ホームページ管理システムの老朽化による更新

にあわせて、ホームページデザインの変更を実

施しました。 

・公式ホームページでは「TUESレポート」97件、

「お知らせ」120件を掲載しました。 
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大項目 Ⅴ その他業務運営 
   

小項目 １ コンプライアンス（法令遵守） 
   

      

中期目標 法令を遵守することはもとより、社会の規範やルールを守り、県民の信頼を損なわないよう、公立大学法人の教職員及び

学生の意識の向上を図り、コンプライアンス推進体制を構築する。  

      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

１ コンプライアンス（法令

遵守）に関する目標達成の

ための計画 

全教職員は公立大学の一員

であることを自覚し、法令や

会計規則、就業規則等の法人

規程を遵守し、社会の規範や

ルールを守ります。県民、市民

の信頼を損なう行動をとらな

いようにするため、平成２６

年３月に策定したコンプライ

アンスに係る基本方針に基づ

き、コンプライアンスに反す

る事案が発生した場合の調査

及び再発防止策を策定する。

併せて、社会的信頼の維持及

び適法・適正な業務を推進す

るために公益通報・相談窓口

を設置するとともに、毎年度

教職員を対象に研修等を開催

します。 

副理事長を委員長とする不

正使用防止計画推進委員会を

設置し、研究費の不正使用を

防止するとともに、副学長（研

１ コンプライアンス（法令

遵守）に関する目標を達成

するための措置 

○ コンプライアンスの推進

に関する基本方針や職員倫

理規程の周知を図るととも

に、教職員、学生等にコンプ

ライアンスに関わる啓発、

研修等を実施します。

（No.141） 

・平成 26 年３月に基本方針を策定しＨＰに掲載

するなどして周知を図っています。また、公益

通報のルートも明示し、権利保護を図っていま

す。 

・研修については、安全、安心な職場環境を維持

するため、教職員の倫理教育としてコンプライ

アンス研修のほか、11月 18日にハラスメント

防止とメンタルヘルス向上を目的としたコミ

ュニケーション研修を開催しました。 
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○ 公的研究費の管理・監査

についてガイドラインを遵

守し、コンプライアンス教

育の充実や内部監査等を引

き続き行います。（No.142） 

・研究活動における不正行為に対応する不正行為

防止対策委員会（委員長：副学長）と研究費の

不正使用を防止する不正使用防止計画推進委

員会（委員長：副理事長）が連携して、適切な

研究活動を引き続き進めています。 

・また、これらをまとめた啓発用リーフレットの

作成を進めました。 

・令和元年度は 10 件（うち特別監査３件）の内

部監査を実施し、不適切な研究費の使用はあり

ませんでした。 

3 

    

○ 公益通報・相談窓口等を

通して、コンプライアンス

に反する事案が発生した場

合に引き続き対応します。

（No.143） 

・内部通報窓口（副理事長、副学長）、外部通報窓

口（鳥取県）、通報方法（電子メール、電話、封

書、面談など）と整理し、周知しています。 3 

    



究担当）を委員長とする不正

行為防止対策委員会を設置

し、研究活動の不正行為を防

止します。学長が任命した委

員からなる内部監査班は不正

使用防止計画推進委員会と連

携して内部監査を実施しま

す。 

なお、不正使用、不正行為の

通報又は発覚した際は、調査

委員会を立ち上げ不正を調査

します。  

  

 

  

  



大項目 Ⅴ その他業務運営 
   

小項目 ２ 人権 
   

      

中期目標 教職員と学生の人権意識向上のための研修等を行うとともに、ハラスメントなどの人権に関する相談体制の拡充等に積極

的に取り組む。  
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

２ 人権に関する目標達成の

ための計画 

人権侵害のない良好な就

学・就業環境を維持・向上する

ために、制定したガイドライ

ンに基づき、人権侵害の防止・

解決に取り組み、併せて、人権

意識向上のため研修会・講座

の開催、ガイドブックの作成

配布など、全教職員学生の人

権に対する意識向上に取り組

みます。 

 また、アカデミックハラス

メント等の人権侵害の発生を

防止するため、学内にハラス

メント防止・人権委員会を組

織するとともに、相談窓口を

設置するなど、学生、教職員な

ど全ての構成員が安心して大

学生活が送られる人権保護体

制の充実に引き続き取り組み

ます。  

２ 人権に関する目標を達成

するための措置 

○ ハラスメントに対する相

談窓口やその対応等につい

て、フレッシャーズセミナ

ー、ガイダンスでの説明及

びパンフレットの配布を通

じて学生などに周知・啓発

します。また、ハラスメント

に対する対応を適切に行う

など、人権侵害のない良好

な就学・就業環境の維持・向

上を図ります。（No.144） 

・学生、教職員等へハラスメント防止啓発パンフ

レットを配布し、学内外の相談体制の周知を図

りました。 

また、ハラスメント防止に関するガイドライン

や相談窓口を引き続き学内 Webへ掲載し、いつ

でも確認できる環境を整備しています。 

・相談体制は、教員、事務職員の男女３名ずつの

相談員を配置し、メール、電話、ファックス、

手紙による相談の受入体制を整備しています。

相談事案が発生した場合は、弁護士、医師等へ

相談するなど適切に対応します。 

・学外の専門家を招き、教職員対象のハラスメン

ト防止研修を行い、人権の意識の向上を図りま

した。 

【令和元年度相談件数】 

 前年度からの継続案件 ０件 

 新規の相談案件    １件 
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大項目 Ⅴ その他業務運営 
   

小項目 ３ 施設整備の整備活用等 
   

      

中期目標 施設設備の有効活用を図るため、長期的展望に立ち、エネルギー使用の効率化やユニバーサルデザインなど、環境や利用者

等への配慮と適切な財産保全の視点を踏まえた計画的、積極的な整備を行う。 

 達成すべき数値目標等  

 ・ＣＯ２排出量 … 年間１，０００トン以下を目指す。        

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

３ 施設整備に関する目標達

成のための計画 

基本理念に基づく環境方針

を定め、その方針に基づき３

年ごとの実行目標と実行計画

を策定します。目標には環境

負荷を軽減するキャンパスの

実現を盛り込み、資源の消費

量を減らすとともに、廃棄物

の削減に向けた計画を策定し

ます。実行計画は、環境マネジ

メントシステムに基づき策定

し、毎年内部の監査組織が履

行状況の点検を行い、見直し・

改善を行います。さらに、毎年

外部組織の監査を受け、客観

性と公正さを保ち、監査結果

は公開します。 

 また、財産保全のために施

設設備の点検・更新を定期的

に行うとともに、キャンパス

のユニバーサルデザイン化を

３ 施設整備に関する目標を

達成するための措置 

○ 鳥取県版環境管理システ

ム（TEAS第Ⅰ種）の認証を

受け、本学の環境マネジメ

ントシステムにより、公立

鳥取環境大学環境方針に基

づき策定した３年ごとの実

行目標達成を引き続き目指

します。 

（再掲 No.129） 

・令和元年６月 25 日付けで鳥取県版環境管理シ

ステム（TEAS第Ⅰ種）の認証を取得しました。

本学の著しい環境側面の上位３項目（教育、研

究、地域貢献）について、各組織が３か年の実

行目標を設定し、達成に向けて取り組み、概ね

年度内の目標を達成しました。さらに PDCA サ

イクルにより改善を図るとともに、学長のマネ

ジメントレビューを反映し翌年度の目標を設

定することとしています。 
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○ 施設設備について、長期

的な利用やユニバーサルデ

ザイン化を考慮して、保全・

改修を計画的に行います。

（No.145）  

・施設保全計画に基づき、教育研究棟ガスヒート

ポンプエアコン更新工事及び屋上防水工事

（3/3年目）並びに本部講義棟等の屋上パラペ

ット防水工事を行いました。 

・また、教育研究棟と情報処理棟間の渡り廊下

の扉を自動ドアに改修するなど、キャンパス

のユニバーサルデザイン化及び魅力ある施設

づくりに寄与する改修工事を行いました。 

・施設保全計画については、現状の計画との不整

合や乖離を整理し、見直ししたうえで令和２年

１月に一部改訂を行いました。 
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目指し、環境や利用者に配慮

した施設設備の整備を計画的

に実施します。 

【数値指標の年次的目標等】 

・CO2排出量  

年間 1,000 トン以下の達

成を目指します 

○ 夜間の通学の安全確保の

ため、大学から津ノ井駅に

向かう市道わかば中央通沿

いの大学敷地に照明灯を設

置します。（No.146） 

・夜間の通学の安全確保のため、市道歩道沿いの

大学の敷地に LED 照明 41 灯を設置し、学生の

通学環境の向上を図りました。 
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大項目 Ⅴ その他業務運営 
   

小項目 ４ 安全管理 
   

      

中期目標 教育研究現場の安全確保を徹底するため、災害発生時の対応について備えた、環境・体制の整備を行う。また、情報セキュ

リティポリシーに基づいて体制を整え、具体的な規程類・手順書類等の整備を行い、学内への教育活動を行う。 
      

中期計画 年度の事業計画 計画の達成状況 法人 

評価 

委員会

評価 

委員会意見 

４ 安全管理に関する目標達

成のための計画 

災害発生時の教育研究現場

の安全確保のために環境整備

を行うとともに、災害発生時

対応マニュアルに基づき、災

害発生時に迅速かつ適切に対

応できる体制を構築します。 

また、「個人情報の保護に関

する法律（個人情報保護法）」

「鳥取県個人情報保護条例」

を遵守し、情報の種類（電磁的

媒体、光学的媒体、紙媒体な

ど）を問わず、個人情報を安全

かつ適正に管理・運用する規

程を定め、その周知を図りま

す。 

 個人情報については、その

不正利用や紛失・滅失、改ざん

又は漏洩することのないよう

厳重に管理するとともに、個

人情報を扱う教職員、その他

学内に常駐する（委託）事業者

等に対する教育・研修を定期

的に行います。平成 27年度に

施行した情報セキュリティポ

○ 災害発生時に対応するた

めに消防計画に基づき教職

員及び学生に対して効果的

な訓練が出来る体制を検討

します。（No.147） 

・９月 10日に職員向けに消防訓練を行い、35名

の職員が参加しました。また、９月 25日に 

初めて学生も含めた形式での消防訓練を実施

し、学生 209名、職員 76名が参加しました。 

・消防計画に定めた予防活動を行うために統括防

火・防災管理者に必要な講習を受講しました。 
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○ 「個人情報の保護に関す

る法律（個人情報保護法）」

「鳥取県個人情報保護条

例」に基づき、個人情報の適

正な管理を引き続き行いま

す。（No.148） 

・県条例に基づき対応しました。また、５月８日

に教職員を対象とした個人情報保護や情報セキ

ュリティに関する研修を行いました。 

・開示請求に基づき入試や職員採用試験において

開示を行いました。  

 入試 81件（職員採用試験は開示請求無し） 
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○ 平成２７年度から施行し

た情報セキュリティポリシ

ーに基づいて、情報セキュ

リティを維持するための手

順等の整備及び情報システ

ムの整備をするとともに教

職員、その他学内に常駐す

る業者等に対する研修等を

引 き 続 き 行 い ま す 。

（No.149） 

・全学情報システム運用委員会において、情報セ 

キュリティポリシーに基づく諸規程の整備及

び情報システムの整備を行っています。本年度

は、主に情報セキュリティを維持するための手

順等の検討、サーバシステム等の整備を行いま

した。 

・５月 15 日に情報システムについての研修を実

施し、本学の情報システムを利用する際の注意

点等の徹底を行いました。 
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リシーに基づき情報システム

を整備するとともに、教職員

に対して研修等を実施してい

きます。 

 

 

 


